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第１章 はじめに 

 

１.１ 本業務の背景および目的  

環境省では、浄化槽台帳システムの定義や導入手順の手引きとして、平成 26 年 3 月に「浄

化槽台帳システムの整備導入マニュアル」を作成し、地方自治体に提示し、さらに平成 27

年度にはマニュアルの改訂作業を行った。しかし、自治体における浄化槽台帳システムの

普及にあたっては、構築に係る費用およびノウハウの不足が導入促進の妨げとなっており、

浄化槽台帳システムの普及には課題が残されている。 

本業務においては、マニュアルに基づく浄化槽台帳システムの導入を具体的に検討して

いる仙台市および宮崎県を対象に、地域ごとに異なる導入における諸課題に対する解決の

ための支援を行った上、実際に浄化槽台帳システムの試行的導入支援を行うことを目的と

した。また、当該自治体における導入前後の実例に基づく諸課題および解決策を整理、集

約し、同様の諸課題を抱えている自治体に対する情報提供用の資料を作成することとした。 

 

１.２ 本業務の内容 

（１）浄化槽台帳システムの試行的導入に関する課題整理 

浄化槽台帳システムの試行的導入を始めるにあたり、仙台市および宮崎県について下記

事項に関する課題整理を行った。 

ア．導入・運用方法  

イ．指定検査機関、保守点検業者、清掃業者、工事業者等との連携 

ウ．個人情報の取扱い 

エ．GIS を含めたシステム導入における必要条件 

オ．その他 

 

（２）浄化槽台帳システムの試行的導入計画作成 

（１）の結果を踏まえ、浄化槽台帳システムの試行的導入に向け、試行的導入計画を作

成した。導入計画には、関係機関や民間の有するデータの活用も視野に入れた効率的な導

入方法・フロー・スケジュール等を盛り込んだ。 

 

（３）浄化槽台帳システムの試行的導入事業 

（２）で作成した試行的導入計画に基づき、基盤情報の検証および試行的導入、システ

ム導入および運用テストを対象自治体において行った。 

 

（４）浄化槽台帳システムの試行的な運用方法に関する検討 

１）有識者委員会 

（１）～（３）および浄化槽台帳システムの災害時活用に関する検討事項について、第
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三者による検証・技術的助言を得るため、有識者委員会を開催した。 

実施計画の作成、委員会のメンバー選定、委員会資料の作成を行い、各委員会終了後に

は、委員会における検証結果および技術的助言を取りまとめるとともに、次工程において

反映させた。 

 

２）ワーキンググループ（ＷＧ） 

対象自治体における浄化槽台帳システムの試行的導入に関する課題や要望に対処するた

めのシステム改修手法等を検討するため、ＷＧを開催した。 

実施計画の作成、ＷＧのメンバー選定、ＷＧ資料の作成を行い、各ＷＧ終了後には検討

結果を議事録として取りまとめた。 

 

（５）浄化槽情報基盤整備に関する課題整理および情報提供 

（３）の試行的導入事業を踏まえて、対象自治体に対するヒアリング、有識者委員会に

おける技術的助言に基づき、浄化槽台帳システムの導入にあたっての諸課題と解決策を横

断的に整理・集約した。整理・集約した情報に基づき、自治体向けの情報提供用資料とし

て「浄化槽台帳システムの整備導入に関する事例～平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事

業（その２）より～」を作成した。 

 

１．３ 業務体制 

（１）発注者 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策廃棄物対策課浄化槽推進室 

（担当）吉川圭子 浄化槽企画官 

藤村紘行 指導普及係長 

川西涼太 環境専門員 

 

（２）受注者 

公益財団法人日本環境整備教育センター 

東京都墨田区菊川 2 丁目 23 番 3 号  電話番号；03-3635-4880 

（責任者）調査・研究グループ 調査研究第 2 チームリーダー 濱中俊輔 

（担当者）調査・研究グループ    同上 

               調査研究第 2 チーム 研究員 高橋悟 
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１.４ 業務期間 

 業務期間：平成 27 年 9 月 15 日から平成 28 年 3 月 25 日 

業務実施スケジュールを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年 平成28年
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１．試行的導入に関する課題整理

２．試行的導入計画作成 計画作成

３．試行的導入事業 データ検証 台帳導入 ソフトウェアテスト

４．試行的な運用方法に関する検討
（１）有識者委員会の実施

１）実施計画の作成 計画作成

２）委員会資料の作成 資料作成 資料作成 資料作成

３）委員会の実施（宮城） 第1回 第2回 第3回

　　委員会の実施（宮崎） 第1回 第2回 第3回

（２）ワーキンググループ（ＷＧ）
１）実施計画の作成 計画作成

２）ＷＧ資料の作成 資料作成 資料作成

３）ＷＧの実施（宮城） 第1回 第2回

　　ＷＧの実施（宮崎） 第1回 第2回

５．情報基盤整備に関する課題整理 課題整理

６．環境省担当官との打合せ 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

７．成果物の取りまとめ
（１）報告書の作成（200頁20部） 報告書作成

（２）事例集の作成（50頁150部） 事例集作成
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第２章 浄化槽台帳システムの試行的導入に関する課題整理 

 

２.１ 課題抽出の方法 

 はじめに、本業務の対象自治体である仙台市および宮崎県における現在の浄化槽情報管

理の概要を整理した。 

次に、上記の対象自治体に対し、浄化槽台帳システムとして、これまで検討を進めてき

た（一社）全国浄化槽団体連合会が開発した「スマート浄化槽」を導入することとし、シ

ステムを導入した場合に想定される浄化槽情報管理の概要を整理した。 

浄化槽台帳システム導入前後における情報フローを比較することで、システム導入に関

する課題を抽出・整理した。なお、今年度実施した試行的導入事業においては、各関係者

からデータ提供を受けるための準備期間がほとんどなく、システムに導入できる情報（デ

ータ）が自治体および指定検査機関の保有するデータに限定されていたため、試行的導入

の範囲が狭く、試行的導入事業を進める上での課題がほとんど抽出されないものと予想さ

れた。そこで、県、市町村、指定検査機関、工事/保守点検/清掃業者を含めた各関係者の連

携を構築するシステム導入・運用形態を想定し、それを実現するための課題を抽出・整理

することとした。 

 

２.２ 試行的導入事業に用いた浄化槽台帳システム 

 今年度実施した「浄化槽台帳システムの試行的導入事業」においては、仙台市および宮

崎県を対象として、（一社）全国浄化槽団体連合会が開発した「スマート浄化槽」を導入

した。以下に本システム（サービス）の概要を示す。 

 

（１）スマート浄化槽の特徴 

 スマート浄化槽は IDC（インターネットデータセンター）※に設けられた【浄化槽情報基

盤】（公共機関向け【①浄化槽台帳基盤】と民間機関向け【②浄化槽業務基盤】から構成）

と、IDC 連携機能を持つ【PPP 台帳ソフトウェア】を活用し、官民協働での統一浄化槽台帳

の整備と業務活用を行うための浄化槽事業に特化したサービスである。 

 【①浄化槽台帳基盤】は、自治体と指定検査機関に提供された【PPP 台帳ソフトウェア】

で利用ができ、【②浄化槽業務基盤】は、民間業者と指定検査機関に提供された【PPP 台帳

ソフトウェア】で利用できる仕組みとなっている。【①浄化槽台帳基盤】と【②浄化槽業

務基盤】は都道府県単位で分割されており、各都道府県の浄化槽事業に合わせた利用がで

きる。 

 自治体向け【PPP 台帳ソフトウェア（届出）】は、①届出台帳機能（カスタマイズ可能）、

②GIS 機能、③図書保管庫機能、④IDC 連携機能を提供する。利用サービスは、指定検査機

関と情報連携した台帳整備を目的とした「整備保管サービス」と、維持管理業者と情報連

携した維持台帳整備を目的とした「業務利用サービス」がある。自治体ごとにシステム開
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発・構築を行う導入形態と異なるため、自治体でシステム構築予算を確保する必要がない

（【PPP 台帳ソフトウェア（届出）】のカスタマイズが必要な場合には費用が発生する。）。 

 初期導入時に、自治体が届出台帳データ(Excel 等)を有している場合、【①浄化槽台帳基

盤】に導入する「届出情報検証導入作業」に係る費用は自治体負担となる。また、IDC 連携

に使用するインターネット回線や【PPP 台帳ソフトウェア（届出）】を導入するパソコン設

備に係る費用は自治体負担となる。 

 

※インターネットデータセンター（IDC）： 

データセンターとは、事業者が顧客のサーバを預かり、インターネットへの接続回

線や保守・運用サービスなどを提供する施設の総称であり、特に事業者がインターネ

ット接続に特化した設備・サービスを提供するものをインターネットデータセンター

（IDC）と呼ぶ。 

 

（２）スマート浄化槽の浄化槽 PPP 台帳 

浄化槽関係者が【PPP 台帳ソフトウェア】で各業務台帳を管理し公共機関向け【浄化槽台

帳基盤】と民間機関向け【浄化槽業務基盤】を利用し、各業務情報の提供収集することで

持続的に浄化槽台帳が整備される。 

 スマート浄化槽の浄化槽 PPP 台帳の初期導入業務は、各県指定検査機関が持つ検査依頼

台帳を【浄化槽台帳基本情報】とし【浄化槽台帳基盤】に導入する。 

自治体のシステム初期導入時の【届出情報検証導入作業】において自治体が持つ届出デー

タを整理し、【浄化槽台帳基本情報】との突合検証し、突合検証された届出データを【浄

化槽台帳基盤】に導入することで浄化槽 PPP 台帳のシステム的整備を行う。 

突合されない届出データは、【PPP 台帳ソフトウェア（届出）】内データベースに検証済

み届出データで未突合識別を付与され管理される。自治体は、未突合識別データ数に応じ

て台帳整備計画を立てることができる。 

 【浄化槽 PPP 台帳】は官民の持つ情報が連携された浄化槽台帳であり、【浄化槽台帳基

本情報】の情報管理を各県の指定検査機関が行うことで、官運用の浄化槽台帳システムか

ら官民協働運用の浄化槽台帳システムへ転換される。 
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（３）スマート浄化槽のシステム概要とサービス 

■システム概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 システム概要 

 

■サービス 

 

表 2-1 スマート浄化槽のサービス内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス 利⽤者 内容

 情報提供サービス
　浄化槽台帳基盤を利⽤した有益な情報提供
　　●市町村単位浄化槽台帳と⾏政報告項⽬の閲覧
　　●市町村単位業者情報と型式別仕様情報の閲覧

 整備保管サービス
　浄化槽台帳情報基盤を利⽤した精度の⾼い台帳整備
　　　●設置届出等図書（デジタル図書）保管庫
　　　●⼯事業者および指定検査機関向けサービスと情報連携

　浄化槽台帳情報基盤を利⽤した浄化槽維持管理（持続性のある台帳構築）
　　　●維持管理業者と情報連携した維持管理台帳の連携
　　　●維持管理業者と情報連携した災害台帳の提供

 指定検査機関
 保守点検業者
 清掃業者

　浄化槽台帳情報基盤を利⽤した業務効率化とBCP対策
　　　●7条検査依頼の保管とつうしんぼサービス機能の提供
　　　●維持管理台帳の閲覧と業務結果の保管（つうしんぼ配信機能付き）

 施⼯証明サービス  ⼯事施⼯業者 　浄化槽台帳情報基盤を利⽤した浄化槽設置届出施⼯⼯事証明の発⾏
　　　●⼯事施⼯業者の出来⾼管理

 つうしんぼサービス  管理者（使⽤者） 　浄化槽台帳情報基盤を利⽤した新たな環境サービス
　　　●法定検査等業務結果の通知と保管

 都道府県（監督者）
 市町村　 （監督者）
 市町村　 （公管理）

 業務利⽤サービス
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■サービス利用の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 スマート浄化槽のサービス利用の仕組み 

 

■サービスの範囲 

●インターネットデータセンター（IDC）の利用 

① 都道府県の浄化槽情報基盤の利用 

② メーカ装置情報等の情報提供 

●PPP 台帳ソフトウェアの利用 

① 台帳機能（データベース搭載） 

② GIS 機能（下図は利用者が調達） 

③ 図書保管庫機能（電子図書データの管理と IDC 連携バックアップ） 

④ IDC 連携機能（データ提供・収集・閲覧） 

●サービス利用 

① 整備保管サービス：指定検査機関と情報連携のみ 

② 業務利用サービス：維持業者との連携可能 

※閲覧モードの場合、PPP 台帳ソフトウェア④の機能のみ利用可能 
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■初期導入時（利用者費用負担）の範囲 

① 利用者台帳の検証と【浄化槽情報基盤】導入業務 

●県および市町村との要求整理 

・システム要求の整理 

・環境基盤情報の収集 

・利用者台帳の収集 

●浄化槽環境基盤導入業務 

・浄化槽環境基盤情報の検証 

・浄化槽環境基盤の導入 

●浄化槽 PPP 台帳基盤導入業務 

・利用者台帳情報の検証  

・浄化槽 PPP 台帳基盤の導入 

 

② 【PPP 台帳ソフトウェア】導入とカスタマイズ 

●PPP 台帳ソフトウェアの導入 

・利用者台帳情報の PPP 台帳ソフトウェアへの導入 

・利用者機能のカスタマイズ 

●PPP 台帳ソフトウェア導入設備の調達 

・Windows パソコン機器 

・インターネット回線とその回線利用料 
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・運用の課題
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表 2-

業務 

フロー 

・補

・行

情報 

フロー 

受理

るため、紛失

帳システム導

る浄化槽台帳

2-4 宮城県

-2① 浄化槽

補助事業関係の

行政報告の取り

理 行政報告（

ら） 

失等のリスク

導入後の情報

帳システム導

県における浄

槽台帳システ

現在 

の業務 

りまとめ 

市町村、指定
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クがある。 

報フロー 

導入後の情報

浄化槽台帳シ

テム導入前後

定検査機関か

報の流れは図

ステム導入後

後の業務フロ

・補助事業

・行政報告

閲覧

 

閲覧

閲覧

閲覧

行政

ら）

浄化

検査

維持

図 2-4 のとお

後の情報の流

ロー・情報フ

台帳システム

業関係の業務 

告の取りまとめ

政報告（市町村

化槽基本情報（

査結果（指定検

持管理記録（維

りである。 

流れ 

フロー 

ム導入後 
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村、指定検査機

（市町村から）

検査機関から）

維持管理業者か

 

機関か

 

 

から）
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表 2-2② 浄化槽台帳システム導入前後の業務フロー・情報フロー 

  現在 台帳システム導入後 

市

町

村 

業務 

フロー 

・各種届出書受理 

・届出書データ入力 

・県への行政報告作成 

・各種届出書受理 

・届出書データ入力 

・県への行政報告作成 

情報 

フロー 

提供 

受理 

行政報告（県へ） 

検査結果（指定検査機関から） 

提供

閲覧

閲覧

行政報告（県へ：一部自動集計） 

検査結果（指定検査機関から） 

維持管理記録（維持管理業者から）

指

定

検

査

機

関 

業務 

フロー 

・検査依頼書受理 

・検査依頼書データ入力 

・検査結果書作成 

・県への行政報告作成 

・検査依頼書受理 

・検査依頼書データ入力 

・検査結果書作成 

・県への行政報告作成 

情報 

フロー 

提供 

 

提供 

検査結果書（浄化槽管理者、市町村

へ） 

行政報告（県へ） 

提供

 

提供

閲覧

閲覧

検査結果書（浄化槽管理者、県、市

町村、維持管理業者へ） 

行政報告（県へ：一部自動集計） 

浄化槽基本情報（市町村から） 

維持管理記録（維持管理業者から）

維

持

管

理

業

者 

業務 

フロー 

・保守点検、清掃記録票作成 ・保守点検、清掃記録票作成 

・保守点検、清掃データを台帳システムへ

入力 

情報 

フロー 

提供 維持管理記録（浄化槽管理者へ） 提供 維持管理記録（浄化槽管理者、県、

市町村、指定検査機関へ） 

 

施

工

業

者 

業務 

フロー 

・工事図書作成 ・工事図書作成 

・工事図書を台帳システムへ入力 

情報 

フロー 

  提供 工事図書（県、市町村へ） 

 

 

（３）浄化槽台帳システム導入に係る課題 

 第 1 回ＷＧ（宮城県）で抽出された浄化槽台帳システム導入に係る課題を以下に整理す

る。 

 

ア．導入・運用方法 

 維持管理業者が自社の管理対象以外の浄化槽の情報は閲覧できないようなシステム
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にする必要がある。 

 情報の誤りを確認・修正する機関を決定する必要がある。 

 

イ．指定検査機関、保守点検業者、清掃業者、工事業者との連携 

 維持管理業者による維持管理情報の更新方法を明確にする必要がある。 

 

ウ．個人情報の取扱い 

 個人情報保護条例でオンライン結合が制限されている場合の対処方法を決定する必

要がある。 

 

エ．GIS を含めたシステム導入における必要条件 

 求められる位置情報の精度を検討し、要求に応じた位置情報の取得・入力方法を決定

する必要がある。 

 

オ．その他 

 災害時に活用できる機能を持たせる必要がある。 
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・運用の課題

の現状 

状は図 2-5 の

おける現在の

る現状の課題
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表 2-

業務 

フロー 
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情報 
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受理

業務 

フロー 
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情報 

フロー 
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2-6 宮崎県

-3① 浄化槽

各種届出書受理

指導業務 

行政報告作成 

理 検査結果（

各種届出書受付

補助事業関連の

 

 

けが困難であ

緯度経度情報

導入後の情報

帳システム導

県における浄

槽台帳システ

現在 

理 

指定検査機関

付窓口 

の業務 

2-11 

ある。 
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表 2-3② 浄化槽台帳システム導入前後の業務フロー・情報フロー 

  現在 台帳システム導入後 

指

定

検

査

機

関 

業務 

フロー 

・検査依頼書受理（浄化槽協会から） 

・依頼書データ入力 

・検査結果書作成 

・県への行政報告作成 

・清掃実績データ入力 

・検査依頼書受理（浄化槽協会から） 

 

・検査結果書作成 

・県への行政報告作成 

 

・データ管理 

情報 

フロー 

提供 

 

提供 

検査結果書（浄化槽管理者へ） 

 

行政報告（県へ） 

提供

 

提供

閲覧

閲覧

検査結果書（浄化槽管理者、維持管

理業者へ） 

行政報告（県へ：一部自動集計） 

浄化槽基本情報（県から） 

維持管理記録（維持管理業者から）

浄

化

槽

協

会 

業務 

フロー 

・検査依頼書受理 ・検査依頼書受理 

・届出書データの入力 

・7 条検査依頼書データの入力 

・システム運用 

情報 

フロー 

提供 検査依頼書（指定検査機関へ） 閲覧

閲覧

 

検査結果（指定検査機関から） 

維持管理記録（維持管理業者から）

保

守

点

検

業

者 

業務 

フロー 

・保守点検記録票作成 ・保守点検記録票作成 

・保守点検データを台帳システムへ入力 

情報 

フロー 

提供 維持管理記録（浄化槽管理者へ） 提供

 

保守点検記録（浄化槽管理者、県、

市町村、指定検査機関へ） 

清

掃

業

者 

業務 

フロー 

・清掃記録票作成 ・清掃記録票作成 

・清掃データを台帳システムへ入力 

情報 

フロー 

提供 

 

提供 

清掃記録（浄化槽管理者へ） 

 

清掃実績（県へ） 

提供

 

清掃記録（浄化槽管理者、県、市町

村、指定検査機関へ） 

施

工

業

者 

業務 

フロー 

・工事図書作成 ・工事図書作成 

・工事図書を台帳システムへ入力 

情報 

フロー 

  提供 工事図書（県、市町村へ） 
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（３）浄化槽台帳システム導入に係る課題 

 第 1 回ＷＧ（宮崎県）および宮崎県浄化槽普及促進協議会研修会（10/22 開催）で抽出さ

れた浄化槽台帳システム導入に係る課題を以下に整理する。 

 

ア．導入・運用方法 

 システムの特性とその導入・運用方法を市町村行政担当者に十分に説明する必要があ

る。 

 届出情報の代行入力、情報の精査にはある程度の経験が必要であるため、それらの業

務内容、業務量を考慮してデータ管理の実施機関を決定する必要がある。 

 無管理・空き家物件の情報の取扱いを明確にする必要がある。 

 システム利用料、財政負担について検討の余地がある。 

 

イ．指定検査機関、保守点検業者、清掃業者、工事業者との連携 

 県、市町村、指定検査機関、業者がいずれも台帳システムにアクセスするため、情報

の流れを明確にし、各機関が閲覧できる情報とできない情報を決定する必要がある。 

 

ウ．個人情報の取扱い 

 宮崎県個人情報保護条例により、審議会の承認を得なければ個人情報の入力されたデ

ータベースをオンライン結合できない。 

 情報漏えいが生じた場合の影響の範囲を想定しておく必要がある。 

 

エ．GIS を含めたシステム導入における必要条件 

 維持管理業者からの報告（保守点検契約状況、清掃実績）に記載されている浄化槽の

設置場所は表記が不正確である事例が認められており、それらの情報を台帳情報とひ

もづけする方法を検討する必要がある。 

 

オ．その他 

 「小さな自治体では台帳システムは必要ない」、「施工業者、維持管理業者がシステム

を利用するメリットが不明確である」といった意見があるため、各関係者にシステム

利用のメリットを説明するための準備が必要である。 
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第３章 浄化槽台帳システムの試行的導入計画作成 

 

３.１ はじめに 

 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）有識者委員会（第 1 回）および（第

2 回）、平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググループ（第

1 回）における検討を経て、各県の試行的導入計画を作成した。 

 別紙 3-1 に「浄化槽台帳システムの試行的導入計画【宮城県】」、別紙 3-2 に「浄化槽台帳

システムの試行的導入計画【宮崎県】」をそれぞれ示す。 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

浄化槽台帳システムの試行的導入計画 

【宮城県】 
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１．スマート浄化槽について 

 

１－１ スマート浄化槽の特徴 

スマート浄化槽は浄化槽事業に特化した【浄化槽情報基盤】を IDC（インターネット

データセンター）に設け、各業態台帳機能と IDC 連携機能を持つ【PPP 台帳ソフトウ

ェア】を利用者に提供し、官民協働で【統一浄化槽台帳】の整備と業務活用を目的とし

たシステム（スタンドアローン型＋IDC）をサービス利用形態で提供している。 

【浄化槽情報基盤】は都道府県単位で分割されており、各都道府県の【浄化槽情報基

盤】は浄化槽環境基盤と浄化槽 PPP 台帳基盤（公共団体領域と民間団体領域）から構

成される。この領域間の情報連携（提供と収集）を【PPP 台帳ソフトウェア】が持つ

IDC 連携機能で可能としている。 

【PPP 台帳ソフトウェア】は、①カスタマイズ可能な台帳機能、②GIS 機能、③図

書保管庫機能、④IDC 連携機能を持ち、サービス利用契約で提供される。利用者は、シ

ステム構築予算を確保する必要がない。 

利用サービスは、指定検査機関と情報連携した台帳整備を目的とした「整備保管」サ

ービスと、維持管理業者と情報連携した維持台帳整備を目的とした「業務利用」サービ

スの選択ができる。 

初期導入時には、利用者が持つ台帳情報を整理検証し【浄化槽情報基盤】に導入する

費用と、【PPP 台帳ソフトウェア】の台帳管理機能にカスタマイズを必要とする場合

のカスタマイズ費用が発生する。その他、GIS 利用に必要な浄化槽設置場所の座標取得

（有償ジオコード変換）費用と IDC 連携に使用するインターネット回線や【PPP 台帳

ソフトウェア】を導入するパソコンの設備に係る費用は利用者負担となる。 

 

１－２ スマート浄化槽の浄化槽 PPP 台帳 

 IDC に官民協働利用可能な【浄化槽情報基盤】を持ち、浄化槽関係者が【PPP 台帳

ソフトウェア】にて各業務台帳を管理し【浄化槽情報基盤】から必要情報を収集し業務

情報を提供することで持続的に浄化槽台帳が整備される。 

 指定検査機関の持つ検査依頼台帳と自治体が持つ届出台帳、工事施工業の工事台帳

（帳簿）、維持管理業者が持つ台帳の情報を関連付けし、【浄化槽台帳基本情報】とし

て【浄化槽情報基盤】に導入する事をシステム導入時初期業務としている。自治体にお

いてはシステム導入時初期業務結果が民間情報を活用した浄化槽台帳の実態整理とな

る。 

【浄化槽 PPP 台帳】は官民の持つ情報が連携された浄化槽台帳であり、【浄化槽台

帳基本情報】の情報管理を各県の指定検査機関が行うことで、官運用の浄化槽台帳シス

テムから官民協働運用の浄化槽台帳システムへ転換されることとなる。 
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１－３  スマート浄化槽システム概要とサービスについて 

(1)システム概要 

 

 

 

(2) サービス 
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 (3)サービス利用の仕組み 

 

 

 

(4)サービスの範囲 

■ インターネットデータセンター（IDC）の利用 

① 都道府県の浄化槽情報基盤の利用 

② 型式別仕様情報等の情報提供 

■ PPP 台帳ソフトウェアの利用 

① 台帳機能（データベース搭載） 

② GIS 機能（下図は利用者が調達） 

③ 図書保管庫機能（電子図書データの管理と IDC 連携バックアップ） 

④ IDC 連携機能（データ提供・収集・閲覧） 

■ サービス利用 

① 整備保管サービス：指定検査機関と情報連携のみ 

② 業務利用サービス：維持業者との連携可能 

※閲覧モードの場合、PPP 台帳ソフトウェア④の機能のみ利用可能 
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(5)初期導入時（利用者費用負担）の範囲 

利用者台帳の検証と【浄化槽情報基盤】導入業務 

■ 県及市町村との要求整理 

・システム要求の整理 

・環境基盤情報の収集 

・利用者台帳の収集 

■ 浄化槽環境基盤導入業務 

・浄化槽環境基盤情報の検証 

・浄化槽環境基盤の導入 

■ 浄化槽 PPP 台帳基盤導入業務 

・利用者台帳情報の検証  

・浄化槽 PPP 台帳基盤の導入 

 

【PPP 台帳ソフトウェア】導入とカスタマイズ 

■ PPP 台帳ソフトウェアの導入 

・利用者台帳情報の PPP 台帳ソフトウェアへの導入 

・利用者機能のカスタマイズ 

■ PPP 台帳ソフトウェア導入設備の調達 

・Windows パソコン機器（仕様は別途お問合せ） 

・インターネット回線とその回線利用料 
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２．試行的システム導入対象領域 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮城

県）では、仙台市と指定検査機関にて要求整理を実施し、宮城県浄化槽の【浄化槽情報

基盤】と【PPP 台帳ソフトウェア】を試行的システムとして導入する。 

なお、試行的システムにおいてスマート浄化槽宮城県指定検査機関側ソフトウェアは

稼働している前提とする。 

 

◆各機関に提供するソフトウェア機能とサービス 

 仙台市向け【PPP 台帳ソフトウェア】 

届出管理機能（届出情報と PPP 情報基盤を管理する為のデータベース） 

GIＳ機能   (基本情報にある浄化槽位置情報を表示) 

IDC 連携機能 (指定検査機関データ管理の IDC を利用した機能) 

IDC 連携  届出情報を指定検査機関へ提供する機能 

IDC 連携  指定検査機関の基本情報を収集する機能 

IDC 連携  指定検査機関の検査情報を収集する機能 

IDC 閲覧機能  PPP 台帳閲覧「業務利用サービス」 

 

 仙台市公設管理者は、仙台市に提供する IDC 閲覧機能「業務利用サービス」 

を検証し、【浄化槽情報基盤】の活用と維持業者の情報連携を検討する。 

 

◆収集する台帳情報 

 指定検査機関が持つ検査台帳情報（宮城県全域分） 

 仙台市の届出台帳情報（可能であれば公設浄化槽維持情報） 

 

◆導入ソフトウェア 

 仙台市向け PPP 浄化槽台帳ソフトウェア １式 

…台帳管理機能（データベースに仙台市届出情報と検証済み基本情報を導入） 
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３．試行的システムのシステム構成 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮城

県）のシステム構成を示す。 

 

３－１ 宮城県浄化槽情報基盤の概要       

浄化槽環境基盤 

浄化槽 PPP 台帳基盤 

公共団体利用台帳基盤（市町村 35 団体分） 

民間団体利用台帳基盤（市町村 35 団体分） 
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３－４ 導入・運用における役割分担 

 (公財)日本環境整備教育センターが、システムベンダとともに各県浄化槽事業の

課題を整理し浄化槽台帳システム試行的導入計画を策定する。 

 スマート浄化槽サービス運営者である(公社)宮城県生活環境事業協会が、宮城県

浄化槽情報の整理と収集を行いスマート浄化槽サービスの提供を行う。 

 システムベンダである江北情報サービス(株)が、収集された宮城県浄化槽情報の

検証を行い、宮城県【浄化槽情報基盤】の導入と【PPP 台帳ソフトウェア】の導

入を行う。 

 スマート浄化槽サービス事業者である(一社)全国浄化槽団体連合会が、IDC 設備

の提供を行う。 
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４．試行的システム導入プロジェクト体制 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮城

県）のプロジェクト体制を示す。 

 

５．試行的システム導入プロジェクトの内容 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮城

県）のプロジェクトの内容を示す。 
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６．試行的システム導入スケジュール 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮城

県）の導入スケジュールを示す 
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７．試行的システム基盤情報導入手順 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮城

県）の試行的システム宮城県基盤情報導入手順を示す。 

 

７－１ 宮城県浄化槽情報基盤構築業務手順 

 システムベンダにて IDC 基盤に宮城県浄化槽情報基盤を構築する。 

 (1)官民協働利用可能な宮城県の浄化槽環境基盤と浄化槽 PPP 台帳基盤を構築 

宮城県浄化槽環境基盤 

宮城県浄化槽 PPP 台帳基盤（公共団体利用） 

仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 名取市 

角田市 多賀城市 岩沼市 登米市 栗原市 東松島市 

大崎市 蔵王町 七ケ宿町 大河原町 村田町 柴田町 

川崎町 丸森町 亘理町 山元町 松島町 七ヶ浜町 

利府町 大和町 大郷町 富谷町 大衡村 色麻町 

加美町 涌谷町 美里町 女川町 南三陸町  

宮城県浄化槽 PPP 台帳基盤（民間団体利用） 

仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 名取市 

角田市 多賀城市 岩沼市 登米市 栗原市 東松島市 

大崎市 蔵王町 七ケ宿町 大河原町 村田町 柴田町 

川崎町 丸森町 亘理町 山元町 松島町 七ヶ浜町 

利府町 大和町 大郷町 富谷町 大衡村 色麻町 

加美町 涌谷町 美里町 女川町 南三陸町  

 

 (2)官民協働利用可能な宮城県浄化槽 PPP 図書基盤(図書保管庫領域）を構築 

宮城県浄化槽 PPP 図書基盤（公共団体利用） 

仙台市   

宮城県浄化槽 PPP 図書基盤（民間団体利用） 
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７－２ 宮城県浄化槽環境基盤導入業務手順 

 宮城県協会で収集した浄化槽環境情報をシステムベンダにて整理検証し環境基盤

様式に整備し宮城県浄化槽環境基盤を導入する。 

浄化槽環境基盤 環境基盤様式 

行政環境情報 
地方公共団体情報 保健所情報 

権限移譲団体情報 公設管理事業団体情報 

業務者環境情報 
指定検査機関情報 工事施工業者情報 

保守点検業者情報 清掃業者情報 

装置環境情報 
メーカ情報 浄化槽装置情報 

(全浄連より提供) 

場所環境情報 
地方公共団体 町丁字情報 郵便番号情報 

（市町村が管理する情報） (全浄連より提供) 

 

７－３ 宮城県浄化槽 PPP 台帳基盤導入業務手順 

 スマート浄化槽浄化槽台帳の情報体系について 

 スマート浄化槽では、各関係機関が保有する情報の信頼性を考慮し、最も信頼性が高

いと考えられる「指定検査機関が保有する検査依頼情報に基づく台帳」を基本情報とし

て【基本 ID】を付与し管理する。「自治体が保有する届出情報に基づく台帳」は届出

情報とし【届出 ID】を付与し管理する。届出情報と基本情報と突合検証し基本情報に

【届出 ID】を設定（番号連携）し管理する。 

この仕組みで管理された浄化槽情報を【浄化槽 PPP 台帳】としている。 



導入計画（宮城）-13 
 

 (1)基本情報の検証 

情報収集した指定検査機関台帳情報を、PPP 台帳基本様式に分解し宮城県環境基盤

情報と突合検証を実施する。なお、今年度実施する浄化槽台帳システムの試行的導入事

業においては、不備情報の修正（入力作業）等は行わない。 

  ※地理空間データについて 

   指定検査機関では、以前から位置情報（座標）の管理を行ってきたが、管理座標

が東日本大震災前に取得した情報であり、震災の影響で座標にずれが生じている。 

スマート浄化槽標準の地理空間データ製品仕様書を整備し、座標情報を現時点の

座標にシステム的に変換する作業を実施で提供する。 

 

 (2)基本情報の導入 

 検証した全ての基本情報に【基本 ID】を付与し宮城県浄化槽 PPP 台帳基盤（民間団

体利用）の地方公共団体 35 団体基盤に導入する。 

基本情報には、【基本 ID】と指定検査機関業務台帳 ID を管理する。 

基本情報が導入される 宮城県浄化槽 PPP 台帳基盤（民間団体利用） 

仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 名取市 

角田市 多賀城市 岩沼市 登米市 栗原市 東松島市 

大崎市 蔵王町 七ケ宿町 大河原町 村田町 柴田町 

川崎町 丸森町 亘理町 山元町 松島町 七ヶ浜町 

利府町 大和町 大郷町 富谷町 大衡村 色麻町 

加美町 涌谷町 美里町 女川町 南三陸町  
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(3)届出情報の検証 

情報収集した仙台市情報を、PPP 台帳基本様式に分解し宮城県基盤環境情報と突合

検証を実施する。なお、今年度実施する浄化槽台帳システムの試行的導入事業において

は、不備情報の修正（入力作業）等は行わない。 

 ※仙台市では、個人情報の提供は現状手続きでは困難である事から設置者、管理者の

氏名等を除き情報を導入。 

 

(4)届出情報の導入 

 検証した全ての届出情報に【届出 ID】を付与し宮城県浄化槽 PPP 台帳基盤（公共団

体利用）の仙台市基盤に導入する。 

届出情報には、【届出 ID】と仙台市台帳 ID と情報収集が可能であれば公設浄化槽 ID

を管理する。 

宮城県浄化槽 PPP 台帳基盤（公共団体利用） 

仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 名取市 

角田市 多賀城市 岩沼市 登米市 栗原市 東松島市 

大崎市 蔵王町 七ケ宿町 大河原町 村田町 柴田町 

川崎町 丸森町 亘理町 山元町 松島町 七ヶ浜町 

利府町 大和町 大郷町 富谷町 大衡村 色麻町 

加美町 涌谷町 美里町 女川町 南三陸町  
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導入

突合 

基盤仙台市基

届出情報が持

報の導入 
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る。 

指定
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宮城県浄化

情報

入計画（宮城

基盤におい

持つ【届出 ID

れば、浄化槽

する。環境基
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化槽 PPP 台

報突合 ID 連携

）-15 
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８．試行的システム PPP 浄化槽台帳ソフトウェア導入手順 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮城

県）の試行的システム宮城県基盤情報に対応した仙台市向けソフトウェア導入手順を示

す。 

 

８－１ 仙台市向けソフトウェア導入業務手順 

 システムベンダにおいて仙台市に試行的システム PPP 浄化槽台帳ソフトウェアの

導入を行う。 

 

(1)PPP 浄化槽台帳ソフトウェアの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)宮城県浄化槽基盤情報導入 

・宮城県浄化槽環境基盤情報を届出台帳管理機能へ導入 

・宮城県浄化槽 PPP 台帳基盤基本情報（仙台市分）を届出台帳管理機能へ導入 

・宮城県浄化槽 PPP 台帳基盤届出情報（仙台市分）を届出台帳管理機能へ導入 

 

 

 

届出管理機能(カスタマイズ可能) 

  PPP 環境基盤管理機能 

PPP 収集情報管理機能 

 PPP 提供情報管理機能 

IDC 連携機能  閲覧機能 

届出情報を指定検査機関へ提供する機能 

指定検査機関の基本情報を収集する機能 

指定検査機関の検査情報を収集する機能 

 

PPP 台帳連動地図機能 

下図（インターネット下図選択） 

PPP 台帳基本情報の閲覧 

(浄化槽台帳地理空間情報データ) 

 

図書保管庫機能 

 デジタル図書の IDC バックアップ 

  試行システム範囲外 
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９．試行的システムの要件 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮城

県）において整理した試行的システムの要件を示す。 

 

９－１ 業務要件 

 試行的導入事業（宮城県）において整理された業務要件を示す。 

(1) スマート浄化槽の前提要件 

 指定検査機関において、自治体から提供された届出情報を確認し、検査依頼台

帳と連携（番号連携）した【浄化槽基本情報】を整備する仕組みを構築。 

 適正な維持管理の早期確立に向けて【宮城県統一台帳基盤】を構築し県内浄化

槽事業関係者が利用できる仕組みを構築。 

 (2)自治体における業務基本要件 

 仙台市担当窓口の浄化槽各種届出情報（個人情報を除く）を指定検査機関へ提

供できる仕組みを構築する。 

 指定検査機関が管理する浄化槽基本情報（位置情報含む）を浄化槽事業関係者

に提供し利用できる仕組みを構築する。（適正な維持管理の早期確立） 

 仙台市公設管理事業において、清掃業者および保守点検業者との業務依頼と業

務結果を現状の紙受け渡しや USB 情報持ち歩きから、【宮城県統一台帳基盤】

と【浄化槽基本情報】を利用した情報連携（提供と収集）を検討する。 

（浄化槽基本情報を維持業者に情報提供し維持台帳を整備） 

 浄化槽基盤情報を災害時に活用する仕組みを検討する。 

 

 (3)業務機能要件 

 利用者を浄化槽事業関係者に限定するため、（業務者）台帳を整備し、台帳に

登録されている浄化槽事業関係者に対してサービス利用の事業関係者 ID を発

行する。利用者は、事業関係者 ID の管理とサービスを利用する人（アカウン

トとパスワード）の管理機能を提供する。サービス利用者は、事業関係者 ID

とアカウント ID とパスワードにてログインする。各サービスは、利用者ログ

インから利用者の機能利用履歴(ログ)を収集する。 

 指定検査機関の整備する浄化槽基本情報の管理は指定検査機関が行うこと。 

 指定検査機関の整備する基本情報において設置場所から GIS 座標を求める機

能にて、世界測地系および日本測地系に対応した緯度経度を取得できること。 

 利用者が保存したデータを閲覧できる台帳閲覧機能を設ける。 

 台帳機能には必要な情報を CSV 形式でダウンロードできる機能を設ける。 
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(4)業務フロー要件 

試行的導入事業においては、試行的システムのデモンストレーションによるシステム

検証を行うため、実際の業務フローに試行的システムが組み込まれることはないが、本

格導入・運用における課題を抽出・整理するため、以下に本格導入・運用を想定した業

務フロー要件を示す。 

 

■ 各市町村においてスマート浄化槽を導入した場合の業務フロー  

 (公社)宮城県生活環境事業協会と指定検査機関において、宮城県浄化槽情報基盤が構築されている為、 

宮城県内各市町村は、初期導入業務と台帳整備業務でシステム運用が可能である。   

初期導入業務 

市町村基盤 

導入業務 

市町村基盤へ届出情報 

を検証し導入 

届出情報と基本情報を突合

検証し基本情報を導入 

宮城県浄化槽 PPP 台帳基盤（市町村基盤） 

（公共団体利用）（民間団体利用） 

整備保管サービス 

調達業務 

PPP 浄化槽台帳 

ソフトウェア 

届出台帳管理機能 

PPP 台帳連動地図機能 

図書保管庫機能 

IDC 連携機能で届出情報提供と基本情報収集を利用 

※届出情報(個人情報含む)の取り扱いは各市町村で検討 

➡ 初期導入後に届出台帳の不備情報を整備   

台帳整備業務 

各市町村 PPP 浄化槽台帳ソフトウェアで基本情報を閲覧し、 

届出台帳の不備情報の整備が可能 

※台帳整備（入力代行等）費用は各市町村で負担 整備保管サービス 

➡ 届出台帳整備後にシステム運用 

届出業務運用 

各市町村 
PPP 浄化槽台帳ソフトウェアで届出情報を整備し、 

指定検査機関へ情報提供を実施 
整備保管サービス 

 指導業務運用 

各市町村 
PPP 浄化槽台帳ソフトウェアにて指定検査機関より基本

情報を収集して指導業務を実施 
整備保管サービス 

➡ システム運用後の拡張 

  維持業者と情報連携を検討する場合は、業務利用サービスに切り替えて対応 
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■ 仙台市公設事業者においてスマート浄化槽を導入した場合の業務フロー  

(公社)宮城県生活環境事業協会と指定検査機関において、宮城県浄化槽情報基盤が構築されている為、 

仙台市公設事業者は、初期導入業務でシステム運用が可能である。 

初期導入業務 

管理者基盤 

導入業務 

仙台市基盤へ管理者情報を

検証し導入 

管理者情報と基本情報を突

合検証し基本情報を導入 

宮城県浄化槽 PPP 台帳基盤（仙台市基盤） 

（公共団体利用）（民間団体利用） 

業務利用サービス 

調達業務 

PPP 浄化槽台帳 

ソフトウェア 

管理者台帳管理機能 

PPP 台帳連動地図機能 

図書保管庫機能 

IDC 連携機能で管理者情報提供と基本情報収集を利用 

※管理者情報(個人情報含む)の取り扱いは仙台市で検討 

※維持業者間との情報連携運用は公設事業者で検討  

   

➡ 維持業者間との情報連携運用検討後にシステム運用 

清掃業者 

変更業務 

外部委託者 
PPP 浄化槽台帳ソフトウェアで基本情報の 

清掃業務者情報を整備し提供 
業務利用サービス 

清掃業務 

履行確認 

外部委託者 
PPP 浄化槽台帳ソフトウェアで清掃業務結果情報を 

収集し履行確認業務に利用 
業務利用サービス 

 

保守点検業者 

変更業務 

外部委託者 
PPP 浄化槽台帳ソフトウェアで基本情報の 

保守点検業務者情報を整備 
業務利用サービス 

保守点検業務 

履行確認 

外部委託者 
PPP 浄化槽台帳ソフトウェアで保守点検業務情報を 

収集し履行確認業務に利用 
業務利用サービス 
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■ 仙台市公設事業者の維持業者においてスマート浄化槽を導入した場合の業務フロー  

(公社)宮城県生活環境事業協会と指定検査機関において、宮城県浄化槽情報基盤が構築されている為、 

仙台市公設事業者の維持業務者は、初期導入業務でシステム運用が可能である。 

 

初期導入業務 

維持業務者基盤 

導入業務 

維持業務者基盤を導入 
業務者情報と基本情報を突

合検証し基本情報を導入 

宮城県浄化槽 PPP 台帳基盤（仙台市基盤） 

（民間団体利用） 

業務利用サービス 

調達業務 

PPP 浄化槽台帳 

ソフトウェア 

維持業務台帳管理機能 

PPP 台帳連動地図機能 

図書保管庫機能 

IDC 連携機能で基本情報収集を利用（維持業務者分） 

※維持業者間との情報連携運用は公設事業者と検討  

   

➡ 仙台市公設事業者間との情報連携運用検討後にシステム運用 

清掃業務 

結果報告 

清掃担当者 
PPP 浄化槽台帳ソフトウェアで清掃業務情報を 

仙台市公設事業者へ提供 
業務利用サービス 

保守点検業務 

業務結果 

保守点検担当者 
PPP 浄化槽台帳ソフトウェアで保守点検業務情報を 

仙台市公設事業者へ提供 
業務利用サービス 
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 (5)画面要件 

 セキュリティ強化のため、サービス利用者は、組織 ID とユーザ名とパスワー

ドにてログインする。 

＜ログイン画面例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 利用者が利用する業務画面は、カスタマイズできるものとする。 

 

＜業務画面例（自治体 届出台帳）＞ 
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 利用者が利用する基本情報画面 

＜PPP 浄化槽台帳基本画面例＞ 

 

 利用者が利用する GIS 画面 

＜PPP 浄化槽 GIS 画面例＞ 

 



 



 

 利用者が

＜メーカ装

＜業務者

が利用する

装置検索画

者検索画面例

導入

情報提供サ

面例＞ 

例＞ 

入計画（宮城

サービス画面

）-23 

面 
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(6)データ管理要件 

 電子図書できる電子図書データ様式は PDF 形式、TIFF 形式とする。 

 入力された項目はデータベースで管理する。 

 浄化槽設置場所の位置情報は、世界測地系、日本測地系に対応したものとする。 

 

(7)出力帳票要件 

 ダウンロード様式は、CSV 形式を標準とする。 
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９－２ 技術要件 

 試行的導入事業（宮城県）において整理された技術要件を示す。 

 

(1)IT インフラ要件 

 浄化槽業務者が情報連携（提供と収集）可能な IDC(浄化槽情報基盤) 

 

(2)システム能力要件 

 平日 8:00～18:00 の稼働を想定しており、システム点検等は日曜・祝日に実

施する。 

 データ活用のため、レスポンスは５秒以内が望ましいが、利用者の利用環境（ネ

ットワーク回線等）においては、対応できない場合もある。 

 利用するユーザ数の上限は、浄化槽事業関係者数と考えており、同時利用数は、

100 ユーザを想定している。 

 位置情報は、GIS 表示できるものとする。地図下図は国土地理院地図（無償）

を利用する。 

 

(3)障害対策要件 

 IDC の障害対応（ハードウェア障害、停電、コンピュータ・ウィルス対応等）、

地震災害、ネットワーク障害など広域災害などに対する対応はサービス範囲内

で行われるものを基本とする。 

 国内データセンター間でのバックアップ等稼働復旧サービスを実施する場合

は、別途対応が必要となる。 

 スマート浄化槽サービスにおける設備等の業務分類範囲は以下の通りとする。 
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９－３ 運用体制 

 試行的導入事業（宮城県）において整理された運用体制を示す。 

 

(1)運用保守サービス 

 IaaS インフラ維持管理 IDC において全浄連のシステム関連会社が IaaS イン

フラの定期的な監視を行う。 

 利用者維持管理 

宮城県生活環境事業協会にて、利用者(アクタ)の登録管理を行う。 

 PPP 浄化槽台帳ソフトウェア 

システムベンダにおいて導入 PPP 浄化槽台帳ソフトウェアの運用保守を行う。 

 

(2)情報整備サービス 

 型式別仕様情報(情報提供サービス)の整備と提供者維持管理 

全浄連にて各浄化槽メーカより装置情報（型式、人槽別仕様情報）を収集し浄

化槽環境基盤情報として提供する。 

 業務者情報(情報提供サービス)の整備と提供 

宮城県生活環境事業協会にて、宮城県業務者情報を収集し宮城県浄化槽環境基

盤情報として提供する。 

 



 

 



 

 

 

 

 

浄化槽台帳システムの試行的導入計画 

【宮崎県】 
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１．スマート浄化槽について 

 

１－１ スマート浄化槽の特徴 

スマート浄化槽は浄化槽事業に特化した【浄化槽情報基盤】を IDC（インターネット

データセンター）に設け、各業態台帳機能と IDC 連携機能を持つ【PPP 台帳ソフトウ

ェア】を利用者に提供し、官民協働で【統一浄化槽台帳】の整備と業務活用を目的とし

たシステム（スタンドアローン型＋IDC）をサービス利用形態で提供している。 

【浄化槽情報基盤】は都道府県単位で分割されており、各都道府県の【浄化槽情報基

盤】は浄化槽環境基盤と浄化槽 PPP 台帳基盤（公共団体領域と民間団体領域）から構

成される。この領域間の情報連携（提供と収集）を【PPP 台帳ソフトウェア】が持つ

IDC 連携機能で可能としている。 

【PPP 台帳ソフトウェア】は、①カスタマイズ可能な台帳機能、②GIS 機能、③図

書保管庫機能、④IDC 連携機能を持ち、サービス利用契約で提供される。利用者は、シ

ステム構築予算を確保する必要がない。 

利用サービスは、指定検査機関と情報連携した台帳整備を目的とした「整備保管」サ

ービスと、維持管理業者と情報連携した維持台帳整備を目的とした「業務利用」サービ

スの選択ができる。 

初期導入時には、利用者が持つ台帳情報を整理検証し【浄化槽情報基盤】に導入する

費用と、【PPP 台帳ソフトウェア】の台帳管理機能にカスタマイズを必要とする場合

のカスタマイズ費用が発生する。その他、GIS 利用に必要な浄化槽設置場所の座標取得

（有償ジオコード変換）費用と IDC 連携に使用するインターネット回線や【PPP 台帳

ソフトウェア】を導入するパソコンの設備に係る費用は利用者負担となる。 

 

１－２ スマート浄化槽の浄化槽 PPP 台帳 

 IDC に官民協働利用可能な【浄化槽情報基盤】を持ち、浄化槽関係者が【PPP 台帳

ソフトウェア】にて各業務台帳を管理し【浄化槽情報基盤】から必要情報を収集し業務

情報を提供することで持続的に浄化槽台帳が整備される。 

 指定検査機関の持つ検査依頼台帳と自治体が持つ届出台帳、工事施工業の工事台帳

（帳簿）、維持管理業者が持つ台帳の情報を関連付けし、【浄化槽台帳基本情報】とし

て【浄化槽情報基盤】に導入する事をシステム導入時初期業務としている。自治体にお

いてはシステム導入時初期業務結果が民間情報を活用した浄化槽台帳の実態整理とな

る。 

【浄化槽 PPP 台帳】は官民の持つ情報が連携された浄化槽台帳であり、【浄化槽台

帳基本情報】の情報管理を各県の指定検査機関が行うことで、官運用の浄化槽台帳シス

テムから官民協働運用の浄化槽台帳システムへ転換されることとなる。 
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１－３  スマート浄化槽システム概要とサービスについて 

(1)システム概要 

 

 

 

 

(2) サービス 
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(3)サービス利用の仕組み 

 

 

 

(4)サービスの範囲 

■ インターネットデータセンター（IDC）の利用 

① 都道府県の浄化槽情報基盤の利用 

② 型式別仕様情報等の情報提供 

■ PPP 台帳ソフトウェアの利用 

① 台帳機能（データベース搭載） 

② GIS 機能（下図は利用者が調達） 

③ 図書保管庫機能（電子図書データの管理とバックアップ） 

④ IDC 連携機能（データ提供・収集・閲覧） 

■ サービス利用 

① 整備保管サービス：指定検査機関と情報連携のみ 

② 業務利用サービス：維持業者との連携可能 

※閲覧モードの場合、PPP 台帳ソフトウェア④の機能のみ利用可能 
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(5)初期導入時（利用者費用負担）の範囲 

利用者台帳の検証と【浄化槽情報基盤】導入業務 

■ 県との要求整理 

・システム要求の整理 

・環境基盤情報の収集 

・利用者台帳の収集 

■ 浄化槽環境基盤導入業務 

・浄化槽環境基盤情報の検証 

・浄化槽環境基盤の導入 

■ 浄化槽 PPP 台帳基盤導入業務 

・利用者台帳情報の検証  

・浄化槽 PPP 台帳基盤の導入 

 

【PPP 台帳ソフトウェア】導入とカスタマイズ 

■ PPP 台帳ソフトウェアの導入 

・利用者台帳情報の PPP 台帳ソフトウェアへの導入 

・利用者機能のカスタマイズ 

■ PPP 台帳ソフトウェア導入設備の調達 

・Windows パソコン機器（仕様は別途お問合せ） 

・インターネット回線とその回線利用料 
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２．試行的システム導入対象領域 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮崎

県）では、宮崎県にて要求整理を実施し、宮崎県浄化槽の【浄化槽情報基盤】と【PPP

台帳ソフトウェア】を試行的システムとして導入する。 

なお、試行的システムにおいてスマート浄化槽宮崎県指定検査機関側ソフトウェアは

稼働している前提とする。 

 

◆各機関に提供するサービス内容 

 宮崎県向け【PPP 台帳ソフトウェア】 

届出管理機能（届出情報と PPP 情報基盤を管理する為のデータベース） 

GIＳ機能   (基本情報にある浄化槽位置情報を表示) 

IDC 連携機能 (指定検査機関データ管理の IDC を利用した機能) 

IDC 連携   届出情報を指定検査機関へ提供する機能 

IDC 連携   指定検査機関の基本情報を収集する機能 

IDC 連携   指定検査機関の検査情報を収集する機能 

IDC 閲覧機能  PPP 台帳閲覧「整備保管サービス」 

 

 保健所、各市町村向け【PPP 台帳ソフトウェア】 

IDC 連携機能  PPP 台帳閲覧「整備保管サービス」 

 

◆収集する台帳情報 

 宮崎県が持つ浄化槽台帳情報（宮崎県全域分） 

 

◆導入ソフトウェア 

 宮崎県向け PPP 浄化槽台帳ソフトウェア      １式 

…届出台帳管理機能（宮崎県台帳） 

 

 保健所・各市町村向け PPP 浄化槽台帳ソフトウェア １式 

  …IDC 連携機能（データ閲覧） 
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３．試行的システムのシステム構成 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮崎

県）のシステム構成を示す。 

 

３－１ 宮崎県浄化槽情報基盤の概要       

浄化槽環境基盤 

浄化槽 PPP 台帳基盤 

公共団体利用台帳基盤（市町村 26 団体分） 

民間団体利用台帳基盤（市町村 26 団体分） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試行的 

システム範囲 
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３－２ PPP 台帳ソフトウェアとサービス 

 宮崎県向け PPP 浄化槽台帳ソフトウェア   

 

  

db 

届出管理機能(カスタマイズ可能) 

  PPP 環境基盤管理機能 

PPP 収集情報管理機能 

 PPP 提供情報管理機能 

gis 

PPP 台帳連動地図機能 

下図（インターネット下図選択） 

PPP 台帳基本情報の閲覧 

 

  

整備保管サービス 

IDC 閲覧範囲 

 

cloud 

IDC 連携機能  閲覧機能 

届出情報を指定検査機関へ提供する機能 

指定検査機関の基本情報を収集する機能 

指定検査機関の検査情報を収集する機能 

 

report 

図書保管庫機能 

 デジタル図書の IDC バックアップ 

 試行的システム範囲外  

 

 保健所・各市町村 PPP 浄化槽台帳ソフトウェア   

 

整備保管サービス 

  （閲覧機能） 
cloud 

IDC 連携機能  閲覧機能 

県台帳の閲覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I

提

 

 

３－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ IDC 概

IaaS 基盤を

提供を実現

４ 導入・

(公財)日本

課題を整理

スマート浄
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システムベ
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理と収集を行
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ける役割分担
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安定したサー

県浄化槽事

、宮崎県浄

 

県浄化槽情

フトウェア】

会が、IDC

タセンタ） 

ービス

事業の

浄化槽

情報の

の導

設備



導入計画（宮崎）-9 
 

４．試行的システム導入プロジェクト体制 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮崎

県）のプロジェクト体制を示す。 

 

 

５．試行的システム導入プロジェクトの内容 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮崎

県）のプロジェクトの内容を示す。 
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６．試行的システム導入スケジュール 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮崎

県）の導入スケジュールを示す 
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７．試行的システム基盤情報導入手順 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮崎

県）の試行的システム宮崎県基盤情報導入手順を示す。 

 

７－１ 宮崎県浄化槽情報基盤構築業務手順 

 システムベンダにて IDC 基盤に宮崎県浄化槽情報基盤を構築する。 

 (1)官民協働利用可能な宮崎県の浄化槽環境基盤と浄化槽 PPP 台帳基盤を構築 

宮崎県浄化槽環境基盤 

宮崎県浄化槽 PPP 台帳基盤（公共団体利用） 

宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 

串間市 西都市 えびの市 三股町 高原町 国富町 

綾町 高鍋町 新富町 西米良村 木城町 川南町 

都農町 門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町 高千穂町 

日之影町 五ヶ瀬町     

      

宮崎県浄化槽 PPP 台帳基盤（民間団体利用） 

宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 

串間市 西都市 えびの市 三股町 高原町 国富町 

綾町 高鍋町 新富町 西米良村 木城町 川南町 

都農町 門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町 高千穂町 

日之影町 五ヶ瀬町     

      

 

 (2)官民協働利用可能な宮崎県浄化槽 PPP 図書基盤を構築 

宮崎県浄化槽 PPP 図書基盤（公共団体利用） 

   

宮崎県浄化槽 PPP 図書基盤（民間団体利用） 
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７－２ 宮崎県浄化槽環境基盤導入業務手順 

 宮崎県浄化槽協会で収集した浄化槽環境情報をシステムベンダにて整理検証し環

境基盤様式に整備し宮崎県浄化槽環境基盤を導入する。 

浄化槽環境基盤 環境基盤様式 

行政環境情報 
地方公共団体情報 保健所情報 

権限移譲団体情報 公設管理事業団体情報 

業務者環境情報 
指定検査機関情報 工事施工業者情報 

保守点検業者情報 清掃業者情報 

装置環境情報 
メーカ情報 浄化槽装置情報 

(全浄連より提供) 

場所環境情報 
地方公共団体 町丁字情報 郵便番号情報 

（市町村が管理する情報） (全浄連より提供) 

 

７－３ 宮崎県浄化槽 PPP 台帳基盤導入業務手順 

 スマート浄化槽浄化槽台帳の情報体系について 

 スマート浄化槽では、各関係機関が保有する情報の信頼性を考慮し、最も信頼性が高

いと考えられる「指定検査機関が保有する検査依頼情報に基づく台帳」を基本情報とし

て【基本 ID】を付与し管理する。「自治体が保有する届出情報に基づく台帳」は届出

情報とし【届出 ID】を付与し管理する。届出情報と基本情報と突合検証し基本情報に

【届出 ID】を設定（番号連携）し管理する。 

この仕組みで管理された浄化槽情報を【浄化槽 PPP 台帳】としている。 
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(1)基本情報の検証 

情報収集した宮崎県台帳情報から指定検査機関が保有する基本情報項目を抽出し、

PPP 台帳基本様式に分解し環境基盤情報と突合検証を実施する。今年度実施する浄化

槽台帳システムの試行的導入事業においては、不備情報の修正訂正等は行わない。 

   

※地理空間データについて 

  宮崎県台帳では位置情報（座標）を管理していない。スマート浄化槽標準の地理空

間データ製品仕様書を整備し、基盤環境情報と照合した設置情報を精度位置情報の

有効性を検証のため試行的に一部地域をジオコード変換する。 

 

(2)基本情報の導入 

 検証した全ての基本情報に【基本 ID】を付与し宮崎県浄化槽 PPP 台帳基盤（民間団

体利用）の地方公共団体 26 団体基盤に導入する。 

基本情報には、【基本 ID】と指定検査機関業務台帳 ID を管理する 

 

基本情報が導入される 宮崎県浄化槽 PPP 台帳基盤（民間団体利用） 

宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 

串間市 西都市 えびの市 三股町 高原町 国富町 

綾町 高鍋町 新富町 西米良村 木城町 川南町 

都農町 門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町 高千穂町 

日之影町 五ヶ瀬町     
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(3)届出情報の検証 

情報収集した宮崎県台帳情報から届出情報を抽出し、PPP 台帳基本様式に分解し宮

崎県基盤環境情報と突合検証を実施する。今年度実施する浄化槽台帳システムの試行的

導入事業においては、不備情報の修正訂正等は行わない。 

 

(4)届出情報の導入 

 検証した全ての届出情報に【届出 ID】を付与し宮崎県浄化槽 PPP 台帳基盤（公共団

体利用）の市町村に導入する。 

届出情報には、【届出 ID】と宮崎県台帳 ID を管理する。 

 

宮崎県浄化槽 PPP 台帳基盤（公共団体利用） 

宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 

串間市 西都市 えびの市 三股町 高原町 国富町 

綾町 高鍋町 新富町 西米良村 木城町 川南町 

都農町 門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町 高千穂町 

日之影町 五ヶ瀬町     
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８．試行的システム PPP 浄化槽台帳ソフトウェア導入手順 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮崎

県）の試行的システム宮崎県基盤情報に対応した宮崎県ソフトウェア導入手順を示す。 

 

８－1 宮崎県向けソフトウェア導入業務手順 

 システムベンダにおいて宮崎県に試行的システム PPP 浄化槽台帳ソフトウェアの

導入を行う。 

 

(1)PPP 浄化槽台帳ソフトウェアの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)宮崎県浄化槽基盤情報導入 

・宮崎県浄化槽環境基盤情報を届出台帳管理機能へ導入 

・宮崎県浄化槽 PPP 台帳基盤基本情報(26 団体分)を宮崎県台帳管理機能へ導入 

・宮崎県浄化槽 PPP 台帳基盤届出情報(26 団体分)を宮崎県台帳管理機能へ導入 

 

 

 

 

届出管理機能(カスタマイズ可能) 

  PPP 環境基盤管理機能 

PPP 収集情報管理機能 

 PPP 提供情報管理機能 

 

IDC 連携機能  閲覧機能 

届出情報を指定検査機関へ提供する機能 

指定検査機関の基本情報を収集する機能 

指定検査機関の検査情報を収集する機能 

 

PPP 台帳連動地図機能 

下図（インターネット下図選択） 

PPP 台帳基本情報の閲覧 

(浄化槽台帳地理空間情報データ) 

 

図書保管庫機能 

 デジタル図書の IDC バックアップ 

  試行システム範囲外 
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９．試行的システムの要件 

平成２７年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）における試行的導入事業（宮崎

県）において整理した試行的システムの要件を示す。 

 

９－１ 業務要件 

 試行的導入事業（宮崎県）において整理された業務要件を示す。 

(1) スマート浄化槽の前提要件 

 指定検査機関において、自治体から提供された届出情報を確認し、検査依頼台

帳と連携（番号連携）した【浄化槽基本情報】を整備する仕組みを構築。 

 適正な維持管理の早期確立に向けて【宮崎県統一台帳基盤】を構築し県内浄化

槽事業関係者が利用できる仕組みを構築。 

 

(2)自治体における業務基本要件 

 宮崎県整備分の浄化槽各種届出情報（個人情報を含む）を指定検査機関へ提供

できる仕組みを構築する。 

 保健所、権限移譲されていない自治体向けに台帳閲覧の仕組みを構築する。 

 浄化槽事業関係者が必要とする情報提供および情報取集が出来る仕組みを構

築を検討する。 

 浄化槽基盤情報を災害時に活用する仕組みを検討する。 

 

 (3)業務機能要件 

 利用者を浄化槽事業関係者に限定するため、（業務者）台帳を整備し、台帳に

登録されている浄化槽事業関係者に対してサービス利用の事業関係者 ID を発

行する。利用者は、事業関係者 ID の管理とサービスを利用する人（アカウン

トとパスワード）の管理機能を提供する。サービス利用者は、事業関係者 ID

とアカウント ID とパスワードにてログインする。各サービスは、利用者ログ

インから利用者の機能利用履歴(ログ)を収集する。 

 指定検査機関の整備する浄化槽基本情報の管理は指定検査機関が行うこと。 

 指定検査機関の整備する基本情報において GIS 座標を管理していること。 

 利用者が保存したデータを閲覧できる台帳閲覧機能を設ける。 

 台帳機能には必要な情報を CSV 形式でダウンロードできる機能を設ける。 
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(4)業務フロー要件 

試行的導入事業においては、試行的システムのデモンストレーションによるシステム

検証を行うため、実際の業務フローに試行的システムが組み込まれることはないが、本

格導入・運用における課題を抽出・整理するため、以下に本格導入・運用を想定した業

務フロー要件を示す。 

■ 宮崎県においてスマート浄化槽を導入した場合の業務フロー  

 (一社)宮崎県浄化槽協会と指定検査機関において、宮崎県浄化槽情報基盤が構築されている為、 

宮崎県は初期導入業務と台帳整備業務でシステム運用が可能である。   

初期導入業務 

宮崎県基盤 

導入業務 

市町村基盤へ届出情報を 

検証し導入 

届出情報と基本情報を突合

検証し基本情報を導入 

宮崎県浄化槽 PPP 台帳基盤（市町村基盤） 

（公共団体利用）（民間団体利用） 

整備保管サービス 

調達業務 

PPP 浄化槽台帳 

ソフトウェア 

届出台帳管理機能 

PPP 台帳連動地図機能 

図書保管庫機能 

IDC 連携機能で届出情報提供と基本情報収集を利用 

※IDC 利用は宮崎県で検討 

➡ 初期導入後に届出台帳および基本情報の不備情報を整備   

台帳整備業務 

宮崎県基盤 PPP 浄化槽台帳ソフトウェアで基本情報を閲覧し、 

届出台帳の不備情報の整備が可能 

※台帳整備（入力代行等）費用は宮崎県で負担 整備保管サービス 

※ 清掃実績情報の収集方法を検討し、台帳整備業務で情報収集を行い基本情報の精度をあげる事も可能 

➡ 届出台帳整備後にシステム運用 

届出業務運用 

宮崎県基盤 
PPP 浄化槽台帳ソフトウェアで届出情報を整備し、 

指定検査機関へ情報提供を実施 

各保健所へ PPP 浄化槽台帳ソフトウェアの 

閲覧サービスを導入して運用 
整備保管サービス 

※ 清掃実績情報の収集結果を閲覧する場合は、業務利用サービスを導入する 
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■ 宮崎県 26 市町村  

 ➡ 届出台帳整備後にシステム運用 

届出業務運用 

宮崎県基盤 各市町村へ PPP 浄化槽台帳ソフトウェアの 

閲覧サービスを導入して運用 

地図閲覧も希望 整備保管サービス 

※ 清掃実績情報の収集結果を閲覧する場合は、業務利用サービスを導入する 

 

 (5)画面要件 

 セキュリティ強化のため、サービス利用者は、組織 ID とユーザ名とパスワー

ドにてログインする。 

＜ログイン画面例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 利用者が利用する業務画面は、カスタマイズできるものとする。 

＜業務画面例（自治体 届出台帳）＞ 
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 利用者が利用する基本情報画面：指定検査機関が維持管理する情報 

＜PPP 浄化槽台帳基本画面例＞ 

 

 利用者が利用する GIS 画面 

＜PPP 浄化槽 GIS 画面例＞ 

 

 

 



 



 

 

 

 利用者が

＜メーカ装

＜業務者検

が利用する

装置検索画

検索画面例

導入

情報提供サ

面例＞ 

＞ 

入計画（宮崎

サービス画面

）-21 

面 
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 (6)データ管理要件 

 電子図書できる電子図書データ様式は PDF 形式、TIFF 形式とする。 

 入力された項目はデータベースで管理する。 

 浄化槽設置場所の位置情報は、世界測地系、日本測地系に対応したものとする。 

 

(7)出力帳票要件 

 ダウンロード様式は、CSV 形式を標準とする。 
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９－２ 技術要件 

 試行的導入事業（宮崎県）において整理された技術要件を示す。 

 

(1)IT インフラ要件 

 浄化槽業務者が情報連携（提供と収集）可能な IDC(浄化槽情報基盤) 

 

(2)システム能力要件 

 平日 8:00～18:00 の稼働を想定しており、システム点検等は日曜・祝日に実

施する。 

 データ活用のため、レスポンスは５秒以内が望ましいが、利用者の利用環境（ネ

ットワーク回線等）においては、対応できない場合もある。 

 利用するユーザ数の上限は、浄化槽事業関係者数と考えており、同時利用数は、

100 ユーザを想定している。 

 位置情報は、GIS 表示できるものとする。地図下図は国土地理院地図（無償）

を利用する。 

 

(3)障害対策要件 

 IDC の障害対応（ハードウェア障害、停電、コンピュータ・ウィルス対応等）、

地震災害、ネットワーク障害など広域災害などに対する対応はサービス範囲内

で行われるものを基本とする。 

 国内データセンター間でのバックアップ等稼働復旧サービスを実施する場合

は、別途対応が必要となる。 

 スマート浄化槽サービスにおける設備等の業務分類範囲は以下の通りとする。 
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９－３ 運用体制 

 試行的導入事業（宮崎県）において整理された運用体制を示す。 

 

(1)運用保守サービス 

 IaaS インフラ維持管理 IDC において全浄連のシステム関連会社が IaaS イン

フラの定期的な監視を行う。 

 利用者維持管理 

宮崎県浄化槽協会にて、利用者(アクタ)の登録管理を行う。 

 PPP 浄化槽台帳ソフトウェア 

システムベンダにおいて導入 PPP 浄化槽台帳ソフトウェア運用保守を行う。 

 

(2)情報整備サービス 

 型式別仕様情報(情報提供サービス)の整備と提供者維持管理 

全浄連にて各浄化槽メーカより装置情報（型式、人槽別仕様情報）を収集し浄

化槽環境基盤情報として提供する。 

 業務者情報(情報提供サービス)の整備と提供 

宮崎県浄化槽協会にて、宮崎県業務者情報を収集し宮崎県浄化槽環境基盤情報

として提供する。 
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（２）試行的導入事業の内容 

 （１）に示した課題の解決を図るため、試行的導入事業において以下の事項を実施した。 

 仙台市と指定検査機関、維持管理業者の保有情報を連携する仕組みの構築（IDC への

浄化槽情報基盤の構築、仙台市向け PPP 台帳ソフトウェアの導入。）。 

 仙台市台帳と検査台帳に登載されている情報のひもづけおよびシステムへのデータ

導入。 

 届出書類を電子ファイル（PDF 形式）で保管する仕組みの構築。 

 

（３）試行的システムの機能および収集・導入した台帳情報 

 試行的導入事業で導入した仙台市向け PPP 台帳ソフトウェアの機能および収集・導入し

た台帳情報は以下に示すとおりである。 

 

●仙台市向け PPP 台帳ソフトウェアの機能 

 届出管理機能（届出情報と PPP 台帳情報を管理するためのデータベース） 

⇒①届出情報の追加・更新、②検査情報、浄化槽仕様情報、業者情報の検索・閲覧、

③集計 

 デジタル図書保管機能 

 GIＳ機能（基本情報にある浄化槽位置情報を表示） 

 IDC 連携機能（IDC の公共機関向け基盤に対する情報の提供および当該基盤からの情

報の収集） 

 IDC 閲覧機能（PPP 台帳の閲覧） 

 

●収集・導入した台帳情報 

 指定検査機関が持つ検査台帳情報（宮城県全域分） 

 仙台市の届出台帳情報 

 

（４）セキュリティ対策 

浄化槽基盤情報の漏えい対策として、VMware と UTM アプライアンス（FortiGate）を組

み合わせた IaaS（Infrastructure as a Service）を利用した。 

 

＜FortiGate の機能＞ 

 ・ アンチスパム：不審なメールに対して注意喚起を実施。 

 ・ アンチウイルス：未知のマルウェアへの対策。（サンドボックスで対応） 

 ・ IPS・IDS：脆弱性攻撃などへの対策を行う。 

 ・ アプリケーション制御：未知のアプリケーションや、危険なアプリケーションなどを

制御し、マルウェアの侵入リスクを軽減する。 
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 届出書類を電子ファイル（PDF 形式）で保管する仕組みの構築。 

 

（３）試行的システムの機能および収集・導入した台帳情報 

 試行的導入事業で導入した宮崎県向け PPP 台帳ソフトウェアの機能および収集・導入し

た台帳情報は以下に示すとおりである。 

 

●宮崎県向け PPP 台帳ソフトウェアの機能 

 届出管理機能（届出情報と PPP 台帳情報を管理するためのデータベース） 

⇒①届出情報の追加・更新、②検査情報、浄化槽仕様情報、業者情報の検索・閲覧、

③集計 

 デジタル図書保管機能 

 GIＳ機能（基本情報にある浄化槽位置情報を表示） 

 IDC 連携機能（IDC の公共機関向け基盤に対する情報の提供および当該基盤からの情

報の収集） 

 IDC 閲覧機能（PPP 台帳の閲覧） 

 

●保健所・各市町村向け PPP 浄化槽台帳ソフトウェアの機能 

 IDC 連携機能（IDC の公共機関向け基盤からの情報の収集） 

 IDC 閲覧機能（PPP 台帳の閲覧） 

 

●収集・導入した台帳情報 

 宮崎県が持つ浄化槽台帳情報（宮崎県全域分） 

 

（４）セキュリティ対策 

仙台市における試行的導入事業と同様（p.4-2～4-3 参照）。 

 

４.４ 試行的導入事業（宮崎県版）の成果 

試行的導入事業の主な成果は以下の 4 点である。 

① アドレスマッチング手法による緯度経度情報の取得（GIS の導入）。 

② 県（保健所）、市町村、指定検査機関が連携して浄化槽台帳システムを運用する仕組

みの構築。 

③ 県に対する浄化槽台帳（届出）ソフトウェアの導入。 

④ 保健所・各市町村向け PPP 浄化槽台帳ソフトウェアの導入 

①および②の詳細を「（１）初期導入業務」に、③の詳細を「（２）浄化槽台帳（届出）

ソフトウェアの機能」に、④の詳細を「（３）閲覧モードによる IDC 基盤情報の閲覧（指導

権限を有さない市町村等）」にそれぞれ示す。 
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（１）初期導入業務 

初期導入業務のフローは以下のとおりである。 

 

①浄化槽環境情報の検証導入 

収集した環境情報（行政情報・業者情報・場所情報）のデータ検証を実施し、宮崎

県 IDC 基盤（浄化槽台帳基盤）の環境情報データベースに導入。 

 

②検査台帳情報の検証導入 

収集した宮崎県台帳情報より検査台帳情報を抽出。 

データ検証（環境情報との突合・緯度経度情報※の検証）を実施し宮崎県 IDC（イン

ターネットデータセンター）基盤の基盤情報市町村単位データベース（基本情報）に

導入。 

 ※一部地域の設置場所情報を用いて、アドレスマッチング手法で緯度経度を取得。 

 

③届出情報の検証導入 

収集した宮崎県台帳情報より届出情報を抽出。 

一部市町村のデータ検証（環境情報との突合）を実施し、宮崎県 IDC 基盤の基盤情

報市町村単位データベース（届出情報）に導入。 

 

④浄化槽台帳（届出）ソフトウェアのデータベースへの導入 

宮崎県 IDC 基盤に導入した情報を、浄化槽台帳（届出）ソフトウェア（宮崎県環境

森林部環境管理課に導入したソフトウェア）が持つデータベースに導入。 

 

  



 

＜ア

 

①

所

 

②

グ

 

③

情

B

 

④

に

 

 

 

 

ラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドレスマッ

①設置場所情報

民間ジオコ

所）から緯度

②リバースジ

①で取得

グサービス

③緯度経度情報

はじめに使

情報の精度を

B ランクとし

④街区レベル位

③で精度の

によるアドレ

ンク（アドレ

ランク 

A きわ

B 高い

C 街区

D マッ

ッチング（ジ

報のジオコー

コーディング

度経度情報を

オコーディン

した緯度経度

API）を行い

報の精度確認

使用した設置

を確認。（精度

し、その他の

位置参照 

の低かった情

レスマッチン

レスマッチン

精度 

わめて高い 

い 

区レベル 

ッチング不可

ジオコード変

ード変換 

グサービス A

を取得。 

ング 

度情報を用い

い、住所情報

認 

置場所情報と

度のきわめて

の情報を抽出

情報を用いて

ングを行い、

ング不可）に

可 

4-18 

換）の手順

API によるア

いてリバース

報を取得。

と②で取得し

て高い緯度経

出。） 

て、国土交通

C ランク

に分類。 

C ラ

＞ 

アドレスマッ

スジオコード

した住所情報

経度情報を A

通省国土政策

（街区が特定

ランクの 

緯度経度 

図 4-6 C ラ

代表点

ッチングで設

ド変換（民間

報を比較する

A ランク、精

策局「街区レ

定されるレベ

ランクのイメ

点 

設置場所情報

間ジオコーデ

ることで緯度

精度の高い情

レベル位置参

ベル）および

メージ 

報（住

ディン

度経度

情報を

参照」

び D ラ

 



 

●ラ

 

●宮崎

 宮

種類

全体

付与

 

 

 

 

 

ラ

 

 

ンク別分布例

崎県浄化槽台

宮崎県浄化槽

類に区分し、

体の約 7 割の

与することが

ンク ①

A 

B 

C 

D 

計 

①

例 

台帳の内訳 

槽台帳の情報

それぞれの

の浄化槽情報

ができた。 

①届出 

（件） 

26 

151 

239 

4 

420 

①届出

報を、「①届出

の緯度経度情

報に対して、精

②使用 

（件） 

13,024

94,574

34,51

2,42

144,53

②使用

4-19 

出」、「②使用

情報のランク

精度の高い A

③休止

（件）

4

4 1

3

6

7 2

宮崎県浄化

③休止

用」、「③休止

を確認した

A および B ラ

止 

） 

④

154

1,667

466

6

2,293

槽台帳

止 ④

止」、「④廃止

ところ、以

ランク相当の

④廃止 

（件） 

7,210

31,285

18,113

2,722

59,330

④廃止

」、「⑤取下」

以下の結果と

の緯度経度情

⑤取下 

（件） 

1

1

3

⑤取下

 

」の 5

なり、

情報を

3 

5 

7 

0 

35 



 

●情報

試行

図

る。指

IDC 基

り、ID

を閲覧

これ

市町村

 

 

 

 

 

報の連携 

行的導入事業

中①に示すよ

指定検査機関

基盤にアップ

DC 基盤にア

覧することが

れらの仕組み

村で利用する

届

情

業において構

ように、県は

関は①でアッ

プロードする

アップロード

ができる。 

みを活用する

ることができ

図 4-7 

① 

届出情報と

情報のひもづ

構築した情報

は受理した届

ップロードさ

ることが可能

ドされた情報

ることで、台

きる。 

試行的導入事

 

②

③

検査依頼

づけ 

4-20 

報連携の仕組

届出情報を I

された届出情

能である（図

報のうち、それ

台帳情報が随

事業で構築

③

組みは以下の

IDC 基盤にア

情報に対応す

図中②）。県内

れぞれの市町

随時更新され

した情報連携

のとおりであ

アップロード

する検査依頼

内市町村は図

町村に設置さ

れ、それらの

携の仕組み 

ある。 

ドすることが

頼情報を登録

図中③に示す

された浄化槽

の情報を県お

ができ

録し、

すとお

槽情報

および

 



 

（２）

今年

で示す

 

●基本

 

①絞

）浄化槽台帳

年度事業で宮

す。 

本情報検索 

絞り込み 

IDC

帳（届出）ソ

宮崎県に導入

届出情

②一覧

基盤へアップ

ソフトウェア

入した浄化槽

情報 基本

覧から選択

プロードする

4-21 

アの機能 

槽台帳（届出

情報 維持

る情報に氏名

出）ソフトウ

持管理情報

I

名等を含める

ウェアの機能

DC 基盤から

③選択した

るか決定 

能を画面イメ

ら収集 

た情報を表示

メージ

 

 

示 



 

●届出

 

●７条

 

 

 

出情報検索

条/11 条検査

・閲覧 

査結果閲覧 

デジ

4-22 

タル図書（ス

見たい届

スキャンした

届出情報を選

た届出原本）

選択 

）の表示 

 

 



 

●合併

 

●属性

 

 

 

併処理浄化槽

性表示（下図

：合併  

槽/単独処理

図：国土地理

：単独 

①ポイント

理浄化槽の分

理院） 

を指定 

②属性デ

4-23 

布表示（下

データの表示

図：国土地理

示 

理院） 

 

 



 

●集計

 

●浄化

 

計 

化槽仕様情報

②

報の閲覧 

②チェック 

①集計条

4-24 

条件の設定

③表示 

②集計

①

計結果の表示

①条件絞り込

 

 

示 

み



 

●業者

 

（３）

 

 

者情報の閲覧

）閲覧モー

覧 

ドによる IDCC 基盤情報の

それぞれの

4-25 

の閲覧（指導

の市町村に設

導権限を有さ

設置された浄

さない市町村

化槽の情報の

村等） 

のみ閲覧可能

 

 

能 



 

●分布

 

●属性

 

 

布表示 

性表示 

4-26 

 

 



 

●集計

 

 

計 

4-27 

 



 

 



5-1 
 

第５章 浄化槽台帳システムの試行的な運用方法に関する検討 

 

５.１ 浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）有識者委員会 

５.１.１ はじめに 

「浄化槽台帳システムの試行的導入に関する課題整理」、「浄化槽台帳システムの試行

的導入計画作成」、「浄化槽台帳システムの試行的導入事業」、「浄化槽台帳システムの

災害時活用に関する検討」を進める上で、第三者による検証・技術的助言を得るため、有

識者委員会を開催した。 

 

５.１.２ 有識者委員会の委員構成と実施状況 

浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）有識者委員会の構成委員を表 5-1 および 5-2 に示

す。委員は、試行的導入事業対象自治体の関係者（行政関係者、指定検査機関、浄化槽関

連団体）、浄化槽分野に精通する学識経験者、個人情報保護分野に精通する学識経験者、

システムベンダ関係者から構成されている。また、有識者委員会の開催回数は宮城県、宮

崎県ともに各 3 回とし、第 2 回委員会は合同で開催した。以下に開催日程を示す。 

 

宮城県 

 第 1 回：平成 27 年 12 月 19 日 10:00～12:00 

 第 2 回：平成 28 年 11 月 10 日 13:30～16:00 

 第 3 回：平成 28 年 13 月 19 日 10:00～12:00 

 宮崎県 

 第 1 回：平成 27 年 12 月 19 日 13:00～15:00 

 第 2 回：平成 28 年 11 月 10 日 13:30～16:00 

 第 3 回：平成 28 年 13 月 19 日 10:00～12:00 

 

表 5-1 浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）有識者委員会の委員（宮城県） 

 氏名 勤務先・役職 

委員長 木曽祥秋 豊橋技術科学大学 名誉教授（環境・生命工学系 客員教授） 

委員 伊藤竜一 江北情報サービス株式会社 専務取締役 

委員 坂下哲也 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 電子情報利活用研究部長/

常務理事

委員 坂本文男 一般社団法人全国浄化槽団体連合会 専務理事 

委員 中川良男 一般社団法人全国浄化槽団体連合会 選任企画技術幹事 

委員 熊谷大輔 公益社団法人宮城県生活環境事業協会浄化槽法定検査センター 

事業部企画課 課長

委員 高橋康浩 仙台市建設局下水道事業部下水道調整課施設係 主任 
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表 5-2 浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）有識者委員会の委員（宮崎県） 

 氏名 勤務先・役職 

委員長 木曽祥秋 豊橋技術科学大学 名誉教授（環境・生命工学系 客員教授） 

委員 伊藤竜一 江北情報サービス株式会社 専務取締役 

委員 坂下哲也 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 電子情報利活用研究部長

/常務理事 

委員 坂本文男 一般社団法人全国浄化槽団体連合会 専務理事 

委員 中川良男 一般社団法人全国浄化槽団体連合会 選任企画技術幹事 

委員 神園健 一般社団法人宮崎県浄化槽協会 事務局長 

委員 川崎章弘 宮崎市環境部廃棄物対策課 主幹 

委員 小玉誠 宮崎県環境森林部環境管理課 主査 

委員 新町一郎 公益財団法人宮崎県環境科学協会法定検査部浄化槽検査科  

主任技師

 

５.１.３ 第 1回委員会【宮城県】の概要 

 第 1 回委員会【宮城県】の議事内容および配布資料の一覧を以下に示す。また、第 1 回

委員会【宮城県】における検討内容を別紙 5-1「平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業

（その 2）有識者委員会【宮城県】（第 1 回）議事要旨」に示す。 

 

＜議事内容＞ 

１．平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）の概要 

２．平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググループ 

【宮城県】（第 1 回）議事要旨案について 

３．浄化槽台帳システムの試行的導入事業の概要 

４．浄化槽台帳システムの試行的導入に関する課題 

５．浄化槽台帳システムの試行的導入計画 

６．その他 

 

＜配布資料＞ 

資料 1 平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググルー

プ【宮城県】（第 1 回）議事要旨（案） 

資料 2 浄化槽台帳システムの試行的導入事業【宮城県】の概要 

資料 3 浄化槽台帳システムの試行的導入【宮城県】に関する課題整理 

資料 4 浄化槽台帳システムの試行的導入計画【宮城県】（たたき台） 

参考資料 1 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）仕様書 

参考資料 2 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）における事業の流れ 
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参考資料 3 宮城県浄化槽事業と浄化槽情報基盤の現状 

 

５.１.４ 第 2回委員会【宮城県】の概要 

 第 2 回委員会【宮城県】の議事内容および配布資料の一覧を以下に示す。また、第 2 回

委員会【宮城県】における検討内容を別紙 5-2「平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業

（その 2）有識者委員会【宮城県】・【宮崎県】（第 2 回）議事要旨」に示す。 

 

＜議事内容＞ 

１．有識者委員会（第 1 回）議事要旨案について 

２．浄化槽台帳システムの試行的導入計画について 

３．浄化槽台帳システムの導入に関する課題と解決策 

４．今年度事業の今後の予定 

 

＜配布資料＞ 

資料 1－1 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）有識者委員会【宮城県】

（第 1 回）議事要旨（案） 

資料 1－2 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）有識者委員会【宮崎県】

（第 1 回）議事要旨（案） 

資料 2 浄化槽台帳システムの試行的導入計画の主な変更点 

資料 3－1 浄化槽台帳システムの導入に関する課題と解決策案 

資料 3－2 浄化槽台帳システム（スマート浄化槽）における個人情報等の取扱いについ

て（仙台市メモ） 

資料 3－3 宮崎県個人情報保護審議会関連資料 

資料 4 今年度事業の進捗状況と今後の予定 

参考資料 1 浄化槽台帳システムの試行的導入事業計画【宮城県】 

参考資料 2 浄化槽台帳システムの試行的導入事業計画【宮崎県】 

参考資料 3 浄化槽台帳システムの導入における市町村の作業内容（例） 

参考資料 4 スマート浄化槽を活用した場合の情報の流れ 

参考資料 5 システム導入により提供されるサービス内容と利用者メリット 

参考資料 6 地理空間データ製品仕様書 浄化槽台帳地理空間情報データ 

 

５.１.５ 第 3回委員会【宮城県】の概要 

 第 3 回委員会の議事内容および配布資料の一覧を以下に示す。また、第 3 回委員会にお

ける検討内容を別紙 5-3「平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）有識者委員会

【宮城県】（第 3 回）議事要旨」に示す。 
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＜議事内容＞ 

１．有識者委員会（第 2 回）議事要旨案について 

２．浄化槽台帳システムの試行的導入の結果 

３．浄化槽台帳システムの本格導入に向けて 

 

＜配布資料＞ 

資料 1 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）有識者委員会【宮城県】・

【宮崎県】（第 2 回）議事要旨（案） 

資料 2 浄化槽台帳システムの試行的導入事業の概要 

資料 3 試行的導入事業の成果 

資料 4 浄化槽台帳システムの導入・運用に係る課題と解決策 

資料 5 将来的な浄化槽台帳システムの導入・運用の方向性 

 

５.１.６ 第 1回委員会【宮崎県】の概要 

 第 1 回委員会【宮崎県】の議事内容および配布資料の一覧を以下に示す。また、第 1 回

委員会【宮崎県】における検討内容を別紙 5-4「平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業

（その 2）有識者委員会【宮崎県】（第 1 回）議事要旨」に示す。 

 

＜議事内容＞ 

１．平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）の概要 

２．平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググループ【宮

崎県】（第 1 回）議事要旨案について 

３．浄化槽台帳システムの試行的導入事業の概要 

４．浄化槽台帳システムの試行的導入に関する課題 

５．浄化槽台帳システムの試行的導入計画 

６．その他 

 

＜配布資料＞ 

資料 1 平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググルー

プ【宮崎県】（第 1 回）議事要旨（案） 

資料 2 浄化槽台帳システムの試行的導入事業【宮崎県】の概要 

資料 3 浄化槽台帳システムの試行的導入【宮崎県】に関する課題整理 

資料 4 浄化槽台帳システムの試行的導入計画【宮崎県】（たたき台） 

参考資料 1 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）仕様書 

参考資料 2 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）における事業の流れ 

参考資料 3 宮崎県浄化槽事業と浄化槽情報基盤の現状 
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参考資料 4 宮崎県浄化槽普及促進協議会研修会（10/22 開催）での意見と回答 

 

５.１.７ 第 2回委員会【宮崎県】の概要 

 第 2 回委員会【宮崎県】は第 2 回委員会【宮城県】と合同で開催したため、５.１.４の記

載内容と同様である。 

 

５.１.８ 第 3回委員会【宮崎県】の概要 

 第 3 回委員会【宮崎県】の議事内容および配布資料の一覧を以下に示す。また、第 3 回

委員会【宮崎県】における検討内容を別紙 5-5「平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業

（その 2）有識者委員会【宮崎県】（第 3 回）議事要旨」に示す。 

 

＜議事内容＞ 

１．有識者委員会（第 2 回）議事要旨案について 

２．浄化槽台帳システムの試行的導入の結果 

３．浄化槽台帳システムの本格導入に向けて 

 

＜配布資料＞ 

資料 1 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）有識者委員会【宮城県】・

【宮崎県】（第 2 回）議事要旨（案） 

資料 2 浄化槽台帳システムの試行的導入事業の概要 

資料 3 試行的導入事業の成果 

資料 4 浄化槽台帳システムの導入・運用に係る課題と解決策 

資料 5 将来的な浄化槽台帳システムの導入・運用の方向性 
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平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2） 

有識者委員会【宮城県】（第 1 回） 

議事要旨 

 

日 時：平成 27 年 12 月 9 日（水）10:00～12:00 

場 所：一般社団法人全国浄化槽団体連合会本部 

公益社団法人宮城県生活環境事業協会会議室 （TV 会議） 

 

１． 委員会の出席状況 

 

出席者  委員長：木曽祥秋 

  委 員：伊藤竜一、坂下哲也、坂本文男、中川良男（全浄連で出席） 

熊谷大輔、高橋康浩（宮城県で出席） 

  ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：菅原亮、竹内研二            （五十音順） 

  環境省：藤村紘行、川西涼太 

  事務局：柴田喜久哉、石井昭雄、中田直幸、仁木圭三、濱中俊輔、 

髙橋悟 

（敬称略） 

 

２． 挨拶（環境省） 

 

３． 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）の概要 

事務局より、平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）の概要について参考

資料 1 および 2 に基づいて説明を行った。 

 

４． 平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググループ【宮

城県】（第 1 回）議事要旨案について 

事務局より、平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググ

ループ【宮城県】（第 1 回）議事要旨案について資料 1 に基づいて説明を行い、了承され

た。 

 

５． 議事 

事務局より、浄化槽台帳システムの試行的導入事業の概要、課題および導入計画につい

て資料 2～4 に基づいてそれぞれ説明を行い、以下の議論が行われた。 

 浄化槽台帳システムの試行的導入事業の概要について（資料 2）  

別紙 5-1 
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 仙台市が本事業に協力しようとした経緯（メリット）とは 

⇒浄化槽業務を 5 人の職員で行っているが、紙媒体での情報のやりとりではとて

も非効率であった。そのためまず清掃記録表を電子データで管理した。次に保

守点検記録票を電子データとして管理したいと考えた時に、クラウドシステム

による管理を提案された。 

 仙台市の浄化槽担当部局は下水道課が公設浄化槽の管理をしているが、その業務

の効率化のためということか。 

⇒その通りである。 

 仙台市は将来的には民間設置の浄化槽についても同様のシステムに組み込んで

いきたいと考えているか。 

⇒民間設置についてはまず仙台市の台帳と、法定検査機関の台帳の管理番号を一

元化した。今後各々の情報を突合し、統合していきたいと考えている。 

 公設浄化槽は市の財産として、下水道と同様に扱われ、台帳を作る意味はあると

思われるが、民間設置の浄化槽も同様に台帳整備することで、市のサービスなど

で何が変わるのか。 

⇒公設、民間設置関係なく水質が悪ければ指導しなければならないと考えてい

る。そのために台帳を用いて業務の効率化を図りたい。 

 本業務における宮城県の役割とは何か。 

⇒台帳システムを用いた情報の収集・整理である。 

 保守点検業者、清掃業者からの情報は、維持管理結果のサンプルという形で入れ

る。 

⇒本業務は試行的導入であるため、台帳システムで行えることはすべて試したほ

うが良い。 

 サンプルはどのような基準で抽出するのか。 

⇒仙台市ではすでに公設浄化槽の管理情報を収集し、入力されデータベース化さ

れている、そのためデータベースに入力するよう業務委託すれば可能である。 

⇒試行的導入事業の中で、維持管理業者に入力作業をしてもらうことは難しいと

考えている。 

 公設浄化槽の管理情報に含まれる使用者情報は個人情報になるため、維持管理業

者に対してどこまで開示できるかを明らかにすることが課題となる。 

 この台帳は誰の所有物なのかを整理したほうがよい。 

⇒台帳は届出ベースで作っているため、自治体は台帳に対する著作権を有してい

る。そのため、台帳の所有者は基本的に自治体となる。 

 届出の情報を指定検査機関に提供できるかどうかという点も課題となる。 

 本業務におけるシステムのカスタマイズの禁止とは、本事業の予算を用いてシス

テムをカスタマイズし販売につなげることを防ぐためであり、本事業で必要なカ
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スタマイズについて禁止しているわけではない。 

 

 浄化槽台帳システムの試行的導入に関する課題について（資料 3） 

 行政として、民間設置の浄化槽の使用者情報を常に所有していなければならない

のか。 

 水質保全と激甚災害対応の目的で公設と民設の浄化槽情報を統合して管理した

いというニーズは他の自治体も持っていると思われる。 

 台帳情報を行政、指定検査機関、関連業者の間で利用する形態は、共同利用であ

り、全く問題ない。 

 ただし、利用目的を通知する、誰が（その個人情報を）使っているか明確にする

という行為は必ず必要である。 

 オンライン結合の制限については、個人情報保護条例で「公益上必要があると認

めるときは、この限りではない。」と規定されているため、目的通知と本人同意

を行えば、制限の対象から除外されるはずである。 

 台帳システムを導入した後に、本人に対して、この台帳で管理すること、活用す

る人の範囲および目的を通知して同意を取れば問題なく使用できる。 

 個人の権利利益の侵害を防止するための措置として、業者が安全管理措置を実施

することが必要である。そのためには、県や市が安全管理措置規定を作成して業

者に遵守させなければならない。その遵守が担保できれば条例をクリアできるた

め、オンライン結合が課題ではなくなる。 

 宮城県は各市町村に権限移譲しているため、市町村ごとにこのような対応を図ら

なければならない。 

 県が一括で対応するならば、マイナンバーを届出に入れるようにし、マイナンバ

ーの利用目的を条例で立て、それを市町村に通知する方法がある（乱暴ではあ

る）。この方法では、特定個人情報になるため、安全管理措置はかなり厳しくな

る。 

 試行的導入事業は研究目的であるため、その範囲内で行うのであればこれらの安

全管理措置をとらずに実施できる。ただし、研究が終了した際には、その個人情

報を削除するといった対応が必要である。 

 生産人口が減少しているため、効率化を図るための準備は早めに行っておいたほ

うがよい。 

 改正後の個人情報保護法では、浄化槽の使用者の氏名は、個人識別符号に該当す

るため、基本的には個人情報として扱う必要がある。 

 指定検査機関には提供とした方がよいと思われるので、利用目的を作成する際に

相談してほしい。 

 公設浄化槽の管理業者に対しては安全管理措置を遵守させることが可能だと思
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うが、民設浄化槽を管理している場合もできる限り同様の対応を図ることができ

れば理想的な台帳システムが出来上がる。 

 7 条検査の際に本人同意を得ることができるのではないか。宮城県の場合は、既

に、7 条検査の際に収集した個人情報を台帳システムで管理する旨を指定検査機

関から通知しているが、それが、自治体の行うべき本人同意と同等であるかどう

かは整理が必要である。 

 スマート浄化槽のセキュリティーポリシーが、行政の求める安全管理措置を満た

しているか懸念される。 

 

 浄化槽台帳システムの試行的導入計画について（資料 4） 

 設置情報基盤には位置情報も含まれるのか。 

⇒位置情報は含まれない。地方自治体コードと町丁字名が基盤として含まれる。

地名が変わっても、台帳情報は自動的に変更される。 

 古い届出では、現在の地名とは異なる場合がある。 

⇒台帳を整備するうえで事前に確認しなければならない。 

 設置情報基盤、装置情報基盤（メーカーから集めた浄化槽装置のマスター情報）、

業務者基盤（登録または許可業者の一覧）の 3 つを基盤情報とすることにより、

台帳の整備が行いやすくなる。 

 設置情報と位置情報では位置情報の方が重要ではないか。 

⇒正確な設置場所の情報から大まかな位置情報は取得可能であると思われる。 

 ジオコード変換と GPS を組み合わせて位置情報を定める方法が良いと思われる。 

 仙台市ではすでにほとんどの浄化槽の位置情報を取得している。他の自治体の場

合、指定検査機関によって位置情報をスマート浄化槽に載せることができるた

め、自治体が自ら台帳を整備しなくてもよい。 

 短期的に位置情報を取得したい場合は清掃業者に協力してもらえば 1年で完了す

る。 

 現状では位置情報の入手は、工事業者が最も取得しやすく、次に 7 条検査の際の

指定検査機関である。 

 台帳への入力は、指定検査機関から情報をいただいて、システムベンダにより行

われる。 

 民間設置の浄化槽の情報を整備するためには、いかに指定検査機関が関与してい

るかが重要になってくる。 

 7 条検査依頼書に記載された情報は基本台帳に入力し、11 条検査の情報は検査台

帳に入力することとなる。 

 指定検査機関が保有する情報を台帳の基盤とする場合、法定検査の受検率が重要

となってくる。 
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 基本台帳を整備するうえで指定検査機関が所有する情報をシステムにアップし、

届出情報等と突合し台帳を整備することとなる。これにより、精度の高い台帳が

できる。 

 施工業者の変更などにより施工の情報が確認できない場合については、指定検査

機関による確認をしてもらえるとよい。 
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平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2） 

有識者委員会【宮城県】・【宮崎県】（第 2 回） 

議事要旨 

 

日 時：平成 28 年 1 月 18 日（月）13:30～16:00 

場 所：公益財団法人日本環境整備教育センター会議室 

 

１． 委員会の出席状況 

出席者     委員長：木曽祥秋 

委 員：伊藤竜一、坂下哲也、坂本文男、中川良男、熊谷大輔、 

高橋康浩、神園健、川﨑章弘、小玉誠、新町一郎 

        ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：竹内研二 

環境省：藤村紘行 

事務局：柴田喜久哉、中田直幸、仁木圭三、濱中俊輔、髙橋悟 

欠席者     ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：菅原亮 

（五十音順、敬称略） 

 

２． 有識者委員会（第 1 回）議事要旨案について 

事務局より、有識者委員会（第 1 回）の議事要旨案について資料１－１、１－２を用い

て説明を行い、了承された。 

 

３． 議事 

事務局、伊藤委員、仙台市および宮崎県より、浄化槽台帳システムの試行的導入計画、

浄化槽台帳システム導入に関する課題と解決策および今年度事業の今後の予定について資

料 2～4 に基づいてそれぞれ説明を行い、以下の議論が行われた。 

 浄化槽台帳システムの試行的導入計画について（資料 2） 

 今後、他の自治体が台帳システムを導入する際に、どのように個人情報を扱えば、

より安全に運用できるのか、また情報の活用による利便性の 2 点を整理して欲し

い。 

 民間の情報を活用できるかが重要である。今までの台帳システムは、各自治体が

全ての情報を収集し、積み上げていく形になっている。しかしそれではコスト的

に難しいと思われる。そのため、民間の情報を活用し、システムを作る必要があ

る。これは行政情報でもあり、セキュリティレベルが高くなり、民間へ提供でき

る先としては指定検査機関に限られると思われる。指定検査機関と連携の取れる

システムを構築できるかが鍵である。 

別紙 5-2 
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 宮崎県では依頼番号を用いて情報の連携を行っている。 

 宮崎県では来年度、スマート浄化槽を本格導入する予定である。今年度の業務で

は指定検査機関にはソフトウェアを導入しないことになっているが、連携のため

の切り替えはどのタイミングで行うのか。指定検査機関との連携も含めて試行的

導入ではないのか。 

⇒本導入は本業務の範囲ではないので、今年度は指定検査機関にはソフトウェア

を導入しないが、県台帳へ指定検査機関の持つ情報を含めて記載するため、県

台帳のみで連携についての課題も確認できる。情報の更新などは行えない。 

 情報の更新などを行えるようにするために、指定検査機関にもソフトウェアを入

れ、課題を抽出すると、公費を使い民間のシステムを評価することになるがよい

か。 

⇒問題ないと思われる。行政担当者がどのような作業を行うのかなどを試せれば

よい。 

⇒コスト、工期の観点から情報の更新を行うのは難しい。しかし、行政担当者の

作業などは今回の機能で試す事は可能である。 

 自治体は届出情報しか所有しておらず、その他の情報は民間事業者からの提供に

よる。 

⇒自治体の作業は届出情報を台帳システムに記入するだけでよく、その他の業務

は指定検査機関が行うため、自治体のコストは軽減できる。 

 各自治体は台帳システムから情報をダウンロードしなければならないのか。 

⇒自治体が情報をいかに活用したいかによる。災害等でクラウドとつながりが切

れた際は、ダウンロードした情報を活用し対応できる。 

 自治体の情報管理は、届出情報の管理とクラウドからの情報のダウンロードであ

る。しかし、ダウンロードも自動で行われる。 

 業者、指定検査機関、自治体がそれぞれどのような作業を行わなければならない

か整理して欲しい。 

 他の自治体が導入する際に、わかりやすいように整理して欲しい。 

 

 浄化槽台帳システムの導入に関する課題と解決策（資料３－１～３－３） 

 氏名を削除しデータ提供を行うことは可能か。 

⇒システムで管理するデータのうち、最も重要なのは住所である。さらに、工事

業者、浄化槽の型式についても届出情報に含まれており、この 3 種類の情報が

あれば浄化槽を特定できる。 

⇒行政が台帳システムを用いて指導を行う場合、必ず個人名が必要となる。公設

浄化槽においては指導先が自治体となるため氏名は必要ないが、民間設置の場

合は必ず個人名が必要になると思われる。 
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⇒行政が活用する台帳自体には氏名の記載は必要であるが、指定検査機関へ提供

される情報には氏名が含まれている必要はない。 

 個人名が入っていない状態は個人情報に当てはまらないことになるのか。 

⇒民間事業者の保有する情報の場合、個人情報に該当するかどうかは、氏名の有

無ではなく、容易照合性で判断され、簡単に照合でき個人を特定できる場合は

個人情報となる。個人情報保護法の改正により個人識別符号が個人情報とみな

されるが、浄化槽 ID は個人識別符号になりうる。環境省として仙台市の浄化槽

ID が個人識別符号に当たるか否かの指針を出す必要がある。ソフトウェア型で

は各社がアプリを用いて ID を付与するため、個人識別符号に当たらない可能性

がある。 

⇒スマート浄化槽で用いられる ID は届出に記載されている ID ではなく、スマー

ト浄化槽が割振る ID である。 

 宮崎県の申請資料はよくできていると思われる。環境省の公的な文書の中に届出

情報の利用目的が記載されていると、審議会を通りやすくなる。宮崎県、仙台市

に共通することだが、指定検査機関等が PDCA を回す必要がある。民間事業者は

個人情報の取り扱い関してレベル差があるため、安全管理措置の基準とそれらが

遵守されていることを第三者が監査する仕組みを構築することが望ましい。 

 スマート浄化槽は県および市町村と指定検査機関や業者との情報連携ができると

いう特徴や、浄化槽つうしんぼ機能のように設置者への情報伝達機能もできると

いった特徴を持っている。本格運用を視野に入れると、ID から各者が容易に設置

者等の個人を特定できるようになる可能性があるため、ID から個人を特定できな

いような複雑なシステムを構築するより、スマート浄化槽を扱う法人、個人が実

施すべきセキュリティ対策や、個人情報保護審議会に諮る事項に関する事例集や

マニュアルの作成を進めたほうがよいと思われる。 

⇒スマート浄化槽では、行政の保有する届出情報を民間事業者に提供する必要は

ないが、指定検査機関の保有する管理者情報を行政がすべて収集できる仕組み

となっているため、民間事業者の保有する情報を行政に提供するための指針は

必要である。 

 自治体がこのシステムを用いたことにより、どのような成果が出たのかを整理し

てほしい。それにより他の自治体へ台帳整備を促す資料となる。 

 小さな自治体、業者へのメリットの一つとして、基本検査での活用が考えられる。

基本検査では、検査で異常が認められた場合、指定検査機関から業者に直接連絡

し、問題の早期改善を図る仕組みが提案されている。基本検査に台帳システムが

活用できるといった資料があるとよい。 

 

 今年度事業の今後の予定（資料 4） 
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 有識者委員会などについてはメールにてスケジュールを確認させていただく。 
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平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2） 

有識者委員会【宮城県】（第 3 回） 

議事要旨（案） 

 

日 時：平成 28 年 3 月 11 日（金）10:00～12:00 

場 所：一般社団法人全国浄化槽団体連合会本部 

 

１．委員会の出席状況 

出席者     委 員：伊藤竜一、坂下哲也、中川良男、熊谷大輔、高橋康浩、 

        ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：菅原亮、竹内研二         （五十音順、敬称略） 

環境省：吉川圭子、藤村紘行、川西涼太 

事務局：柴田喜久哉、中田直幸、濱中俊輔、髙橋悟 

欠席者     委員長：木曽祥秋 

 

２．有識者委員会（第 2 回）議事要旨案について 

事務局より、有識者委員会（第 2 回）の議事要旨案について資料 1 を用いて説明を行い、

了承された。 

 

３．議事 

 事務局より、浄化槽台帳システムの試行的導入の結果について資料 2、3 に基づいてそ

れぞれ説明を行い、以下の議論が行われた。 

 仙台市では、将来的には氏名を含んだ情報をインターネットデータセンターに上

げ、さらに、職員が各自の PC で台帳を利用できる仕組みを目指している。 

 氏名や電話番号を削除して個人情報に該当しない形でのやり取りを行う仕組みに

なっている。 

⇒氏名を削除しても、容易照合性は残るため、解釈上は個人情報となり得る。そ

のため、届出情報の公益性について整理し、外部提供できるような手続きを踏

んだほうがよい。 

 今年度の試行的導入事業を進めるにあたって、文書法制課と協議した結果、氏名

等を削除した浄化槽番号と住所だけの情報は個人情報には該当しないと判断され

た。 

⇒自治体がそのように判断すれば、個人情報の問題は解決したことになるのか。 

⇒市民から問い合わせがあった場合、市の浄化槽担当職員が市としての判断につ

いて説明し、それに対し市民が納得するかどうかによる。 

 市の情報セキュリティー部門からは、個人情報に該当するかどうかに関わらず、

別紙 5-3 
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セキュリティー上の安全性について示すよう求められている。 

⇒台帳情報は公益性が高く、行政機関にとって資産となるため、資産の流出に対

する安全性を示すよう求められていると考えられる。インターネットを使う場

合、脆弱性があるため、ファイアウォールの設置やデータの暗号化といった措

置が必要になる。 

 今回の事例では、既存の下水道台帳システムの GIS 機能を活用して浄化槽情報を

地図上で表示する機能を有しており、他の自治体にとって参考になるケースであ

る。他の自治体でも同様に、下水道台帳システムとの連携を図ることは可能か。 

⇒仙台市のように、施設情報を入力しているデータベースと地図情報が分離され

ている場合は可能である。 

 

 事務局より、浄化槽台帳システムの本格導入に向けてについて資料 4、5 に基づいてそ

れぞれ説明を行い、以下の議論が行われた。 

 情報処理を外部委託する場合、外部委託審議会に諮らなければならないが、審議

会の対象となるのは重要性分類Ⅰまたは S に該当する情報の処理を委託する場合

である。氏名等を削除した浄化槽番号と住所だけの情報は重要性分類がⅡとなり、

その情報処理の外部委託については審議会に諮る必要がなくなるが、安全性を担

保するため、次年度以降、審議会に諮る予定である。 

 指定検査機関の立場でこのシステムをみた場合、設置場所情報があれば十分運用

していけると考えている。個人情報の取扱いに関しては、検査依頼情報の関係者

への提供について本人同意を得ているため課題と考えていないが、インターネッ

トを活用する点を考慮するとセキュリティー対策は留意が必要と認識している。 

 災害時の対応として、県が必要としている情報はあるか。 

⇒災害時は県に対策本部が置かれるため、台帳を用いた対応を行うことになると思

われる。自治体がこのシステムを用いたことにより、どのような成果が出たのか

を整理してほしい。それにより他の自治体へ台帳整備を促す資料となる。 

 （他県での）豪雨災害の際、市町村がそれぞれの市町村に事務所のある保守点検

業者の情報しか保有しておらず、市町村が対応を依頼した保守点検業者だけでは

被災地の浄化槽すべてに対応できなかった事例がある。このようなケースを想定

すると、県下全域の保守点検業者情報を保有している県が主導して台帳整備を進

めることに意義があると考えられる。 

 将来的には施工業者も連携していくことになっているが、その際は位置情報だけ

でなく、施工情報（断面図）が必要である。 

 台帳システムを本格導入する前に、新規情報を誰が、いつ、どのように入力する

か、実際に試験運用したい。その過程で個人情報の取扱いの問題などが明らかに

なると思われる。 
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 東日本大震災の際は、紙ベースで被災浄化槽の状況を把握し対応した。その際に

システム化することが必要だと感じた。また災害利用時には、氏名は必ず必要と

なる。 

 以前、情報提供の媒体を紙から USB メモリに変更した際は、請負業者に対する説

明会を 3 回開催した。今回は、インターネットでの情報のやり取りとなるため、

より多くの説明会等が必要になると思われる。 

 その１の事業では浄化槽の製造時に IC チップの埋め込みや QR コードの付与をし

てはどうかという議論が出た。 

⇒個々の浄化槽に割り当てられた製造番号を活用する方法についても検討してい

きたい。リコールなどがあった場合に有効と考えられる。 

 仙台市では、氏名を削除すれば個人情報でなくなるとの見解だが、行政機関個人

情報保護法の改正を受け、仙台市の個人情報保護条例や環境省のガイドラインも

改正されると考えられるので、検討が必要ではないか。 

 浄化槽の情報は公益上必要不可欠であり、個人情報保護法の例外に該当すると思

われるため、共有は可能である。環境省として情報共有のガイドブックを作成す

る必要がある。 

 民間業者の個人情報保護に関する相談窓口（認定個人情報保護団体）を設立する

必要がある。また一定規模以上の業者はプライバシーマーク等の第三者認証を取

得することが望ましい。 

 浄化槽台帳システムは、単独処理浄化槽の合併転換促進や、一般廃棄物処理計画

の見直しなどにも活用できると考えている。 
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平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2） 

有識者委員会【宮崎県】（第 1 回） 

議事要旨 

 

日 時：平成 27 年 12 月 9 日（水）13:00～15:00 

場 所：一般社団法人全国浄化槽団体連合会本部 

    宮崎県住宅供給公社ビル会議室       （TV 会議） 

 

１． 委員会の出席状況 

 

出席者  委員長：木曽祥秋 

  委 員：伊藤竜一、坂下哲也、坂本文男、中川良男（全浄連で出席） 

神園健、小玉誠、新町一郎（宮崎県で出席）   （五十音順） 

  環境省：吉川圭子、川西涼太 

  事務局：石井昭雄、中田直幸、仁木圭三、濱中俊輔、髙橋悟 

欠席者  委 員：川﨑章弘 

（敬称略） 

 

２． 挨拶（環境省） 

 

３． 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）の概要 

事務局より、平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）の概要について参考

資料 1 および 2 に基づいて説明を行った。 

 

４． 平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググループ【宮

崎県】（第 1 回）議事要旨案について 

事務局より、平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググ

ループ【宮崎県】（第 1 回）議事要旨案について資料 1 に基づいて説明を行い、了承され

た。 

 

５． 議事 

事務局より、浄化槽台帳システムの試行的導入事業の概要、課題および導入計画につい

て資料 2～4 に基づいてそれぞれ説明を行い、以下の議論が行われた。 

 

 浄化槽台帳システムの試行的導入事業の概要（資料 2） 

別紙 5-4 
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 ワーキンググループで同意が得られた範囲での台帳入力とはどういった範囲に

なるのか（地域や設置年度など）。 

⇒宮崎県の要望として、県及び指定検査機関で管理している情報の全てである。 

⇒設置された浄化槽全てを管理しているということか。 

⇒届出が出ている約 26 万基である。 

 資料 2 に清掃実績情報についてはその一部を入力するとなっているが、どういう

ことか。 

⇒県の指導要綱に基づいて、清掃業者からの清掃を行った施設の情報を収集して

いる。しかし、全てのデータを入力するにはデータが多すぎるため、全てのデ

ータを検証し、基本台帳、届出情報と突合出来たものについては入力すること

とした。 

 今回の試行的導入において、市町村がシステムを使用できる形をとるためには、

市町村も何か準備をする必要があるのか。 

⇒すでに提供していただいたデータは全県を網羅している。データを各市町村単

位に区分けし、各市町村単位で見られるようにできる。そのため、本事業では

市町村が準備などすることはない。 

 

 浄化槽台帳システムの試行的導入に関する課題（資料 3） 

 清掃の実施情報が報告されているが、県台帳と連携が取れていないとなっている

が、どのような状況か。 

⇒県台帳と清掃報告の紐づけができておらず、有効活用できていない。今年度か

らその突合作業を行っている。 

⇒紙ベースで報告を受けているために紐づけができていないのか。 

⇒今年度から全てではないが電子データで受け取るようにしている。 

⇒電子データで情報を得られれば県台帳と突合可能なのか。 

⇒県台帳は届出情報をもとに作られているため、すべての浄化槽の情報を網羅し

ているわけではない。特に、県台帳の一部については、維持管理業者の台帳を

基に整備した経緯もあり、また業者の台帳も住所等が間違えて整備されている

こともあるため、突合作業は困難となる。 

⇒スマート浄化槽を活用する際に、顧客情報と県の情報をいかに効率的に突合し

ていくかが最大の課題だと思われる。 

 個人情報保護審議会への申請を準備中ということだが、どのような状況か。 

⇒オンライン結合および目的外使用の 2 事項について審議会に諮る予定である。

目的外使用については、申請資料がほぼ完成した状況であるが、オンライン結

合については、今後資料を作成する予定である。次回の委員会の際に、審議会

に申請する資料について議論していただきたい。 
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⇒宮崎県の個人情報保護条例によると、本事業では審査会に諮る必要はないと思

われる。 

⇒本事業では必要ないが、本事業の成果を活用し、来年度から実際に台帳システ

ムを導入していきたいと考えている。 

⇒関係業者情報が安全管理措置を講じる必要があり、安全管理措置規定を策定し

て遵守させなければならない。また、浄化槽届出の事務取扱規定には個人情報

の取り扱いについて何も規定されていないので、今後スマート浄化槽を導入し

ていく場合は、各浄化槽管理者に対し、取得した個人情報をどのように扱うか

を明示する必要はある。個人番号の利用については時機を見て対応すればよい

と思われる。 

 例えば全浄連が認定保護団体のようなものになり、全国の業者を研修等で認定す

ることが必要かと思われる。 

 宮崎県としては業者との連携はハードルが高いと思われ、二段階に分けて進めて

いきたいと考えている。一段階目は、県、市町村、指定検査機関の 3 者で台帳シ

ステムを活用していく形で、来年度から運用していきたいと考えている。二段階

目は、関連業者を含めて連携を図る形で、可能な範囲で情報を共有していくこと

を考えている。 

 設置届出書を出す個人が、自らの個人情報がどのように取り扱われるかわからな

い状況にあるため、この部分の透明性を担保しなければならない。 

⇒現在取得済みの情報についてはどのようにしたらよいのか。 

⇒1 つ目に実際に運用する際は HP などに個人情報をどのように運用されるか記載

する。2 つ目に届出書に個人情報の開示請求などを記載する。3 つ目に使用目的

が変わる場合は、再同意をとる必要があるが、HP にその旨を記載し、期限を決

めて意見等の募集を行う方法もある。 

⇒方法については、今後相談させていただきたい。 

 県として、台帳を整備する目的とは。 

⇒県は維持管理の指導を行う必要があるが、台帳が不明確であると、指導を積極

的に行えないことがある。法定検査の受検率も 50％まで上昇し、さらに維持管

理を徹底するためには、台帳を整備すべきだと考えた。 

 

 浄化槽台帳システムの試行的導入計画（資料 4） 

 現在、宮崎県では緯度経度情報を保有していないため、ジオコード変換という本

来有償の機能を使用して位置情報を取得する必要がある。そのため、試行的導入

事業では、位置情報の取得を数千件のみにとどめたいと考えている。そして、浄

化槽の位置を国土地理院地図の上に表示できるようにする。 

⇒ジオコード変換する件数については、後日相談させていただきたい。 
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 本業務において GIS を活用するには最低限、地番、枝番、枝枝番までは必要とな

るが、住居表示データが正しく整備されていない件数も多いため、試行的導入事

業の中でデータ整備とジオコード変換を全件分行うことは困難である。 

 本事業の中で、整備すべきデータがどの程度あり、それにかかる費用や日数など

は見積もれるのか。 

⇒検証リストを作成する予定であり、その中で、ジオコード変換の対象となりう

るデータとそうでないデータがそれぞれどの程度あるかを示す。 

 本業務で得られた情報について、台帳システム内のデータは破棄され、宮崎県に

は精査された情報だけが残るということか。 

⇒その通りである。そのデータを用いて台帳システムを作成することも可能であ

る。 

 本事業での台帳整備範囲については、システムベンダ側とデータを精査しつつ打

ち合わせしていきたい。 

 データの入力を外注する際に、（届出を行った本人に）外注することを通知した

り、外注先の安全管理の確認を行ったりする必要はあるか。 

⇒現行の個人情報保護法では外注業務については、通知しなくてもよいことにな

っているが、JIS や ISO など第三者認証を取得している場合は状況に応じて行わ

なければならない。これは保護法よりも規格の方が厳しい条件付けをしている

ためである。来年から個人情報保護法が改正され、外注先から情報が漏れた場

合、発注者はその説明責任を負うこととなる。説明責任を果たすために、発注

先のセキュリティレベルが十分であることを確認してから発注しなくてはなら

ない。発注する側が安全管理措置規定を定め、第三者提供先、委託先、共同利

用者に遵守させる必要がある。 

⇒安全管理措置規定のひな型はあるのか。 

⇒自治体は個人番号の取り扱いの際に、特定個人情報保護評価を行っているはず

なので、それに準じて行えばよい。 

⇒同様の規定は民間の間の情報共有においても適用されるため、指定検査機関と

業者の間でも同様の手続きが必要となる。 

 環境省では、既に環境省所管事業の個人情報保護ガイドラインを定めているが、

浄化槽事業における個人情報の取扱いを示したガイドラインを定めてはどうか。

それが作られると、関連業者は作業を行いやすくなる。 

⇒宮崎県で準備を進めている個人情報保護審議会の対応についても勉強しなが

ら、制度設計、ガイドラインについて検討していきたい。 

 各業者と台帳システムを共有していくには、各業者が業務の ICT 化を行わなけれ

ばならないが、現状では対応できるようになっているのか。 

⇒清掃業者は事業規模も大きく、概ね整備されているが、保守点検専業業者につ
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いては事業規模も小さく、現状の台帳が紙媒体のケースもある。そのため、業

者も含めた連携構築には時間がかかると思われる。 

 保守点検記録票をモバイル化することにより、記録の作成、管理業務が簡略化さ

れるので、そのような取り組みを進めることが業者の ICT 化を後押しするのでは

ないか。 

 宮崎県には市町村設置型の浄化槽整備事業を行っているところがある。それらの

市町村におけるアセットマネジメントとの連携は考えているか。 

⇒当面の目標は、県台帳を情報の基礎として市町村が閲覧利用できる台帳システ

ムを整備することである。今後、市町村が台帳システムをアセットマネジメン

トに活用するかどうかは、市町村の判断に委ねられる。 

 スマート浄化槽はアセットマネジメントに対応できるのか。 

⇒補修等維持管理情報の入力により可能だと思われる。 

 

 その他 

次回の委員会の開催については後日連絡する。 
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平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2） 

有識者委員会【宮崎県】（第 3 回） 

議事要旨（案） 

 

日 時：平成 28 年 3 月 9 日（水）10:00～12:00 

場 所：一般社団法人全国浄化槽団体連合会本部 

宮崎県住宅供給公社ビル会議室    （TV 会議） 

 

４．委員会の出席状況 

出席者     委 員：伊藤竜一、坂下哲也、坂本文男、中川良男（全浄連で出席）  

神園健、川﨑章弘、小玉誠、新町一郎（宮崎県で出席） 

（五十音順、敬称略） 

環境省：吉川圭子、川西涼太 

事務局：中田直幸、仁木圭三、濱中俊輔、髙橋悟 

欠席者     委員長：木曽祥秋 

 

５．有識者委員会（第 2 回）議事要旨案について 

事務局より、有識者委員会（第 2 回）の議事要旨案について資料 1 を用いて説明を行い、

了承された。 

 

６．議事 

 事務局より、浄化槽台帳システムの試行的導入の結果について資料 2、3 に基づいてそ

れぞれ説明を行い、以下の議論が行われた。 

 試行的導入計画に沿ってシステム導入が行われたが、運用までは至っていないた

め、システムへの要求事項などは整理できていない。今後、指定検査機関と自治

体との連携について試験するとともに、民間業者との連携を検討していきたい。 

 宮崎県では、今回の試行的導入事業をきっかけとして、県、市、関係団体が定期

的に会合を開き台帳整備について話し合うようになり、議論が活発になった。 

 民間業者との情報のやり取りが必要だと感じた理由は何か。 

⇒維持管理業者から台帳データの情報の開示を求められている。県としては維持

管理業者の営業努力により、保守点検/清掃実施率の向上が図られることを期待

している。 

 行政情報の取扱いにおいて ITの利用が活発になると、今後は、BPR（Business Process 

Re-engineering：企業などで既存の業務の構造を抜本的に見直し、業務の流れ（ビ

ジネスプロセス）を最適化する観点から再構築すること）にも発展していくと思

別紙 5-5 
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われる。 

 使用する下図に都市計画図を用いると、国土地理院地図を使用するよりも浄化槽

の設置場所を正確に表示できるようになる。 

 届出の際に、施工業者の法人番号（法人版マイナンバー）を記載してもらい、OCR

等で読み込み、台帳にて管理すると、施工業者データベースを作ることができる。

法人番号は公表される情報であるため、自由に使うことができる。  

 使用中の浄化槽でも、アドレスマッチングできなかったもの（D ランク）がある。 

⇒廃止・休止届出書が提出されていない浄化槽を「使用中」と定義したため、「使

用中」情報の中には廃止届出書が提出されていない廃止済み浄化槽も含まれてい

る可能性がある。D ランクはシステム的にアドレスマッチングできなかったもの

であり、地番、枝番、枝枝番のうち、地番すら合致しなかったものである。 

 災害対応が完了した浄化槽情報には、その旨を記載できるシステムがよい。 

 

 事務局より、浄化槽台帳システムの本格導入に向けた方向性について資料 4、5 に基づ

いてそれぞれ説明を行い、以下の議論が行われた。 

 宮崎市では PFI の導入を検討しており、SPC の事業マネジメントへの活用を考え

ている。 

 試行的導入事業の間に届出があった情報は反映されていないため、本格導入のた

めには、再度、台帳データの導入作業が必要となる。 

 行政担当者が定期的に異動すること等を考慮して、本格導入の際には、システム

利用者のトレーニングやマニュアル作成などの支援が必要である。また、データ

更新についても支援が必要となる。 

 個人情報に関して安全管理規定を中小企業に向けて作っている例などはあるの

か。 

⇒マスターの規定は県が作るが、個別の規定についても必要である。 

⇒小規模な工場や湯沸器の設置業者などでは安全管理措置規定を作成した例があ

る。 

 環境省として安全管理規定については検討していきたい。 

 今後、個人情報保護法が全面施行されると、再度、個人情報保護審議会に諮らな

ければならない可能性がある。 

 タブレットを活用した維持管理情報の記入は、現場の作業員にとって慣れるまで

は相当な負担となるため、中・長期的なプランを示す必要がある。また、民間業

者にとって利益となるプランを示さなければならない。 

 精度の高い地図は価格が高いため、行政が使用している GIS マップや都市計画図

が利用できるとよい。行政から提供してもらえるかどうかが重要である。 

 スマート浄化槽では全浄連より地図（下図）の提供を考えている。 
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 すでに整備されている台帳システムとの互換性が必要だと思われる。 

 既に民間業者向けに情報整理のシステムがある。スマート浄化槽はそういったシ

ステムから、情報を受け取れるようなシステムにしてある。 

 市町村設置型浄化槽ではアセットマネジメントを含めた活用ができるとよい。 

⇒アセットマネジメントに活用できる情報の収集・蓄積する機能をシステムに持

たせることは可能である。 

 県内の 9 市町村については次年度からシステムを利用したいとの意向を示してい

るが、他の市町村からは「様子を見たい」との意見や「設置基数が少なくシステ

ム利用の費用対効果が低い」との意見が出ている。 

 予算要求に使用できるような費用対効果を示す資料が必要である。 
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５.２ 浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキング 

５.２.１ はじめに 

５.１の有識者委員会の下、対象自治体における浄化槽台帳システムの試行的導入に関す

る課題や要望に対処するためのシステム改修手法等を検討するため浄化槽台帳システムの

試行的導入に関する検討ワーキンググループ（ＷＧ）を開催した。 

 

５.２.２ ワーキンググループの委員構成と実施状況 

浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググループの構成委員を表 5-3

及び 5-4 に示す。委員は、試行的導入事業対象自治体の関係者（行政関係者、指定検査機関、

浄化槽関連団体、浄化槽関連事業者）、システムベンダ関係者から構成されている。また、

ＷＧの開催回数は宮城県、宮崎県ともに各 2 回とし、以下に開催日程を示す。 

 

宮城県 

 第 1 回：平成 27 年 12 月 11 日 10:00～12:00 

 第 2 回：平成 28 年 11 月 28 日 10:00～12:00 

 宮崎県 

 第 1 回：平成 27 年 12 月 14 日 13:00～15:00 

 第 2 回：平成 28 年 12 月 19 日 13:30～15:30 

 

表 5-3 浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググループの委員【宮城県】 

 氏名 勤務先・役職 

委員 阿部浩二 インテック株式会社 専務取締役 

委員 伊藤竜一 江北情報サービス株式会社 専務取締役 

委員 熊谷大輔 公益社団法人宮城県生活環境事業協会  

浄化槽法定検査センター事業部企画課 課長 

委員 坂本文男 一般社団法人全国浄化槽団体連合会 専務理事 

委員 高橋康浩 仙台市建設局下水道事業部下水道調整課施設係 主任 

委員 中川良男 一般社団法人全国浄化槽団体連合会 専任企画技術幹事 

委員 渡辺光造 株式会社渡辺店 代表取締役 
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表 5-4 浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググループの委員【宮崎県】 

 氏名 勤務先・役職 

委員 伊藤竜一 江北情報サービス株式会社 専務取締役 

委員 神園健 一般社団法人宮崎県浄化槽協会 事務局長 

委員 川﨑章弘 宮崎市環境部廃棄物対策課 主幹 

委員 小玉誠 宮崎県環境森林部環境管理課 主査 

委員 坂本文男 一般社団法人全国浄化槽団体連合会 専務理事 

委員 新町一郎 公益財団法人宮崎県環境科学協会法定検査部浄化槽検査課  

主任技師 

委員 中川良男 一般社団法人全国浄化槽団体連合会 専任企画技術幹事 

委員 長友民雄 株式会社宮崎環境開発センター 取締役 

委員 半田英徳 株式会社小林衛生公社 取締役 

 

 

５.２.３ 第 1回ワーキンググループ【宮城県】の概要 

 第 1 回ＷＧ【宮城県】の議事内容および配布資料の一覧を以下に示す。また、第 1 回Ｗ

Ｇ【宮城県】における検討内容を別紙 5-6「平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入

に関する検討ワーキンググループ【宮城県】（第 1 回）議事要旨」に示す。 

 

＜議事内容＞ 

１．平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）の概要 

２．浄化槽情報基盤の現状と課題 

３．浄化槽台帳システム導入に係る課題 

４．試行的導入事業において浄化槽台帳システムに導入する情報 

 

＜配布資料＞ 

資料 1 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）仕様書 

資料 2 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）における事業の流れ 

資料 3 宮城県浄化槽事業と浄化槽情報基盤の現状 

資料 4 試行的導入事業で活用する浄化槽台帳システム（スマート浄化槽） 

資料 5 浄化槽台帳システム導入に伴う業務フローおよび情報フローの変更点 

資料 6 浄化槽台帳システムの試行的導入計画目次案と概要 

資料 7 試行的導入事業で浄化槽台帳システムに導入する情報（案） 

参考資料 提案依頼書（RFP）の例 
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５.２.４ 第 2回ワーキンググループ【宮城県】の概要 

 第 2 回ＷＧ【宮城県】の議事内容および配布資料の一覧を以下に示す。また、第 2 回Ｗ

Ｇ【宮城県】における検討内容を別紙 5-7「平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入

に関する検討ワーキンググループ【宮城県】（第 2 回）議事要旨」に示す。 

 

＜議事内容＞ 

１．試行的システムの機能の検証（資料 1、資料 2、資料 3） 

２．浄化槽台帳システムの活用方法 

 

＜配布資料＞ 

資料 1 スマート浄化槽を導入した浄化槽台帳整備/運用業務（宮城県仙台市版） 

資料 2 浄化槽台帳整備業務（宮城県仙台市と法定検査センター例） 

資料 3 届出台帳と検査台帳の突合検査（宮城県仙台市） 

 

５.２.５ 第 1回ワーキンググループ【宮崎県】の概要 

 第 1 回ＷＧ【宮崎県】の議事内容および配布資料の一覧を以下に示す。また、第 1 回Ｗ

Ｇ【宮崎県】における検討内容を別紙 5-8「平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入

に関する検討ワーキンググループ【宮埼県】（第 1 回）議事要旨」に示す 

 

＜議事内容＞ 

１．平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）の概要（資料 1、2） 

２．浄化槽情報基盤の現状と課題（資料 3） 

３．浄化槽台帳システム導入に係る課題（資料 4、5） 

４．試行的導入事業において浄化槽台帳システムに導入する情報（資料 6、7） 

 

＜配布資料＞ 

資料 1 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）仕様書 

資料 2 平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）における事業の流れ 

資料 3 宮崎県浄化槽事業と浄化槽情報基盤の現状 

資料 4 試行的導入事業で活用する浄化槽台帳システム（スマート浄化槽） 

資料 5 浄化槽台帳システム導入に伴う業務フローおよび情報フローの変更点 

資料 6 浄化槽台帳システムの試行的導入計画目次案と概要 

資料 7 試行的導入事業で浄化槽台帳システムに導入する情報（案） 

参考資料 提案依頼書（RFP）の例 
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５.２.６ 第 2回ワーキンググループ【宮崎県】の概要 

 第 2 回ＷＧ【宮崎県】の議事内容および配布資料の一覧を以下に示す。また、第 2 回Ｗ

Ｇ【宮崎県】における検討内容を別紙 5-9「平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入

に関する検討ワーキンググループ【宮埼県】（第 2 回）議事要旨」に示す 

 

＜議事内容＞ 

１．試行的システムの機能の検証（資料 1、資料 2、資料 3、資料 4） 

２．浄化槽台帳システムの活用方法 

 

＜配布資料＞ 

資料 1 浄化槽台帳整備業務フロー（宮崎県） 

資料 2 宮崎県台帳検証結果 

資料 3 スマート浄化槽機能概要（宮崎県版） 

資料 4 宮崎県台帳 GIS 例示 
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平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入に関する 

検討ワーキンググループ【宮城県】（第 1 回） 

 

議事要旨 

 

日 時：平成 27 年 12 月 1 日（火）10:00～12:00 

場 所：公益社団法人宮城県生活環境事業協会会議室 

一般社団法人全国浄化槽団体連合会本部 

（TV 会議） 

１． WG の出席状況 

出席者  委 員：阿部浩二、伊藤竜一、熊谷大輔、坂本文男、高橋康浩、 

渡辺光造 

  ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：菅原亮、竹内研二 

  事務局：柴田喜久哉、中田直幸、濱中俊輔、髙橋悟 

 

２． 議事 

 資料 1、2：事業概要について 

 WG、委員会の日程は決まっているのか。 

⇒資料 2 の 1 ページに予定が記載してある。詳細な日程については後日決定する。 

 

 資料 3：現状の課題について 

 仙台市以外の市町村では表計算ソフトにより浄化槽情報を管理している。表計算

ソフトによる管理は紙媒体による管理と同様であり、情報の更新等が行われない

傾向がある。 

 検査結果の報告が紙媒体で行われているため、仙台市では毎年 2,000 枚以上の結

果報告書を指定検査機関から受け、その整理を行わなければならず、膨大な作業

量となる。 

 電子データによる管理を行う場合、個人情報の取扱いが課題となる。仙台市では

台帳を整備する準備はできているため、運用に係る個人情報の取扱いだけが課題

である。 

 公設浄化槽と民設浄化槽で課題に差はあるか。 

⇒特に課題に差はない。 

 浄化槽の廃止状況を十分に把握できていないために、台帳情報の精度が低下して

いる。また、使用停止（休止）の取扱いについては自治体によってルールが異な

るため、休止していることが自治体に伝わっていない場合もある。 

別紙 5-6 
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 廃止届が出たとしても、その後の浄化槽の状況がわからない（撤去したのかな

ど）。 

 台帳が一元化されていないため、保守点検の情報は検査機関までしか届かない。 

 設置届出書が提出された後で設置の予定が変更されることもあるため、7 条検査

を受けなければ実際に浄化槽が設置されているか不明である。設置届出書が提出

されたことに基づいて台帳を整備していると、台帳情報の精度が低下すると考え

られる。 

 表計算ソフトによる管理では、設置届出書の取り下げ申請があっても、入力した

データが消されないため、設置基数は実際の数よりも増えてしまう。 

 同じ浄化槽の設置届出書が 2 件提出される場合がある（施工業者の変更などによ

り）。 

 設置工事後に提出される使用開始の報告が必ず提出される仕組みがあれば、使用

開始に伴って浄化槽情報を追加すると台帳情報の精度は高まる。 

 宮城県では、市町村により浄化槽を担当する部署が様々であり、浄化槽とは全く

関連のない業務と兼任することもある。担当者が浄化槽を全く分からない状態で

担当することがあるため、そのような人にも扱いやすいシステムと情報の一元化

が必要である。 

 行政報告の基数の精度を上げるためには、県内でルール（例えば、設置届出書が

提出された際に 1 基加算とするか、使用開始の報告が提出された際に 1 基加算と

するか等）を統一し、徹底させればよいが、市町村の担当者が 2～3 年で変わる

ことも多く、統一ルールを徹底させることが困難である。県内で台帳システムを

一元化すると、集計の精度を容易に向上させることができる。 

 仙台市の場合は、公設の浄化槽の 11 条検査の受検率は 100％となっているが、民

設の場合は 100％に達していない。また、協会に加盟している維持管理業者から

は維持管理のデータが入ってくるが、加盟していない維持管理業者からはデータ

が手に入らない。 

 

 資料 4、5：台帳システムの導入に係る課題について 

 維持管理業者が自社の管理対象以外の情報を閲覧できるシステムは問題がある。 

⇒他社で管理している浄化槽の情報は閲覧できないようなシステムにする。 

 使用者の名義変更ができるようにしてほしい。 

 GIS の位置情報は誰が取得・入力するのか。 

⇒施工業者（設置工事の際）または指定検査機関（7 条検査の際）が位置情報（緯

度経度）を取得・入力することを考えている。位置情報は、地図上でポイント

指定することで取得する。 

 精度が高い GPS の機器を使えば現地で正確な緯度経度を計測できるが、今の段
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階では浄化槽の正確な位置を求める必要はないと思われる。浄化槽が設置されて

いる敷地の中心にピンを打つような形でよいと思われる。 

 災害時にスマート浄化槽を活用して被害状況を確認したい。復旧対策に活用でき

ると思われる。また、災害時にどの業者に連絡すればいいのかもスマート浄化槽

を活用すれば可能と思われる。 

 業者による維持管理情報の更新はどのような作業になるのか。 

⇒エクセル形式や CSV 形式で出力した情報をスマート浄化槽に追加する形にな

る。 

 イレギュラーな情報（位置情報のずれ、人槽の違いなど）が入っていた際の確認・

修正を行う機関はどこになるのか。 

⇒指定検査機関が情報の精査などを行う。 

 試行的導入事業を行うためには、個人情報保護の観点から情報が漏えいしない措

置をとる必要がある。加えて、仙台市個人情報保護条例では審議会の認証なしで

のオンライン結合を禁じているため、その点もクリアしなければならない。 

 

 資料 7：試行的導入事業で浄化槽台帳システムに導入する情報について 

 仙台市が管理している各種届出情報（電子化されているもの）は、すべて今年度

事業でシステムに導入する。 

 施工業者、保守点検業者、清掃業者が有する情報については、今年度は収集しな

いが、仙台市が保有している保守点検記録、清掃記録（公設浄化槽の情報）につ

いては、サンプルとして何件か導入することを考えている。 

 指定検査機関が管理している情報については、一通りシステムに導入するが、検

査結果を何年分入力するかにより作業量が変わってくる。試行的導入事業では 2

～3 年分の検査結果を閲覧できるようにする。 
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平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入に関する 

検討ワーキンググループ【宮城県】（第 2 回） 

議事要旨 

 

 

日 時：平成 28 年 1 月 28 日（木）10:00～12:00 

場 所：公益社団法人宮城県生活環境事業協会会議室 

一般社団法人全国浄化槽団体連合会本部（TV 会議） 

 

１． WG の出席状況 

出席者  委 員：阿部浩二、伊藤竜一、熊谷大輔、坂本文男、高橋康浩、 

渡辺光造 

  ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：菅原亮、竹内研二 

  事務局：柴田喜久哉、中田直幸、濱中俊輔 

欠席者  委 員：中川良男               （五十音順、敬称略） 

 

２． 議事 

 資料１、２：システム導入前後の業務フローについて 

 指定検査機関から仙台市への検査結果の報告は、不適正の場合は紙で、その他は

データで送付している。 

 仙台市と指定検査機関の情報は届出番号で連携されている。（仙台市では、使用

開始報告書と 7 条検査依頼書が複写になっており、届出番号を依頼書に手書きで

記入し指定検査機関に送ることで、番号の共有を図っている。） 

 スマート浄化槽を導入することで届出番号を手書きで記入する必要がなくなり、

データでのやり取りができるようになる。 

 現在、届出原本のファイルが紙で管理されているが、スマート浄化槽導入によっ

て電子データでバックアップを取ることができる。 

 仙台市で入力した情報をクラウドに上げる際には、氏名を含む状態かそうでない

状態かを選択できる。 

 設置届出書と検査依頼書（使用開始報告書）の提出にタイムラグがあるため、こ

れがデータの不備につながる。 

 スマート浄化槽を導入すると、市で使用開始報告書の情報を入力する必要がなく

なり、業務負担が軽減する。また、無届浄化槽の検査が実施されると、すぐに分

かるようになる。 

 閲覧モードでは、クラウド上の情報を閲覧することができる。 

 装置情報の中に低炭素社会対応型の型式を判断できる情報が含まれているとよ

別紙 5-7 
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い。 

 業者の所在地情報として、支店の所在地も含まれているとよい。 

⇒業者情報については、県から提供してもらうことが望ましい。 

 現在の浄化槽の位置（緯度経度）は敷地内の中心点を示している。戸建住宅であ

れば、このレベルで十分であるが、工場等で敷地が広い場合には浄化槽の位置や

ブロワの位置が分かると効果的である。 

 災害モードでは、指定検査機関の情報を通常よりも広い範囲に提供することを考

えており、災害協定のツールとして活用することができる。 

 資料３：届出台帳と検査台帳の突合結果について 

 届出は出されているが検査台帳と連携が図られていない情報が 32 件ある。これ

らについては、検査依頼が届いていれば 7 条検査を実施している。 

 廃止届出書については、指定検査機関と番号での連携を図っていないため、廃止

届出書の情報の扱いについて行政内でのルールづくりが必要である。 
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平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入に関する 

検討ワーキンググループ【宮崎県】（第 1 回） 

議事要旨 

 

日 時：平成 27 年 12 月 4 日（金）13:30～15:30 

場 所：宮崎県住宅供給公社ビル 4 階 

    一般社団法人全国浄化槽団体連合会本部（TV 会議） 

 

１． WG の出席状況 

出席者  委 員：伊藤竜一、神園健、川﨑章弘、小玉誠、坂本文男、新町一郎、 

中川良男、長友民雄、半田英徳 

  ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：黒木俊幸 

  事務局：石井、中田、濱中、髙橋（事務局） 

２． 議事 

 資料３：現状の課題について 

 現状の図では、市町村へは情報提供されていないことになっているが、補助対象

浄化槽については以前から紙媒体で情報を提供しており、今年度からは表計算ソ

フトによる情報提供となった。しかし、提供した情報がどのように使われている

かは把握していない。 

 環境省が実施する行政組織等調査の際に、市町村の要望に応じて、個人情報を含

まない様式（氏名を削除した様式）で情報を提供している。 

 県から市町村へ個人情報を提供することは問題ないか。 

⇒設置届出書は市町村を経由して保健所、県へ送られている。県が情報の集約を

しているが、届出書の原本は市町村が管理しているため、県から市町村への情

報提供は問題ないと考えられる。これは個人情報保護審議会で承認してもらう

予定である。 

 平成 24 年度以降、11 検査依頼書に次年度以降は継続して検査を実施する旨を記

載している。そのため、2 回目以降の 11 条検査の依頼書は提出を求めておらず、

日程の案内を出して返信があったもののみ検査を行っている。 

 宮崎県では地域限定で保守点検、清掃、法定検査の一括契約が行われている。 

 台帳システムを導入し受検率の向上などにつながるのか。 

⇒一括契約の把握ができれば、契約していないところにアピールができるため、

受検率の向上につながると考えられる。しかし、そういった情報を共有してい

いのか不明である。 

 スマート浄化槽では指定機関にはこの浄化槽がどこの業者により維持管理され

別紙 5-8 
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ているのかわかるようにしている。 

 保守点検専業の業者が、自社で管理している浄化槽の清掃記録や法定検査結果を

閲覧できると個人情報保護の観点で問題があるのではないか。 

⇒維持管理情報はあくまでも汚水処理施設の処理/管理状況を表すものであり、個

人情報には該当しないものと整理している。そのため、自社で点検している浄

化槽の清掃記録や法定検査結果を閲覧できても問題ないと考えている。ただし、

他社が管理している浄化槽の情報を閲覧することは問題があるため、閲覧制限

を設けることにしている。 

 1 つの地域に複数の清掃業者が存在し、地区割りがなされていない場合、保守点

検業者が清掃業者を選択できるようになるのではないか。 

⇒保守点検業者、清掃業者は浄化槽管理者が選択するものであり、スマート浄化

を導入しても変わらない。 

 台帳整備により、行政が維持管理業者を把握し、指導が行いやすくなることを望

んでいる。 

 現在、保守点検業者に対し、月ごとの新規契約および解約の情報について提供を

求めている。浄化槽ごとの保守点検、清掃業者を把握する方法は他にないか。 

⇒浄化槽管理者が、維持管理業者の変更について届出書を提出する仕組みはない。 

⇒清掃の情報、保守点検の契約の情報は県に提出される。そのため、完全ではな

いが業者の情報は入手できる仕組みとなっている。 

 保守点検業者に提出を求めている情報は、新規契約および解約をした浄化槽の情

報のみであり、保守点検結果については提出を求めていない。 

 保守点検記録は基本的には個人情報に該当しないと考えられるが、浄化槽使用者

の病気の情報などの機微情報が含まれる可能性もあるため、その点には留意が必

要である。 

 設置届出書には維持管理業者が記載されているが、実際に維持管理する業者が記

載と異なることは多々ある。また、7 条検査依頼書にも維持管理業者を記載する

ことになっているが、同様に、実際の維持管理業者と異なることがある。 

⇒今後、台帳システムを導入すれば維持管理業者の変更についても把握が可能と

なる。 

 県では、すでに保守点検契約に関する情報、清掃実績の情報を入手できているが、

県台帳との突合が困難であり、この点が課題となっている。 

 維持管理業者から提出された情報では、ゼンリン地図などで使用されている住居

表示と住所が異なることがある。その場合どのように突合するのか。 

⇒町丁字名までの住所を割り出し、設置場所情報と突合する。スマート浄化槽で

は最終的には設置場所の位置情報を管理し、近くの浄化槽を同一浄化槽と認識

させる。 
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 現状の課題としては、維持管理業者からの情報が県に提供される仕組みはできて

いるが、県台帳との突合が困難である点が挙げられる。 

 設置届出書は市町村経由となっているが、どの情報を市町村は所有しているの

か。 

⇒設置届は建築概要書に添付するものと、浄化槽事業単独のものの 2 種類が存在

する。宮崎市では 3 部、その他の市町村では 4 部作成することになっている。

届出書は県、市、保健所、土木事務所がそれぞれ保管、管理している。 

⇒届出書には個人情報が記載されているため、どこで誰が管理しているかが重要

である。県の台帳は市町村所有のデータを回収し、作成しているものであり、

県独自に所有しているデータではない。代行として県がまとめていることにな

るので、台帳情報を市町村に提供することは問題ないと思われる。県が Access

により台帳を作成し、各市町村へ複製を提供する形では情報漏えいの恐れがあ

る。しかし、台帳システムを導入し、各市町村が閲覧できる環境となれば、情

報漏えいの可能性も低くなる。 

 市町村では、届出情報を電子データ化して管理しているのか。 

⇒宮崎市ではデータ管理しているが、その他の地域では補助対象浄化槽の情報の

み電子データで管理している市町村が多い。 

 宮崎県では維持管理業者からデータの提供を受けているが、維持管理業者にとっ

て、それらの報告作成の業務負担は大きいのではないのか。 

⇒保守点検専業の業者や施工業者には、電子データによる管理を行っていない会

社もある。報告文書を手書きで作成している業者も多く、業務負担は大きいと

考えられる。 

 県が清掃実績の報告を求める根拠は何か。 

⇒県の指導要領で報告することが定められている。 

 

 資料 4、5：台帳システムの導入に係る課題について 

 現在、県台帳への入力およびその後の運用を指定検査機関（環境科学協会）へ委

託している。検査台帳との突合は指定検査機関に委託している状況にあり、スマ

ート浄化槽を導入した際も、これまでと同様に、データ入力を指定検査機関へ委

託したいと考えている。 

⇒現状では指定検査機関の業務負担が大きいため、浄化槽協会へ代行入力を委託

し、指定検査機関に精査を委託することを想定していた。 

 設置届出書と 7 条検査依頼書はほぼ同じ情報が記入されているため、これらの入

力とひも付け作業は問題なく行えると思われる。しかし、廃止届出書や、管理者

変更の報告については単純な入力作業ではなく、ある程度の経験を要する。例え

ば、廃止届出書が提出されても、検査台帳に情報が存在しない場合があり、その
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場合は県台帳の確認を必要とする。そこで県台帳に記載されていた情報だとして

も、本当に廃止扱いにしてよいのか判断する必要がある。そのため、代行入力者

には知識と経験が求められる。 

 どの機関が代行入力するかは、業務内容と業務量を明らかにして十分検討したほ

うがよい。 

 まずは県台帳を整備する必要がある。その後運用の仕方を検討しなければならな

い。 

 スマート浄化槽はクラウドにより情報の管理をしているが、安全性について、県

はどのように考えているのか。県内市町村で一元化された台帳システムを活用す

る場合、各市町村からはシステムの安全性に対する保障が求められると思われ

る。 

⇒個人情報保護審議会によりオンライン結合の可否などを審議する予定である。 

⇒スマート浄化槽では、国内データセンターを活用することとしており、セキュ

リティー対策についても問題ないと考えている。 

 県台帳の情報を指定検査機関、市町村、県の三者間で共有する場合と、業者にも

提供する場合で個人情報の扱いは変わってくると思われる。 

⇒県台帳の情報を提供する業者は施工業者のみとする予定である。施工業者への

情報提供は届出情報どおりに浄化槽が設置されているか確認するためである。 

 指定検査機関に情報が提供され、その情報を維持管理業者と共有すると、二次的

に業者へ情報が流れることにはならないか。 

⇒業者へはメーカーなど浄化槽の型式別仕様情報だけが流れることになるため、

問題ないと思われる。 

⇒県台帳は指定検査機関の所有する検査台帳を基に精査する。指定検査機関は検

査台帳を基に業者と連携することになるため、県台帳の情報が業者に流れるこ

とはない。 

⇒必要があれば、届出情報から個人情報を削除して提供してもらえないか検討す

る必要がある。 

 指定検査機関から業者へ検査結果を提供することは問題ないのか。 

⇒一括契約の契約書には本人同意の項目があるが、その他については個々に本人

同意を取る必要がある。 

⇒不適正の場合は保健所から使用者に対して行政指導がなされ、使用者が業者へ

連絡する。業者から情報提供を求められた場合、指定検査機関は情報を提供し

ている。しかし、必ずしも使用者が業者へ連絡すると言うわけでもないので、

行政指導後の仕組みがしっかりとできればよい。 

 

 資料 6、7：試行的導入事業で浄化槽台帳システムに導入する情報について 
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 補助金情報は県台帳に記載されているのか。 

⇒設置届出書に記入欄がある。 

 行政指導の結果は県台帳に記載されているのか。 

⇒県台帳には記載されていないが、宮崎市の台帳には記載されている。 

 行政指導の情報は台帳に記載しても問題ないのか。 

⇒行政指導の内容は記載せず、行政指導の有無だけなら問題ないと思われる。 

 台帳情報の精査のために清掃業者からの情報を提供していただきたい。⇒県台帳

にも記載されている情報なので問題ないと思われる。 

⇒全県で行うと膨大な量になるので、今回は地域を限定して行う。 

 維持管理情報を台帳に記載することにあたり、県内の業者（今回は限定された地

域の業者）に県へ情報を提供しなければならない根拠や提供した情報が台帳に記

載されることの説明を行わなければならない。 

 届出情報や個々の浄化槽に番号を振り分けることにより、情報の管理の負担は軽

くなると思われる。 

 行政が主体となって台帳整備において、業者から情報提供してもらうためには、

業者にとって何らかのメリットが必要になると思われる。 

⇒台帳整備は浄化槽の適正管理を目的としており、これは維持管理業者にとって

もメリットとなる。 
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平成 27 年度浄化槽台帳システムの試行的導入に関する 

検討ワーキンググループ【宮崎県】（第 2 回） 

議事要旨 

 

 

日 時：平成 28 年 2 月 9 日（火）13:30～16:00 

場 所：宮崎県住宅供給公社ビル 4 階 

    一般社団法人全国浄化槽団体連合会本部（TV 会議） 

 

１． WG の出席状況 

出席者  委 員：伊藤竜一、神園健、川﨑章弘、小玉誠、坂本文男、新町一郎、 

中川良男、長友民雄、半田英徳 

  ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：黒木俊幸             （五十音順、敬称略） 

  事務局：石井昭雄、中田直幸、濱中俊輔、髙橋悟 

 

２． 議事 

試行的システムの機能の検証について伊藤委員より、資料 1、資料 2、資料 3 を用いて説

明がなされ、以下の議論が行われた。 

 不適正のみの表示などは可能か。 

⇒（伊藤委員）データベースから不適正を絞り込み、画面上で確認する方が簡単に

見分けられると思われる。 

⇒地図上に検査結果として適性や不適正の表示ができる機能が欲しい。 

⇒（伊藤委員）色の組み合わせなど凡例の分け方次第で可能である。 

⇒法定検査の受検の有無などは地図上で視覚的にわかるようにしてほしい。 

⇒（伊藤委員）表示の選択（表示の条件）の組み合わせで表示できる。 

 表示条件の選択などは各機関で行えるのか。 

⇒（伊藤委員）各機関がスマート浄化槽閲覧モードで使用する場合は、あらかじめ

設定された表示方法しか選択できない。 

 地番や枝番の有無でランクを A、B、C、D と分けているが、番地が不明とはどのよ

うなことか。 

⇒（伊藤委員）地番の記載が無かったり、番地の部分が「その他、その１、その２」

のような標記になっている。設置届け出書に多く見られる。 

 現在このシステムには宮崎県内全ての情報が入っているのか。 

⇒（伊藤委員）入っている。届出情報や検査情報から住所の正確性などは 70%程度 

だと思われる。 

 宮崎県内では同じ地域に、同じ苗字の人が多く住んでいると言った特殊な地域があ
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る。そう言った場合は正確な住所が必要なのではないか。 

⇒（伊藤委員）スマート浄化槽では名前を使わずに検索するシステムがある。その

場合は正確な住所が必要である。 

 B から A ランクへの修正は可能か。 

⇒（伊藤委員）住所の変更はできる。ランクの変更は検討中である。 

 宮崎県では 11 条検査の受検率は 50%であるが、50%はマッチングできているという

ことか。 

⇒（伊藤委員）浄化槽を特定するためには、枝番までは必要ない。スマート浄化槽は

届出をもとに台帳を作成しているため、台帳内で正確な位置情報整備の整備がな

されていなくても、定期的にメンテナンスを行っていれば、位置情報は正確なも

のになると思われる。また、位置情報が枝番、枝枝番まで正確でなくても、スマ

ート浄化槽内の位置情報をもとに、検査機関の方が現場に行くことができるので

あれば問題と思われる。 

 スマート浄化槽に含まれている全情報とは、廃止された浄化槽も含まれるのか。ま

たその場合どのように区分けするのか。 

⇒（伊藤委員）含まれている。表示方法を変えることができる。 

 現在宮崎県の検査機関では年に 11 万件の検査結果を送付しており、そのほとんどが

届いている。しかし、A ランクの情報がそれよりも少ないのはなぜか。 

⇒（伊藤委員）その多くは B ランクに含まれていると思われる。システム上、住所

情報だけでは B ランクへ振り分けているものもあるためである。 

 浄化槽の位置を示すポイントは編集で位置を変えることができ、正確な浄化槽の位

置へ移せる。しかし、スマート浄化槽を利用する全ての人が編集可能になると、混

乱を生じるため、編集したことを指定検査機関へ通知するなどのルールを決める必

要がある。 

 （伊藤委員）地図の使用はオープンストリートマップも検討している。 

 位置情報を取得するためには、タブレットなどは必要となるのか。 

⇒（伊藤委員）タブレットやスマートフォンでも可能である。しかし、現在のスマ

ートフォンの GPS 精度では数メートルの誤差がでる。 

 各業者がシステムにアクセスできるようにすると、セキュリティー上問題があると

いうことか。 

⇒（伊藤委員）今回のシステムにおいて、各民間業者は行政のデータベースに直接

アクセスできるわけではない。民間業者は IDC の民間境域にしかアクセスできな

いため、問題ないと思われる。 

 システムの管理者権限のある人は誰がログインして、何をしているかなどは分かる

ようになっているのか。 

⇒（伊藤委員）システムにアクセスするとログが残るため、誰がログインしたかは



5-42 
 

わかるようになっている。しかし、何を操作したかまでログを残すかは検討中で

ある。 

 廃止届を受けることがあるが、廃止の仕方までは確認していない。そのため、廃止

した土地に浄化槽が埋められたままになり、トラブルになるケースがある。 

 宮崎県では基本的には撤去することになっており、埋殺しは認めていない。 

 廃止届出だけでは、その後の状況までは分からない。 

 臭いの苦情が市町村にも届くことがある。宮崎県では権限移譲されていないので、

保健所に届けることになっているが、一旦市町村としても、浄化槽の場所などを確

認している。このように苦情が届いた時などに、台帳システムは活用できると思わ

れる。 

 今はビュアーだけだが、今後システムを活用するに当たり、苦情の情報や対処し歴

なども書き込めるとよい。 

⇒（伊藤委員）浄化槽ではないが、下水道台帳において、仙台市では苦情情報や対

処履歴についてはテキストとして記録している。 

⇒浄化槽において臭気の問題は、浄化槽使用者の体調など機微情報に当たる可能性

があり、システム上に記載するかは検討が必要である。 

 （伊藤委員）宮崎県は現在、権限移譲されていないため、市町村はクラウド上の情

報の閲覧できる形態になっている。今後市町村ごとに権限委譲が進んだ場合は、デ

ータベースを各市町村が所持することになり、自ら管理することになる。 

 ビュアーでも一覧表を表示し、エクセルなどに出力できるのか。 

⇒（伊藤委員）一覧表示は可能だが、エクセルへの出力はできない。しかし、集計

結果であれば、出力できる。 

⇒どのような集計をするかは、市町村ごとに設定できるのか。 

⇒（伊藤委員）集計できるのは県だけである。市町村はどのような集計結果が必要

かを県に要望し、集計してもらう必要がある。データベース化されているので、

集計は容易にできる。 

 生排計画にシステムを利用する場合は単純な集計だけでは不十分であると思われ

る。 

 下水道課など他の部署の人もシステムを見ることはできるのか。 

⇒（伊藤委員）データの所有権は宮崎県にあるため、宮崎県が許可を出せば可能で

ある。 

 市町村にデータを譲渡する場合は、個人情報の取扱いに注意しなければならない。 

 宮崎県として、届出情報は市町村と共有のデータであると考えている。そのため、

市町村とも共有し活用していきたい。市町村からもデータが欲しいと言う要望があ

る。 

⇒共有し、活用する場合は閲覧モードではなくなっている。 
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⇒現段階では、閲覧モードとはどのような仕様になっているのかを示しており、今

後活用するに当たり必要なカスタマイズなどを検討している。 

 災害時にはどのような活用ができるのか。 

⇒災害時に活用する場合は、各業者などと災害時の協定を事前に結び、災害時に応

援に来てもらう体制などを整える必要がある。 

 宮城県ではシステムを使い、協力体制を整えており、環境省も評価していた。 

 （伊藤委員）地図上で範囲を選択し、その中に浄化槽が何基あるのかと言ったカス

タマイズは可能である。 

 ハザードマップを反映することは可能か。 

⇒（伊藤委員）可能である。 

 地図上にハザードマップを反映し、実際に災害が起きた際は、被災区域の反映や、

浄化槽の被害状況、復旧の優先順位などを表示することはできるのか。 

⇒（伊藤委員）可能であるが、地図情報を編集する専門家が必要になる。仙台市で

はデータの蓄積により可能であった。 

⇒色分けにより浄化槽の状況が把握できるようにし、指示が出せるようにしたい。 

⇒（伊藤委員）そのためにはコントロール端末が必要であり、紙媒体により指示を

出すことができる。また、現在 C、D ランクの位置情報を素早く正確な位置情報に

する必要がある。 

 GIS の色分けについて要望はあるか。 

⇒できるだけ単純に色分けするのが望ましい。その上で何を表示するのか選択でき

るようにした方がいい。 
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第６章 浄化槽情報基盤整備に関する課題整理及び情報提供 

 

６.１ 浄化槽情報基盤整備に関する課題と解決策 

第２～４章に示したとおり、有識者委員会およびＷＧにおいては、試行的導入の範囲に

こだわらず、今年度導入したシステムを県、市町村、指定検査機関、工事/保守点検/清掃業

者の情報連携のために用いる場合の課題とその解決策について検討した。以下に課題と解

決策を示す。 

 

【課題 1】 

台帳システムの導入・運用に伴い、市町村側の作業負担が増加する懸念がある。【宮

崎県内市町村の課題】 

 市町村に対する権限移譲が進んでいない場合、浄化槽情報基盤整備は都道府県が行

うこととなり、今年度の試行的導入事業で用いたようなシステムを活用することで、

指導権限を有する都道府県のみならず、指導権限を有さない市町村においても浄化

槽情報を活用できるようになる。宮崎県においては、各種届出書類の受付窓口を市

町村が担っており、各市町村でそれらの紙原本を保管しているが、電子データ化を

ほとんど行っていないため、市町村に台帳システムを導入することで作業負担が増

加するのではないかとの不安感があり、上記の意見が出された。 

 

＜解決策＞ 

県全域で一元化された台帳システムの導入を進める場合には、県が市町村に対して導

入・運用に関する作業負担を説明する。 

表 6-1 に示すように、今年度の試行的導入事業の対象となった宮崎県の事例では、指導権

限を有さない市町村（宮崎市以外の県内市町村）は、県から提供された浄化槽情報を、イ

ンターネット経由でダウンロード・インストールしたソフトウェアで閲覧利用するのみで

あり、作業負担は小さい。ただし、サービス利用（浄化槽情報を閲覧する仕組みの利用）

を行うためのサービス利用料を負担する必要があるため、その予算確保が必要となる。 

指導権限を有する都道府県または市町村においては、台帳システムの導入に際して、表

6-1 の「宮崎県および宮崎市」と同様の作業が必要になる。また、指定検査機関についても

「宮崎県および宮崎市」とほぼ同様の作業が必要になる。 
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表 6-1 浄化槽台帳システムの導入および運用に係る県・市町村の負担（宮崎県の例） 

 宮崎県および宮崎市 その他の県内市町村 

初

期

導

入

業

務 

要求定義  仕様書の作成 

 個人情報保護条例、情報セキュリ

ティポリシー等に準じた手続き 

 予算（サービス利用料）の確保 

（5万円/月） 

 

 

 

 

 予算（サービス利用料）の確保 

 （2 万円/月（閲覧モード）） 

浄化槽情報

基盤整理 

 システムベンダへのデータの提

供 

  

浄化槽環境

基盤導入 

 台帳利用専用 PC の購入（必要に

応じて） 

 台帳利用専用 PC の購入（必要に

応じて） 

台

帳

整

備

業

務 

PPP 台帳基盤

検証導入 

 既存システムとの連携確保のた

めの調整（既存システムを保有し

ている場合） 

 

ｿﾌﾄｳｪｱ利用

環境整備 

 ソフトウェア導入（システム会社

によるカスタマイズを経てイン

ストール） 

 ソフトウェア導入（インターネッ

ト経由でダウンロード、インスト

ール） 

運

用

業

務 

ｿﾌﾄｳｪｱテス

ト・維持 

 運用・閲覧テスト 

 

 運用・閲覧テスト 

 

ｿﾌﾄｳｪｱ利用  閲覧・利用 

 新規データの入力・提供 

 閲覧・利用 

 

 

【課題 2】 

県、市町村、指定検査機関、業者がいずれも台帳システムにアクセスするため、情報

の流れを明確にし、各機関が閲覧できる情報とできない情報を決定する必要がある。【宮

崎県内市町村の課題】 

 今年度の試行的導入事業で用いたようなシステムは、情報の集積や更新を継続的に

行う上では非常に合理的なシステムであるが、その反面、行政情報を外部データセ

ンター内の情報基盤に預け、さらにその情報基盤に対して民間業者を含む各関係者

がアクセスできることから、情報の不特定多数に対する流出等について懸念をもた

れたと推察される。 

 

＜解決策＞ 

情報の流れを示した概略図を作成し、関係者に対して十分に説明する。 

 インターネットデータセンターに構築した情報基盤は公共領域と民間領域に物理的に分

割されており、公共領域に対しては、地方公共団体（保健所を含む）と指定検査機関が、

民間領域に対しては、指定検査機関と民間業者がそれぞれアクセスできるようになってい

る。また、市町村はそれぞれが所管する地域に設置された浄化槽の情報のみ閲覧でき、維

持管理業者はそれぞれが管理契約を結んでいる浄化槽の情報のみ閲覧できるよう制限をか

けることで、情報の不特定多数への流出は起こらない仕組みとなる。 



 

 

 

【課題

の

 

＜解決

サー

る必要

システ

する仕

 

 

 

 

 

 

図

題 3】 

情報漏えい

の課題】 

決策＞ 

ービス利用者

要があり、一

テムの運用に

仕組みを構築

図 6-1 浄化槽

いが生じた場

者が個々に安

一定規模以上

に際して、県

築することが

槽台帳システ

場合の影響の

安全管理措置

上の事業者は

県が安全管理

が望ましい。

6-3 

テムを活用し

の範囲を想定

置（組織的/人

はプライバシ

理措置規定を

 

した際の情報

定しておく必

人的/物理的/技

シーマーク等

を作成し、そ

報の流れ（例

必要がある。

技術的安全管

等を取得する

その運用状況

例） 

【宮崎県内市

管理措置）を

ことが望ま

況を第三者が

 

市町村

を講じ

しい。

が監査
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【課題 4】 

本格運用において、届出情報の入力および精査を県から外部に委託する予定である

が、実施機関が確定していない。【宮崎県の課題】 

 

＜解決策＞ 

届出情報の入力、精査にはある程度の経験が必要であるため、既に代行入力・精査業務

を実施している指定検査機関における業務内容・フローを参考にして実施機関を決定する。 

 

 

【課題 5】 

個人情報保護条例、情報セキュリティポリシー、ガイドラインに準拠した個人情報の

取扱いが求められる。（行政情報の外部提供の制限、情報システム処理の外部委託に関

する要求事項、電子計算機の結合の制限）【仙台市の課題】 

 

＜解決策＞ 

下記①～③を実施することで、仙台市個人情報保護審議会の承認を必要とせずに、本事

業で採用した浄化槽台帳システムを活用できる。ただし、行政情報を外部に送付および送

信する際は、その都度、情報管理者（下水道調整課長）の許可（決裁）を得る必要がある。

（別紙 6-1 参照）また、工事完成図書および図面の外部提供に関しては、氏名等を削除する

作業性等を考慮し、提供方法を再検討する必要がある。 

① 外部に提供する情報から氏名等を削除し、浄化槽番号と住所だけの情報とすることで、

行政情報の重要性分類をⅠからⅡに下げる。（注１） 

万が一、情報漏えいが起こった場合の影響の範囲を最小限にとどめるため、外部

提供する行政情報の重要性分類を下げる手段として①を実施した。 

また、今年度の事業を実施するにあたって、市が管理する届出情報の外部提供が

必要であったが、試験データであっても個人情報（重要性分類Ⅰ）を外部に提供す

るためには、「最高情報セキュリティ責任者（まちづくり政策局長）との協議」お

よび「当該行政情報の提供を受けるものとの協定または契約の締結」が必要と判断

された。この手続きにはかなりの時間を要すると推測され、今年度事業の期間内に

システム導入を進めるため、重要性分類を下げて手続きの簡素化を図った。 

② 情報システム処理を伴う業務を情報セキュリティ等の研修を受講した事業者に委託

し、この業務は庁舎内で行う。 

③ 仙台市の PC 端末とクラウドの間にシステム処理業務受託業者の PC 端末を置き、シス

テム処理業務受託業者の PC 端末からクラウドに接続する。システム処理業務受託業

者に対しては、USB 等でデータ提供を行う。（注２） 
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注１）机上の考察では氏名等を削除して浄化槽番号と住所のみで運用することについて支

障は無いと判断するが、実際に運用してみないと分からない部分があると推察され

る。よって、システム導入の前に（平成 28 年 8 月頃まで）、オフライン状態で試験

運用と検証作業を行う必要があると考える。 

注２）今後運用していく中で、仙台市 PC 端末とクラウドとを直接回線で結合することに公

益上の必要性があると認められた場合、仙台市個人情報保護審議会による審査を経た

上で，直接結合することもあり得る。（個人情報に該当しないため審議会の審査の対

象外であるが、安全のため審査を依頼する。） 

 

 

【課題 6】 

個人情報保護条例、情報セキュリティポリシー、ガイドラインに準拠した個人情報の

取扱いが求められる。【宮崎県の課題】 

 

＜解決策＞ 

「「目的外利用・提供の制限」の例外事項（条例第９条第２項第７号関係）について」お

よび「「オンライン結合による提供の制限」の例外事項（条例第１０条第３号関係）につい

て」の 2 事項について個人情報保護審議会に諮る。 

 

 

【課題 7】 

維持管理業者からの報告（保守点検契約状況報告、清掃状況報告）に記載されている

浄化槽の設置場所は表記が不正確である事例が認められており、それらの情報を台帳情

報とひもづけする方法を検討する必要がある。【宮崎県の課題】 

 

＜解決策＞ 

「設置場所住所」、「使用者氏名」、「単独/合併の区分」、「人槽」、「使用者電話番号」を用

いて照合する。設置場所情報の精度を高めるためには、県から清掃業者に対して清掃実績

の入力フォームを配布し、1 年を通してそのフォームで情報収集を行うことで、台帳整備に

必要な精度を有した情報を確保することができる。 

 

入力フォームの例 

 
 

 

町丁字 地番 単独/合併 メーカー 型式 人槽 処理規模 作業日
状況

（新規・廃
止・定期）

県台帳番号
または

顧客番号
使用者名称 電話番号

設置場所 浄化槽 作業
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【課題 8】 

「小さな自治体では台帳システムは必要ない」、「施工業者、維持管理業者がシステム

を利用するメリットが不明確である」といった意見があるため、各関係者にシステム利

用のメリットを説明するための準備が必要である。【宮崎県内市町村の課題】 

 

＜解決策＞ 

システム導入により提供されるサービス内容と利用者メリットについて整理する。 

指導権限を有する自治体がサービス利用するメリットは、GIS 機能を含めた台帳システム

機能全般を活用できることや、設置・維持管理状況の実態を把握できることなど多岐にわ

たる。また、指導権限を有していない自治体においては、現在、未活用の浄化槽情報を活

用できるようになり生活排水対策への活用等が図られる。施工業者、維持管理業者がサー

ビス利用するメリットは以下のように整理できる。 

また、災害時の対応・復旧を迅速に行うためのツールとしても活用の可能性があるほか、

市町村設置型浄化槽事業を行っている市町村においては、アセットマネジメントに浄化槽

台帳システムを活用することも可能である。 

 

 ◆施工業者、維持管理業者がサービス利用するメリット 

【現状のシステムでは】 

 保守点検・清掃・法定検査の 3 業種間での情報連携が図られ、業務の精度が向上す

る 

 維持管理情報をバックアップとして IDC に保管するため、災害時の事業継続に有効

である 

 

【システム改修によるメリット増大】 

 モバイル端末（タブレット、スマートフォン）を用いて、現場で記録票の確認およ

び作成ができる 

 業者単位でシステム導入/改修を行う方法と比べ、安価に機能を活用できる 

 帰社後に記録票データを入力する方法よりも、業務が効率化される 

 顧客からのイメージアップが図られる 

 より精度の高い地図を採用し、工事および清掃車輛の駐車位置や資材置き場を事前

に確認できるようなサービスが活用できる 

 

 

  



 

＜参

大

迅速

 

 ◆浄

①

 

②

 

③

 

④

 

チェ

参考＞浄化槽

大規模災害時

速な対応が可

浄化槽台帳シ

①災害情報の
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ード画面例
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災の可能性の
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システムを活

のある浄化槽を

活用し、被災

を抽出 

災浄化槽に対

 

対応フ

迅速な対

・復旧が

対する
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が可能



 

＜参

浄

およ

 

参考＞浄化槽

浄化槽台帳シ

よび解析機能
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浄化槽台帳システム（スマート浄化槽）における個人情報等の取扱いについて

（仙台市メモ） 

 

１．個人情報について 

◎氏名を含んだ情報は個人情報に該当する。 

◎浄化槽管理番号と住所だけでは個人情報に該当しない。 

【個人情報保護条例第 2条第 1号】 

個人に関する情報（※）であって，特定の個人を識別することができるもの（他の情報と

照合することができ，それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。） 

※「個人に関する情報」とは，氏名，性別，生年月日，思想，信条，心身の状況，病歴，成

績，学歴，職歴，親族関係，所得，財産の状況その他一切の個人に関する情報。 

 

２．提供データ毎の情報種別 

 ◎保守点検業者，清掃業者及び工事業者が提供するデータは，仙台市発注の業務委託・

請負工事を施行した結果得られた情報であり，成果品の一つに当たることから，「仙台

市行政情報セキュリティポリシー」に基づく行政情報に該当する。 

 ◎指定検査機関が提供するデータは，当該機関が独自に収集したデータであるため行政

情報には該当しない。 

 ◎行政情報の重要性分類は，提供データに氏名等を含む場合（ケース１）は重要性分類

Ⅰに該当し，氏名等を含まない場合（ケース２）は重要性分類Ⅱに該当する。 

 

 （ケース１）氏名等を含む場合 

データ提供元 提供データの内容 個人情報 行政情報 

仙台市 設置届等※（氏名・浄化槽管理番号・住所等） 該当する 重要性分類Ⅰ

保守点検業者 保守点検記録票（浄化槽管理番号・住所等） 該当しない 重要性分類Ⅱ

清掃業者 清掃記録票（浄化槽管理番号・住所等） 該当しない 重要性分類Ⅱ

工事業者 
完成図書，図面（氏名・浄化槽管理番号・住

所等） 
該当する 重要性分類Ⅰ

指定検査機関 
法定検査結果表（氏名・浄化槽管理番号・住

所等） 
該当する － 

  ※ 設置届，変更届，使用開始報告書，届出事項変更届，使用廃止届，設置届出書等取下願 

 

 （ケース２）氏名等を含まない場合 

データ提供元 提供データの内容 個人情報 行政情報 

仙台市 設置届等※（浄化槽管理番号・住所等） 該当しない 重要性分類Ⅱ

保守点検業者 保守点検記録票（浄化槽管理番号・住所等） 該当しない 重要性分類Ⅱ

清掃業者 清掃記録票（浄化槽管理番号・住所等） 該当しない 重要性分類Ⅱ

工事業者 完成図書，図面（浄化槽管理番号・住所等） 該当しない 重要性分類Ⅱ

指定検査機関 
法定検査結果表（氏名・浄化槽管理番号・住

所等） 
該当する － 

別紙 6-1 
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【概念図】 

 

      ：行政情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．スマート浄化槽における外部へのデータ提供について 

 (1) 個人情報保護条例の観点 

◎個人情報データの外部提供は可能。 

※今回の個人情報の利用目的は，浄化槽台帳データを電子データとして関係者間で効

率的かつ正確に管理するためであり，浄化槽事業の範囲内で利用するものである。

よって，利用目的以外の目的には利用しないことから，条例第9条第1項に基づき，

実施機関（仙台市）が個人情報データを外部に提供することは可能である。 

 

【仙台市個人情報保護条例第 9条第 1項】 

実施機関は，利用目的以外の目的のために，個人情報を当該実施機関内において利用し，

又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし，次の各号のいずれかに該当す

るときは，この限りでない。 

(1) ～(4)，(8)略 

(5) 専ら統計の作成又は学術研究のために利用し，又は提供する場合において，本人の権利

利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき 

(6) 当該実施機関内で利用する場合又は他の実施機関に提供する場合において，当該事務の

性質上当該個人情報を提供することにやむを得ない理由があると認められるとき 

(7) 国等にその所掌する事務の遂行に不可欠な個人情報を提供する場合において，当該事務

の性質上当該個人情報を提供することにやむを得ない理由があると認められるとき 

 

仙台市 

（設置届等） 

指定検査機関 
（法定検査結果表） 

保守点検業者 
（保守点検記録票）

清掃業者 

（清掃記録票） 

浄化槽情報基盤システム

運用：指定検査機関 

工事業者 

（完成図書・図面） 
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 (2) 情報セキュリティの観点 

 ① 重要性分類Ⅰの行政情報を外部に提供する場合（ケース１の場合） 

  ◎公益上特に必要であり，かつ，行政情報の保護上支障がなく，法律や本市条例上の

問題がないと認められるときは可能。【「共通実施手順」第 12(1)③】 

※上記(1)より条例上の問題は無い。公益性とセキュリティ対策が前提となる。 

  ◎外部に提供しようとするときは，次の手続きが必要。【「共通実施手順」第 12(2)～(3)】 

試験データの提供の場合も必要 

・最高情報セキュリティ責任者（まちづくり政策局長）との協議 

・当該行政情報の提供を受けるもの（指定検査機関）との協定または契約の締結 

  ◎外部に提供したときは，局（区）情報管理者（建設局長）への報告が必要。 

 ② 重要性分類Ⅱの行政情報を外部に提供する場合（ケース２の場合） 

   特に定めはない。 

 ③ 共通事項（ケース１及び２） 

   行政情報を外部に送付及び送信を行う際は，その都度，情報管理者（下水道調整課

長）の許可（決裁）を得る必要がある。【「セキュリティポリシー」第 2 章(3) ③(i)】 

 

【情報セキュリティ共通実施手順】 第 12 行政情報の提供 

 ポリシー第 2章(3)③(i)に定める行政情報の提供については，以下のとおりとする。 

(1) 情報管理者は，重要性分類 S又はⅠの行政情報を外部に提供してはならない。ただし，

次の各号のいずれかに該当するときは，この限りでない。 

 ①当該行政情報が公表を目的として収集され，又は作成されたものであるとき。 

 ②法令等に定めがあるとき。 

 ③当該行政情報を保有する事務所管課の情報管理者が公益上特に必要であり，かつ，行政

情報の保護上支障がなく，法律や本市条例上の問題がないと認められるとき。 

(2) 情報管理者は，前項ただし書の規定により重要性分類 S又はⅠの行政情報を外部に提供

しようとするときは，予め最高情報セキュリティ責任者（公営企業にあっては局（区）

情報管理者）と行政情報提供協議書（様式第 12 号）により協議しなければならない。

(3) 情報管理者は，(1)の①，②又は③の規定により重要性分類 S 又はⅠの行政情報を外部

に提供しようとするときは，法令等に特別な定めがある場合を除き，次に掲げる事項につ

いて，当該行政情報の提供を受けるものと協定又は契約を締結しなければならない。（①

～⑨略） 

(4) 情報管理者は，(1)各号の規定により行政情報を外部に提供したときは，当該局等の局

（区）情報管理者に報告しなければならない。 

 

【仙台市行政情報セキュリティポリシー】 第 2章(3) ③行政情報の管理方法 

(i) 行政情報の管理及び取扱い 

 ・情報管理者は，パスワード等によるアクセス制限を適切に行わなければならない。 

 ・職員は，業務目的以外に行政情報を利用してはならない。 

 ・職員は，業務上必要な場合は，情報管理者の許可を得た上で行政情報の送付及び送信を
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行わなければならない。 

 ・職員は，行政情報を執務室外へ持ち出す場合は，共通実施手順に定める様式により，情

報管理者の許可を得なくてはならない。 

 ・職員は，行政情報を持ち出す場合は，適切な保護対策を講じなければならない。 

 ・職員は，行政情報を情報管理者の許可なく部外者へ提供してはならない。 

 

４．情報システム処理の外部委託について 

◎仙台市が個人情報の情報システム処理を伴う業務を外部に委託する場合，次の手続き

が必要となる。 

 ①当該委託業務が市の庁舎等以外で行われる場合，あらかじめ外部委託審査会の承認

を得る必要がある。【ガイドライン 5(2)】 

 ②市は受託予定者に対し，個人情報の保護に係る契約予定事項等について事前に調査

を行い，その結果について外部委託審査会の承認を得る必要がある。【ガイドライン

6(1)】 

 ③受託予定者は事前に情報セキュリティ等の研修を受講する必要がある。【ガイドライ

ン 6(5)）】 

注１）①，②について，仙台市は個人情報の情報システム処理を伴う業務を江北情報サ

ービス(株)に委託している。この業務は庁舎内で行われているため，外部委託審

査会の承認は不要。ただし，スマート浄化槽開始後において，庁舎等以外の場所

で再委託業務が発生する場合，当該業務は事前調査や外部委託審査会の対象とな

る。 

注２）③について，江北情報サービス(株)は情報セキュリティ等の研修を受講済み。た

だし，スマート浄化槽運用開始後において再委託業務が発生した場合，再委託業

者は研修を受ける必要がある。 

 

【情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン】 

１～２ 略 

３ 対象となる委託業務 

  このガイドラインの対象となる業務は次に掲げるもの（以下「外部委託業務」という。）

とする。 

(1) 個人の氏名，生年月日その他の記述または個人に付された番号，記号その他の符号に

より当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に個人情報を記録している公文書を使

用し，個人情報の情報システム処理を主として行う業務及び個人情報の情報システム処

理を行い出力された個人情報を含む帳票の製本，封入，封かん処理を行う業務。 

(2) 個人の氏名，生年月日その他の記述または個人に付された番号，記号その他の符号に

より当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に個人情報を記録する公文書を作成す

る業務であって，個人情報の情報システム処理を伴うもの。 

４ 略 
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５ 外部委託業務実施に伴う個人情報を取り扱う作業 

(1) 外部委託業務の実施にあたり，個人情報を取り扱う作業は，市の管理権限がおよぶ庁

舎等の内部で行わなければならない。ただし，特殊な装置の利用を必要とする場合など，

市の管理権限がおよぶ庁舎等以外の場所で個人情報を取り扱う必要性があり，市として

当該作業の監督を十分に行えることが確認されている場合は，この限りでない。 

(2) 業務担当課は，(1)ただし書きの規定により市の庁舎等以外の場所で個人情報を取り

扱う作業を行おうとするときは，様式第 1号によりあらかじめ外部委託審査会に審査を

依頼し，その承認を得なければならない。 

６ 外部委託業務実施に伴う手続き 

(1) 業務担当課は，受託予定者に対して，７に定める契約事項を遵守できるかについて，

契約締結前に調査を行うものとし，その結果に関して，様式第２号により外部委託審査

会に審査を依頼し，その承認を得なければならない。この場合において外部委託審査会

の承認を得られない場合は，契約を締結しないものとする。ただし，契約締結前に調査

を行うことができないことにつき，特別の事情がある場合であって，あらかじめ外部委

託審査会の承認を得た場合は，この限りでない。 

(2)～(4) 略 

(5) 受託(予定)者における個人情報保護責任者は，市の指定するところにより個人情報の

保護及び情報セキュリティに関する研修を受講しなければならないものとする。 

７～10 略 

 

５．電子計算機の結合の制限について（個人情報に該当する場合） 

 ①本市の PC 端末とクラウドを，インターネット回線を通じて個人情報データの提供や閲

覧を行う場合，条例第 11 条の「通信回線による電子計算機の結合」に該当する。その

場合，「仙台市個人情報保護審議会」にて公益上必要があることの承認を得る必要があ

る。【将来】 

 ②本市の PC 端末とクラウドの間に，システム委託業者（江北情報サービス）の PC を置

き，USB 等でデータ提供を行う場合，電子計算機の結合には当たらず，審議会の承認は

不要。同じく，情報セキュリティ共通実施手順第 20 の結合協議書は不要。【当初】 

 

                     

  ① 仙台市 PC                                                       ※審議会必要 

   

 

 

  ② 仙台市 PC → → → 江北 PC                 ※審議会不要 

 

 

 

インターネット回線 
ｸﾗｳﾄﾞ

紙・USB 渡し 
ｸﾗｳﾄﾞ 

インターネット回線 

（データ提供・閲覧） 

（データ提供） （データ提供・閲覧） 
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【個人情報保護条例】第 11 条 

実施機関は，個人情報の電子計算機処理を行うに当たっては，本市以外のものとの間にお

いて通信回線による電子計算機の結合（※）を行ってはならない。ただし，法令等に定めが

あるとき，又は実施機関が仙台市個人情報保護審議会の意見を聴いて当該電子計算機の結合

を行うことに公益上必要があると認めるときは，この限りでない。 

※「通信回線による電子計算機の結合」とは，実施機関が管理する電子計算機と本市以外の

ものが管理する電子計算機とを，直接回線を用いて結合することをいい，個人情報を提供

する目的で行う結合だけでなく，個人情報の提供を受ける目的で行う結合も対象となる。

 

【情報セキュリティ共通実施手順】第 20 

情報管理者は，第 12(1)ただし書の規定により行政情報を外部に提供する場合において，

外部との間に通信回線により電子計算機を結合しようとするときは，予め最高情報セキュリ

ティ責任者と電子計算機の結合協議書（様式第 19 号）により協議しなければならない。た

だし，仙台市個人情報保護条例（平成 16 年仙台市条例第 49 号）第 44 条に規定する個人情

報保護審議会による審査を実施した場合は，「個人情報の電子計算機結合について」の意見

書の写しを最高情報セキュリティ責任者に提出することにより，前項の協議を実施したもの

とみなす。 
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 ソフトウェア導入 

 

６.３ 情報提供用資料の作成 

 浄化槽台帳システムの試行的導入事業の対象自治体である仙台市および宮崎県について、

「浄化槽情報管理の現状と課題」、「試行的導入事業の概要と成果」、「浄化槽台帳シス

テムの導入・運用に係る課題と解決策」、「将来的な浄化槽台帳システムの導入・運用の

方向性」を整理し、浄化槽台帳システムの導入に係る諸課題を抱えている自治体に対する

情報提供用資料（浄化槽台帳システムの整備導入に関する事例集）として取りまとめた。 

 別紙 6-2 に「浄化槽台帳システムの整備導入に関する事例～平成 27 年度浄化槽情報基盤

整備支援事業（その２）より～」を示す。 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

浄化槽台帳システムの整備導入に関する事例 

～平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）より～ 
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1. はじめに 

 

 現在、全国の汚水処理人口の普及率は約 89.5％となったが、未だ約 1,300 万人の

汚水処理未普及人口が残されており、その早期解消に向けて、下水道や農業集落排水

施設と並び立つ汚水処理サービスとして、浄化槽への期待が高まっている。 

一方、浄化槽整備においては「単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換が十分

には進んでいない」、「法定検査の受検率が低い地域が存在する」、「設置基数が多く、

行政等による一元管理が困難である」といった課題があり、これらを解決するために

は、設置、保守点検、清掃、法定検査の実施状況を一元的に管理できる情報基盤（浄

化槽台帳システム）を整備する必要がある。さらに、浄化槽台帳システムに GIS（地

理情報システム）を導入することで、設置状況を視覚的かつ正確に把握することが可

能となるため、管理体制の強化や効率化にもつながる。 

このような特長を踏まえ、環境省では浄化槽台帳システムの定義や導入手順の手引

きとして、平成 26 年３月に「浄化槽台帳システムの整備導入マニュアル」を作成し、

平成 27 年３月には、より実態に即した内容となるよう第２版として改訂し、地方自

治体に提示したところである。 

一方、自治体における浄化槽台帳システムの普及にあたっては、構築に係る費用お

よびノウハウの不足が導入促進の妨げとなっていることから、平成 27 年度には「浄

化槽情報基盤整備支援事業」を開始し、マニュアルに基づく浄化槽台帳システムの導

入を具体的に検討している自治体を対象として「浄化槽台帳システムの試行的導入事

業」を実施した。本事業では、導入に際して対象地域ごとに異なる諸課題への解決策

の支援を行った上、実際に浄化槽台帳システムを試行的に導入した。 

本事例は、「浄化槽台帳システムの試行的導入事業」を実施した宮城県および宮崎県

における、導入前後の実例に基づく諸課題および解決策を整理、集約したものであり、

同様の諸課題を抱えている自治体に対する情報提供を目的として取りまとめたもので

ある。各自治体におかれては、こうした事例もご参照の上、浄化槽台帳システムの整

備推進に取り組まれたい。 
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2. 試行的導入事業の対象自治体の現状 

 

２.１ 仙台市における浄化槽情報管理の現状と課題 

 平成 27 年度の「浄化槽台帳システムの試行的導入事業」は仙台市を対象として行

ったが、仙台市以外の宮城県内市町村への浄化槽台帳システム普及拡大を視野に入れ、

ここでは、宮城県内全域における浄化槽情報管理の現状と課題を示す。 

 

２.１.１ 浄化槽情報管理の現状 

 図 2.1 に宮城県における浄化槽設置基数および法定検査受検率の推移を示す。 

宮城県における平成 26 年度末の浄化槽設置基数は 45,507 基、みなし浄化槽設置

基数は 24,777 基、合計 70,284 基と報告されている。東日本大震災後、徐々に設

置基数が増加し、震災前と同水準の設置基数となっている。また、平成 26 年度にお

ける新設浄化槽設置基数は 2,824 基である。 

 宮城県における法定検査受検率は、7 条検査が 73.3％、11 条検査が 86.8％（平

成 26 年度実績）であり、特に、11 条検査受検率は全国的にみて高い水準を維持し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.１ 宮城県における浄化槽設置基数および法定検査受検率の推移 

 

 宮城県では県内全市町村に対する権限移譲が完了しており、浄化槽情報の管理業務

や指導業務は各市町村で個別に行っている。 

法定検査の受検を徹底するための取組みとして、使用開始報告書と 7 条検査依頼書

を複写式にしている。市町村に提出されたこれらの文書のうち、7 条検査依頼書を指

定検査機関に送付する仕組みが構築されている。これらの文書の提出率が非常に高い

ため、指定検査機関において、新設浄化槽の設置情報をほぼ 100％把握できる。 

県内市町村における浄化槽情報の管理状況は、2 市（仙台市および大崎市）を除き

表計算ソフトでの管理となっている。また、平成 16 年度に県で緊急雇用対策事業を
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２.１.２ 浄化槽情報管理の課題 

 ほとんどの市町村において、浄化槽情報がデータベース化されておらず、情報の入

力・更新に手間がかかり、また、情報の活用が困難である。 

 情報の精査が十分ではなく、特に、権限移譲されているため、市町村ごとの業務の

内容、情報の精度に差が認められる。 

 東日本大震災により、沿岸部の市町村の浄化槽台帳が一部流出・損失しているため、

浄化槽台帳の早急な整備と、今後の対策が必要である。 

 各種届出書類および検査結果の紙原本を管理する必要があり、管理の効率化を図る

余地がある。 

＜仙台市の課題＞ 

 使用開始報告書と 7 条検査依頼書に共通番号を付与しているが、手書き作業である

ため、ヒューマンエラーのリスクがあり、また、事務作業の効率化の余地がある。 

 仙台市と指定検査機関の台帳が別々に管理されているため、登載情報が異なってい

る可能性がある。 

 公設浄化槽の維持管理業務受託業者との情報のやり取りに紙または USB メモリを

使用しているため、紛失等のリスクがある。 

 

２.２ 宮崎県における浄化槽情報管理の現状と課題 

 

２.２.１ 浄化槽情報管理の現状 

 図 2.3 に宮崎県における浄化槽設置基数および法定検査受検率の推移を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 宮崎県における浄化槽設置基数および法定検査受検率の推移 

 

宮崎県における平成 26 年度末の浄化槽設置基数は 67,360 基、みなし浄化槽設置

基数は70,612基、合計137,972基と報告されており、ほぼ横ばいで推移している。

また、平成 26 年度における新設浄化槽設置基数は 2,697 基である。 
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新規契約および解約した浄化槽の設置者氏名、設置場所、人槽等）を、清掃業者は浄

化槽清掃状況報告書（各月に清掃を実施した浄化槽の設置者氏名、設置場所、型式、

処理規模、清掃実施日）を保健所に提出することとなっており、それらの情報を県が

管理している。 

なお、宮崎市は中核市であるため、浄化槽情報の管理や指導業務を独自に行ってお

り、浄化槽情報は既存の浄化槽台帳システムで管理している。 

 

２.２.２ 浄化槽情報管理の課題 

 県と市町村の間で、浄化槽情報の共有が十分に行われていない。（市町村は、各種問

い合わせの窓口となるが、宮崎市を除く市町村は台帳システムを保有していない。

県から市町村に対して設置情報を電子データ（Excel 形式）で提供しているが、提

供される情報が限られている。） 

 各種届出書類の紙原本を県、保健所、市町村がそれぞれ保管しており、その管理に

係る事務作業量が大きい。 

 11 条検査受検率が 50％程度であるため、指定検査機関が保有する情報を用いて県

台帳の情報を精査することに限界がある。 

 県が収集している保守点検契約状況報告および清掃状況報告の情報は、県台帳の精

査に活用できるが、県台帳に登載されている既存の浄化槽情報と保守点検/清掃業者

からの報告情報のひもづけが困難である。 

 浄化槽の位置情報（緯度経度情報）を保有しておらず、GIS が導入されていない。 
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3. 試行的導入事業に用いた浄化槽台帳システム 

 

 平成 27 年度に実施した浄化槽台帳システムの試行的導入事業においては、仙台市

および宮崎県を対象自治体とした。当該自治体では、（一社）全国浄化槽団体連合会が

開発した「スマート浄化槽」の導入を検討しており、関係者間での協議を進めてきた

ことから、試行的導入事業においてはスマート浄化槽システム（サービス）を導入す

ることとした。以下に本システム（サービス）の概要を示す。 

 

３.１ スマート浄化槽の特徴 

 スマート浄化槽は IDC（インターネットデータセンター）※に設けられた【浄化槽情

報基盤】（公共機関向け【①浄化槽台帳基盤】と民間機関向け【②浄化槽業務基盤】か

ら構成）と、IDC 連携機能を持つ【PPP 台帳ソフトウェア】を活用し、官民協働での

統一浄化槽台帳の整備と業務活用を行うための浄化槽事業に特化したサービスである。 

 【①浄化槽台帳基盤】は、自治体と指定検査機関に提供された【PPP 台帳ソフトウ

ェア】で利用ができ、【②浄化槽業務基盤】は、民間業者と指定検査機関に提供された

【PPP 台帳ソフトウェア】で利用できる仕組みとなっている。【①浄化槽台帳基盤】

と【②浄化槽業務基盤】は都道府県単位で分割されており、各都道府県の浄化槽事業

に合わせた利用ができる。 

 自治体向け【PPP 台帳ソフトウェア(届出)】は、①届出台帳機能（カスタマイズ可

能）、②GIS 機能、③図書保管庫機能、④IDC 連携機能を提供する。利用サービスは、

指定検査機関と情報連携した台帳整備を目的とした「整備保管サービス」と、維持管

理業者と情報連携した維持台帳整備を目的とした「業務利用サービス」がある。自治

体ごとにシステム開発・構築を行う導入形態と異なるため、自治体でシステム構築予

算を確保する必要がない（【PPP 台帳ソフトウェア(届出)】のカスタマイズが必要な場

合には費用が発生する。）。 

 初期導入時に、自治体が届出台帳データ(Excel 等)を有している場合、【①浄化槽台

帳基盤】に導入する「届出情報検証導入作業」に係る費用は自治体負担となる。また、

IDC 連携に使用するインターネット回線や【PPP 台帳ソフトウェア(届出)】を導入す

るパソコン設備に係る費用は自治体負担となる。 

 

※インターネットデータセンター（IDC）： 

データセンターとは、事業者が顧客のサーバを預かり、インターネットへの接

続回線や保守・運用サービスなどを提供する施設の総称であり、特に事業者がイ

ンターネット接続に特化した設備・サービスを提供するものをインターネットデ

ータセンター（IDC）と呼ぶ。 
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３.２ スマート浄化槽の浄化槽 PPP 台帳 

浄化槽関係者がそれぞれの【PPP 台帳ソフトウェア】で各業務台帳を管理するとと

もに、公共機関向け【①浄化槽台帳基盤】と民間機関向け【②浄化槽業務基盤】を利

用して各業務情報の提供と収集を行うことで持続的に浄化槽台帳が整備される。 

 スマート浄化槽の浄化槽 PPP 台帳の初期導入業務では、各県指定検査機関が持つ検

査依頼情報を【浄化槽台帳基本情報】として【①浄化槽台帳基盤】に導入する。次に、

自治体が持つ届出データを整理し、【浄化槽台帳基本情報】との突合検証を行い、突合

検証された届出データを【①浄化槽台帳基盤】に導入することで【浄化槽 PPP 台帳】

のシステム的整備を行う。突合されない届出データは、【PPP 台帳ソフトウェア(届出)】

内データベースに検証済み届出データ（未突合）として管理される。自治体は、未突

合識別データ数に応じて台帳整備計画を立てることができる。 

 【浄化槽 PPP 台帳】は官民の持つ情報が連携された浄化槽台帳であり、【浄化槽台

帳基本情報】の情報管理を各県の指定検査機関が行うことで、官運用の浄化槽台帳シ

ステムから官民協働運用の浄化槽台帳システムへ転換されることとなる。 

 

３.３ スマート浄化槽のシステム概要とサービス 

（１）システム概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 スマート浄化槽のシステム概要 
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（２）サービス 

 

表 3.1 スマート浄化槽のサービス内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）サービス利用の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2 スマート浄化槽のサービス利用の仕組み 

サービス 利⽤者 内容

 情報提供サービス
　浄化槽台帳基盤を利⽤した有益な情報提供
　　●市町村単位浄化槽台帳と⾏政報告項⽬の閲覧
　　●市町村単位業者情報と型式別仕様情報の閲覧

 整備保管サービス
　浄化槽台帳情報基盤を利⽤した精度の⾼い台帳整備
　　　●設置届出等図書（デジタル図書）保管庫
　　　●⼯事業者および指定検査機関向けサービスと情報連携

　浄化槽台帳情報基盤を利⽤した浄化槽維持管理（持続性のある台帳構築）
　　　●維持管理業者と情報連携した維持管理台帳の連携
　　　●維持管理業者と情報連携した災害台帳の提供

 指定検査機関
 保守点検業者
 清掃業者

　浄化槽台帳情報基盤を利⽤した業務効率化とBCP対策
　　　●7条検査依頼の保管とつうしんぼサービス機能の提供
　　　●維持管理台帳の閲覧と業務結果の保管（つうしんぼ配信機能付き）

 施⼯証明サービス  ⼯事施⼯業者 　浄化槽台帳情報基盤を利⽤した浄化槽設置届出施⼯⼯事証明の発⾏
　　　●⼯事施⼯業者の出来⾼管理

 つうしんぼサービス  管理者（使⽤者） 　浄化槽台帳情報基盤を利⽤した新たな環境サービス
　　　●法定検査等業務結果の通知と保管

 都道府県（監督者）
 市町村　 （監督者）
 市町村　 （公管理）

 業務利⽤サービス
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（４）サービスの範囲 

■ インターネットデータセンター（IDC）の利用 

① 都道府県の浄化槽情報基盤の利用 

② メーカ装置情報等の情報提供 

■ PPP 台帳ソフトウェアの利用 

① 台帳機能（データベース搭載） 

② GIS 機能（下図は利用者が調達） 

③ 図書保管庫機能（電子図書データの管理と IDC 連携バックアップ） 

④ IDC 連携機能（データ提供・収集・閲覧） 

■ サービス利用 

① 整備保管サービス：指定検査機関と情報連携のみ 

② 業務利用サービス：維持業者との連携可能 

※閲覧モードの場合、PPP 台帳ソフトウェア④の機能のみ利用可能 

 

（５）初期導入時（利用者費用負担）の範囲 

利用者台帳の検証と【浄化槽情報基盤】導入業務 

■ 県および市町村との要求整理 

・システム要求の整理 

・環境基盤情報の収集 

・利用者台帳の収集 

■ 浄化槽環境基盤導入業務 

・浄化槽環境基盤情報の検証 

・浄化槽環境基盤の導入 

■ 浄化槽 PPP 台帳基盤導入業務 

・利用者台帳情報の検証  

・浄化槽 PPP 台帳基盤の導入 

 

【PPP 台帳ソフトウェア】導入とカスタマイズ 

■ PPP 台帳ソフトウェアの導入 

・利用者台帳情報の PPP 台帳ソフトウェアへの導入 

・利用者機能のカスタマイズ 

■ PPP 台帳ソフトウェア導入設備の調達 

・Windows パソコン機器 

・インターネット回線とその回線利用料 
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（２）試行的導入事業の内容 

 仙台市と指定検査機関、維持管理業者の保有情報を連携する仕組みの構築（IDC

への浄化槽情報基盤の構築、仙台市向け PPP 台帳ソフトウェアの導入。）。 

 仙台市台帳と検査台帳に登載されている情報のひもづけおよびシステムへのデー

タ導入。 

 届出書類を電子ファイル（PDF 形式）で保管する仕組みの構築。 

 

（３）試行的システムの機能および収集・導入した台帳情報 

●仙台市向け PPP 台帳ソフトウェアの機能 

 届出管理機能（届出情報と PPP 台帳情報を管理するためのデータベース） 

⇒①届出情報の追加・更新、②検査情報、浄化槽仕様情報、業者情報の検索・閲

覧、③集計 

 デジタル図書保管機能 

 GIＳ機能（基本情報にある浄化槽位置情報を表示） 

 IDC 連携機能（IDC の公共機関向け基盤に対する情報の提供および当該基盤から

の情報の収集） 

 IDC 閲覧機能（PPP 台帳の閲覧） 

 

●収集・導入した台帳情報 

 指定検査機関が持つ検査台帳情報（宮城県全域分） 

 仙台市の届出台帳情報 

 

（４）セキュリティ対策 

浄化槽基盤情報の漏えい対策として、VMware と UTM アプライアンス（FortiGate）

を組み合わせた IaaS（Infrastructure as a Service）を利用した。 

 

※UTM アプライアンス FortiGate： 

Fortinet 社が提供する UTM 市場 No.1 シェアを誇る UTM（統合脅威管理）

であり、FortiGate シリーズはさまざまなセキュリティ機能を 1 台で提供してい

るため、ファイアウォールや VPN などの単体製品と比べ、ネットワークのセキ

ュリティに必要な機能を一台に集約することが可能。 
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対して注意
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情報連携の仕
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設浄化槽/民
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。 
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 GIS の導入（一部地域について、緯度経度情報をアドレスマッチングで取得。）。 

 届出書類を電子ファイル（PDF 形式）で保管する仕組みの構築。 

 

（３）試行的システムの機能および収集・導入した台帳情報 

●宮崎県向け PPP 台帳ソフトウェアの機能 

 届出管理機能（届出情報と PPP 台帳情報を管理するためのデータベース） 

⇒①届出情報の追加・更新、②検査情報、浄化槽仕様情報、業者情報の検索・閲

覧、③集計 

 デジタル図書保管機能 

 GIＳ機能（基本情報にある浄化槽位置情報を表示） 

 IDC 連携機能（IDC の公共機関向け基盤に対する情報の提供および当該基盤から

の情報の収集） 

 IDC 閲覧機能（PPP 台帳の閲覧） 

 

●保健所・各市町村向け PPP 浄化槽台帳ソフトウェアの機能 

 IDC 連携機能（IDC の公共機関向け基盤からの情報の収集） 

 IDC 閲覧機能（PPP 台帳の閲覧） 

 

●収集・導入した台帳情報 

 宮崎県が持つ浄化槽台帳情報（宮崎県全域分） 

 

（４）セキュリティ対策 

仙台市における試行的導入事業と同様（p.12～13 参照）。 

 

５.２ 試行的導入事業の成果 

 試行的導入事業の主な成果は以下の 4 点である。 

① アドレスマッチング手法による緯度経度情報の取得（GIS の導入）。 

② 県（保健所）、市町村、指定検査機関が連携して浄化槽台帳システムを運用する仕

組みの構築。 

③ 県に対する浄化槽台帳（届出）ソフトウェアの導入。 

④ 保健所・各市町村向け PPP 浄化槽台帳ソフトウェアの導入。 

 ①および②の詳細を「（１）初期導入業務」に、③の詳細を「（２）浄化槽台帳（届

出）ソフトウェアの機能」に、④の詳細を「（３）閲覧モードによる IDC 基盤情報の

閲覧（指導権限を有さない市町村等）」にそれぞれ示す。 
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（１）初期導入業務 

 初期導入業務のフローは以下のとおりである。 

 

①浄化槽環境情報の検証導入 

収集した環境情報（行政情報・業者情報・場所情報）のデータ検証を実施し、宮崎

県 IDC 基盤（浄化槽台帳基盤）の環境情報データベースに導入。 

 

②検査台帳情報の検証導入 

収集した宮崎県台帳情報より検査台帳情報を抽出。 

データ検証（環境情報との突合・緯度経度情報※の検証）を実施し宮崎県 IDC（イン

ターネットデータセンター）基盤の基盤情報市町村単位データベース（基本情報）に

導入。 

 ※一部地域の設置場所情報を用いて、アドレスマッチング手法で緯度経度を取得。 

 

③届出情報の検証導入 

収集した宮崎県台帳情報より届出情報を抽出。 

一部市町村のデータ検証（環境情報との突合）を実施し、宮崎県 IDC 基盤の基盤情

報市町村単位データベース（届出情報）に導入。 

 

④浄化槽台帳（届出）ソフトウェアのデータベースへの導入 

宮崎県 IDC 基盤に導入した情報を、浄化槽台帳（届出）ソフトウェア（宮崎県環境

森林部環境管理課に導入したソフトウェア）が持つデータベースに導入。 
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変換）の手順
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6. 浄化槽台帳システムの導入・運用に係る課題と解決策 

 

試行的導入事業で導入したシステムを県、市町村、指定検査機関、工事/保守点検/

清掃業者の情報連携のために用いる場合の課題とその解決策について以下に示す。 

 

【課題 1】 

台帳システムの導入・運用に伴い、市町村側の作業負担が増加する懸念がある。

【宮崎県内市町村の課題】 

 

＜解決策＞ 

県全域で一元化された台帳システムの導入を進める場合には、県が市町村に対して

導入・運用に関する作業内容を説明する。 

 

表 6.1 浄化槽台帳システムの導入および運用に係る県・市町村の負担（宮崎県の例） 

 

 

【課題 2】 

県、市町村、指定検査機関、業者がいずれも台帳システムにアクセスするため、

情報の流れを明確にし、各機関が閲覧できる情報とできない情報を決定する必要が

ある。【宮崎県内市町村の課題】 

 

＜解決策＞ 

情報の流れを示した概略図を作成し、関係者に対して十分に説明する。 

■ 仕様書の作成

■ 個人情報保護条例、情報セキュリティ
ポリシー等に準じた手続き

■ 予算（サービス利用料）の確保 ■ 予算（サービス利用料）の確保

（5万円/月） （2万円/月（閲覧モード））

■ システムベンダへのデータの提供

■ ■

■

ソフトウェア
利用環境整備

■ ソフトウェア導入（システム会社によ
るカスタマイズを経てインストール）

■ ソフトウェア導入（インターネット経
由でダウンロード、インストール）

ソフトウェア
テスト・維持

■ 運用・閲覧テスト ■ 運用・閲覧テスト

■ 閲覧・利用 ■ 閲覧・利用

■ 新規データの入力・提供

運
用
業
務

ソフトウェア
利用

既存システムとの連携確保のための調
整（既存システムを保有している場
合）

宮崎県および宮崎市

台
帳
整
備
業
務

PPP台帳基盤
検証導入

初
期
導
入
業
務

浄化槽情報基
盤整理

浄化槽環境基
盤導入

台帳利用専用PCの購入（必要に応じ
て）

その他の県内市町村

要求定義

台帳利用専用PCの購入（必要に応じ
て）
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サ
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況を
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る
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届
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課題 3】 

情報漏えい

町村の課題】
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していない

にはある程度
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の事業者は
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することが望
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度の経験が

した際の情
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プライバシ

全管理措置
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び精査を県か
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報の流れ（

く必要がある

物理的/技術的

シーマーク等

置規定を作成

から外部に委

るため、既に
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る。【宮崎県

的安全管理措

等を取得する

成し、その運

委託する予定

に代行入力・

 

県内市

措置）

ること

運用状

定であ

・精査
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業務を実施している指定検査機関における業務内容・フローを参考にして実施機関を

決定する。 

 

【課題 5】 

個人情報保護条例、情報セキュリティポリシー、ガイドラインに準拠した個人情

報の取扱いが求められる。（行政情報の外部提供の制限、情報システム処理の外部

委託に関する要求事項、電子計算機の結合の制限）【仙台市の課題】 

 

＜解決策＞ 

下記①～③を実施することで、仙台市個人情報保護審議会の承認を必要とせずに、

本事業で採用した浄化槽台帳システムを活用できる。ただし、行政情報を外部に送付

および送信する際は、その都度、情報管理者（下水道調整課長）の許可（決裁）を得

る必要がある。また、工事完成図書および図面の外部提供に関しては、氏名等を削除

する作業性等を考慮し、提供方法を再検討する必要がある。 

① 外部に提供する情報から氏名等を削除し、浄化槽番号と住所だけの情報とするこ

とで、行政情報の重要性分類をⅠからⅡに下げる。（注１） 

万が一、情報漏えいが起こった場合の影響の範囲を最小限にとどめるため、外

部提供する行政情報の重要性分類を下げる手段として①を実施した。 

また、今年度の事業を実施するにあたって、市が管理する届出情報の外部提供

が必要であったが、試験データであっても個人情報（重要性分類Ⅰ）を外部に提

供するためには、「最高情報セキュリティ責任者（まちづくり政策局長）との協議」

および「当該行政情報の提供を受けるものとの協定または契約の締結」が必要と

判断された。この手続きにはかなりの時間を要すると推測され、今年度事業の期

間内にシステム導入を進めるため、重要性分類を下げて手続きの簡素化を図った。

② 情報システム処理を伴う業務を情報セキュリティ等の研修を受講した事業者に委

託し、この業務は庁舎内で行う。 

③ 仙台市の PC 端末とクラウドの間にシステム処理業務受託業者の PC 端末を置き、

システム処理業務受託業者の PC 端末からクラウドに接続する。システム処理業

務受託業者に対しては、USB 等でデータ提供を行う。（注２） 

 

注１）机上の考察では氏名等を削除して浄化槽番号と住所のみで運用することについ

て支障は無いと判断するが、実際に運用してみないと分からない部分があると

推察される。よって、システム導入の前に（平成 28 年 8 月頃まで）、オフライ

ン状態で試験運用と検証作業を行う必要があると考える。 

注２）今後運用していく中で、仙台市 PC 端末とクラウドとを直接回線で結合するこ

とに公益上の必要性があると認められた場合、仙台市個人情報保護審議会によ
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る審査を経た上で，直接結合することもあり得る。（個人情報に該当しないため

審議会の審査の対象外であるが、安全のため審査を依頼する。） 

 

【課題 6】 

個人情報保護条例、情報セキュリティポリシー、ガイドラインに準拠した個人情

報の取扱いが求められる。【宮崎県の課題】 

 

＜解決策＞ 

「「目的外利用・提供の制限」の例外事項（条例第９条第２項第７号関係）について」

および「「オンライン結合による提供の制限」の例外事項（条例第１０条第３号関係）

について」の 2 事項について個人情報保護審議会に諮る。 

 

【課題 7】 

維持管理業者からの報告（保守点検契約状況報告、清掃状況報告）に記載されて

いる浄化槽の設置場所は表記が不正確である事例が認められており、それらの情報

を台帳情報とひもづけする方法を検討する必要がある。【宮崎県の課題】 

 

＜解決策＞ 

「設置場所住所」、「使用者氏名」、「単独/合併の区分」、「人槽」、「使用者電話番号」

を用いて照合する。設置場所情報の精度を高めるためには、県から清掃業者に対して

清掃実績の入力フォームを配布し、1 年を通してそのフォームで情報収集を行うこと

で、台帳整備に必要な精度を有した情報を確保することができる。 

 

入力フォームの例 

 
 

【課題 8】 

「小さな自治体では台帳システムは必要ない」、「施工業者、維持管理業者がシス

テムを利用するメリットが不明確である」といった意見があるため、各関係者にシ

ステム利用のメリットを説明するための準備が必要である。【宮崎県内市町村の課

題】 

 

＜解決策＞ 

システム導入により提供されるサービス内容と利用者メリットについて整理する。 

指導権限を有する自治体がサービス利用するメリットは、GIS 機能を含めた台帳シ

町丁字 地番 単独/合併 メーカー 型式 人槽 処理規模 作業日
状況

（新規・廃
止・定期）

県台帳番号
または

顧客番号
使用者名称 電話番号

設置場所 浄化槽 作業
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ステム機能全般を活用できることや、設置・維持管理状況の実態を把握できることな

ど多岐にわたる。また、指導権限を有していない自治体においては、現在、未活用の

浄化槽情報を活用できるようになり、生活排水対策への活用等が図られる。施工業者、

維持管理業者がサービス利用するメリットは以下のように整理できる。 

また、災害時の対応・復旧を迅速に行うためのツールとしても活用の可能性がある

ほか、市町村設置型浄化槽事業を行っている市町村においては、アセットマネジメン

トに浄化槽システムを活用することも可能である。 

 

 ◆施工業者、維持管理業者がサービス利用するメリット 

【現状のシステムでは】 

 保守点検・清掃・法定検査の 3 業種間での情報連携が図られ、業務の精度が向

上する 

 維持管理情報をバックアップとして IDC に保管するため、災害時の事業継続

に有効である 

【システム改修によるメリット増大】 

 モバイル端末（タブレット、スマートフォン）を用いて、現場で記録票の確認

および作成ができる 

 業者単位でシステム導入/改修を行う方法と比べ、安価に機能を活用できる

 帰社後に記録票データを入力する方法よりも、業務が効率化される 

 顧客からのイメージアップが図られる 

 より精度の高い地図を採用し、工事および清掃車輛の駐車位置や資材置き場を

事前に確認できるようなサービスを活用できる 

 

 

＜参考＞浄化槽台帳システムの災害時活用例 

大規模災害時に以下のような方法で浄化槽台帳システムを活用し、被災浄化槽に対

する迅速な対応が可能となる。 

 

 ◆浄化槽台帳システムの災害時活用の例 

①災害情報の収集 

 

②ハザードマップをレイヤとし、被災の可能性のある浄化槽を抽出

 

③災害協定を結んだ関係事業者に調査を依頼 

 

④調査結果を浄化槽情報として追加・更新 

迅速な対応 

・復旧が可能



 

 

 

チェェックシート

災害モ

ト 
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第７章 業務のまとめと今後の課題 

 

７.１ 本年度業務のまとめ 

 本業務は、「浄化槽台帳システムの試行的導入に関する課題整理」、「浄化槽台帳シス

テムの試行的導入計画作成」、「浄化槽台帳システムの試行的導入事業」、「浄化槽台帳

システムの試行的な運用方法に関する検討」、「浄化槽情報基盤整備に関する課題整理お

よび情報提供」からなる。各項目における成果の概要を以下に示す。 

 

（１）浄化槽台帳システムの試行的導入に関する課題整理 

試行的導入事業の対象自治体とした仙台市および宮崎県における浄化槽情報管理の現状

とシステムを導入した場合に想定される情報フローを比較することで、浄化槽台帳システ

ムの導入に関する課題を抽出・整理した。 

試行的導入事業を進める上では、自治体の保有する個人情報（行政情報）の取扱いに関

して留意事項が認められた。その他の課題として、将来的にシステムの導入・運用範囲を

拡張する上での課題が抽出され、これらについて検討することで、各自治体における将来

的な浄化槽台帳システムの導入・運用の方向性を示すことができた。 

 

（２）浄化槽台帳システムの試行的導入計画作成 

有識者委員会およびワーキンググループにおける検討を経て、各県の試行的導入計画を

作成した。試行的導入計画には、試行的導入の範囲、試行的システムの要件、導入方法、

導入スケジュール等を盛り込んだ。 

 

（３）浄化槽台帳システムの試行的導入事業 

 試行的導入事業の対象自治体とした仙台市および宮崎県に対して、試行的導入計画に従

い浄化槽台帳システムを導入した。各対象自治体における成果は以下のとおりである。 

＜仙台市における試行的導入事業の成果＞ 

① 仙台市と指定検査機関、維持管理業者の保有情報を連携する仕組みの構築。 

② 仙台市台帳、検査台帳それぞれに登載されている情報のひもづけ。 

③ 仙台市に対する浄化槽台帳（届出）ソフトウェアの導入。 

＜宮崎県における試行的導入事業の成果＞ 

① アドレスマッチング手法による緯度経度情報の取得（GIS の導入）。 

② 県（保健所）、市町村、指定検査機関が連携して浄化槽台帳システムを運用する仕組

みの構築。 

③ 県に対する浄化槽台帳（届出）ソフトウェアの導入。 

④ 保健所・各市町村向け PPP 浄化槽台帳ソフトウェアの導入。 

（４）浄化槽台帳システムの試行的な運用方法に関する検討 
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「浄化槽情報基盤整備支援事業（その 2）有識者委員会」を各県 3 回ずつ、計 6 回行い、

第三者による検証・技術的助言を得ながら、実施計画の作成、抽出された課題に対する解

決策の検討、浄化槽台帳システムの災害時活用に関する検討を行った。 

また、「浄化槽台帳システムの試行的導入に関する検討ワーキンググループ」を各県 2

回ずつ、計 4 回行い、浄化槽台帳システムの導入・運用に関する課題抽出、システムへの

要望に対処するためのシステム改修手法に関する検討を行った。 

 

（５）浄化槽情報基盤整備に関する課題整理および情報提供 

対象自治体からのヒアリング、有識者委員会における技術的助言に基づき、浄化槽台帳

システムの導入にあたっての諸課題と解決策を整理・集約した。 

また、本年度事業で明らかになった浄化槽台帳システム導入の効果、システムの導入・

運用に係る課題と解決策等を取りまとめ、他の自治体に対する情報提供用資料「浄化槽台

帳システムの整備導入に関する事例～平成 27 年度浄化槽情報基盤整備支援事業（その２）

より～」を作成した。 

 

７.２ 今後の課題 

＜個人情報の取扱いについて＞ 

 浄化槽分野の個人情報の取扱いに関するガイドブックを作成することが望ましい。ガイ

ドブックに盛り込む事項の案（有識者委員会における技術的助言の抜粋）を以下に示す。

なお、これらの内容は、個人情報保護法および行政機関個人情報保護法の改正を考慮した

ものにする必要がある。 

 届出情報の利用目的 

 個人情報保護審議会に諮る事項に関する事例 

 ID による情報連携に対する考え方（「個人識別符号」の定義） 

 （民間事業者に対する）安全管理措置規定の例 

 情報共有（共同利用）の指針 

 個人情報保護に関する相談窓口（認定個人情報保護団体） 

 

＜その他＞ 

 その他の課題として以下の事項が挙げられる。 

 自治体がシステム導入・運用の予算要求に活用できるような費用対効果を示す資料の

作成 

 本年度事業の対象自治体である仙台市および宮崎県に対するフォローアップ等を通じ

たシステムの運用に関する課題抽出と解決策の検討（本年度事業では導入したシステ

ムの運用について試験できなかったため） 

 データ整備に対する支援 
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